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第66号議案 

 

 

 

稲城市乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例 

 

 

上記の議案を提出する。 

 

 

令和７年11月26日 

 

 

提出者 稲城市長 髙 橋 勝 浩 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

保育所等に通っていない満３歳未満の子どもを対象に、保護者の就労要件等を問

わず、保育所等において適切な遊び及び生活の場を提供するとともに、子育てにつ

いての情報の提供等を行う乳児等通園支援事業を実施するにあたり、児童福祉法

（昭和22年法律第164号）第34条の16第１項の規定に基づき、稲城市における乳児

等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定めるため、稲城市乳児等通園支援

事業の設備及び運営の基準に関する条例を制定する必要があるので、本案を提出す

る。  
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稲城市乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例 

 

目次 

第１章 総則（第１条―第20条） 

第２章 乳児等通園支援事業 

第１節 通則（第21条） 

第２節 一般型乳児等通園支援事業（第22条―第25条） 

第３節 余裕活用型乳児等通園支援事業（第26条・第27条） 

第３章 雑則（第28条・第29条） 

付則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この条例は、児童福祉法（昭和22年法律第164号。以下「法」という。）

第34条の16第１項の規定に基づき、稲城市（以下「市」という。）における乳児

等通園支援事業の設備及び運営に関する基準（以下「最低基準」という。）を定

めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

⑴ 乳児 法第４条第１項第１号に規定する乳児（法第６条の３第23項に規定す

る内閣府令で定める者を除く。）をいう。 

⑵ 幼児 法第４条第１項第２号に規定する幼児のうち、満３歳に満たない者

（法第６条の３第23項に規定する内閣府令で定める者を除く。）をいう。 

⑶ 乳幼児 乳児又は幼児をいう。 

⑷ 乳児等通園支援事業 法第６条の３第23項に規定する乳児等通園支援事業を

いう。 

⑸ 乳児等通園支援 乳児等通園支援事業として行う乳幼児への遊び及び生活の

場の提供並びにその保護者との面談及び当該保護者への援助をいう。 

２ 前項に掲げるもののほか、この条例において使用する用語は、法において使用

する用語の例による。 
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（最低基準の目的） 

第３条 最低基準は、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切

な訓練を受けた職員（乳児等通園支援事業を行う事業所（以下「乳児等通園支援

事業所」という。）の管理者を含む。以下同じ。）が乳児等通園支援を提供する

ことにより、乳児等通園支援事業を利用している乳幼児（以下「利用乳幼児」と

いう。）が、心身ともに健やかに育成されることを保障するものとする。 

（最低基準の向上） 

第４条 市長は、児童の保護者その他児童福祉に係る当事者の意見を聴き、その監

督に属する乳児等通園支援事業を行う者（以下「乳児等通園支援事業者」とい

う。）に対し、最低基準を超えて、その設備及び運営を向上させるように勧告す

ることができる。 

２ 市は、最低基準を常に向上させるように努めるものとする。 

（最低基準と乳児等通園支援事業者） 

第５条 乳児等通園支援事業者は、最低基準を超えて、常に、その設備及び運営を

向上させなければならない。 

２ 最低基準を超えて、設備を有し、又は運営をしている乳児等通園支援事業者に

おいては、最低基準を理由として、その設備又は運営を低下させてはならない。 

（乳児等通園支援事業者の一般原則） 

第６条 乳児等通園支援事業者は、利用乳幼児の人権に十分配慮するとともに、一

人一人の人格を尊重して、その運営を行わなければならない。 

２ 乳児等通園支援事業者は、地域社会との交流及び連携を図り、利用乳幼児の保

護者及び地域社会に対し、その行う乳児等通園支援事業の運営の内容を適切に説

明するよう努めなければならない。 

３ 乳児等通園支援事業者は、自らその提供する乳児等通園支援の質の評価を行い、

常にその改善を図らなければならない。 

４ 乳児等通園支援事業者は、定期的に外部の者による評価を受けて、その結果を

公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。 

５ 乳児等通園支援事業所には、法に定める事業の目的を達成するために必要な設

備を設けなければならない。 
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６ 乳児等通園支援事業所の構造設備は、採光、換気等利用乳幼児の保健衛生及び

利用乳幼児に対する危害防止に十分な考慮を払って設けられなければならない。 

（乳児等通園支援事業者と非常災害） 

第７条 乳児等通園支援事業者は、軽便消火器等の消火用具、非常口その他非常災

害に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、これに

対する不断の注意と訓練（次項の訓練を除く。）をするように努めなければなら

ない。 

２ 乳児等通園支援事業者は、少なくとも毎月１回、避難及び消火に関する訓練を

行わなければならない。 

（安全計画の策定等） 

第８条 乳児等通園支援事業者は、利用乳幼児の安全の確保を図るため、乳児等通

園支援事業所ごとに、当該乳児等通園支援事業所の設備の安全点検、職員、利用

乳幼児等に対する事業所外での活動、取組等を含めた乳児等通園支援事業所での

生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修及び訓練その他乳

児等通園支援事業所における安全に関する事項についての計画（以下この条にお

いて「安全計画」という。）を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じな

ければならない。 

２ 乳児等通園支援事業者は、職員に対し、安全計画について周知するとともに、

前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

３ 乳児等通園支援事業者は、利用乳幼児の安全の確保に関して保護者との連携が

図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知しな

ければならない。 

４ 乳児等通園支援事業者は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安

全計画の変更を行うものとする。 

（自動車を運行する場合の所在の確認） 

第９条 乳児等通園支援事業者は、利用乳幼児の事業所外での活動、取組等のため

の移動その他の利用乳幼児の移動のために自動車を運行するときは、利用乳幼児

の乗車及び降車の際に、点呼その他の利用乳幼児の所在を確実に把握することが

できる方法により、利用乳幼児の所在を確認しなければならない。 
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２ 乳児等通園支援事業者は、利用乳幼児の送迎を目的とした自動車（運転者席及

びこれと並列の座席並びにこれらより一つ後方に備えられた前向きの座席以外の

座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に利用乳幼児の見

落としのおそれが少ないと認められるものを除く。）を日常的に運行するときは、

当該自動車にブザーその他の車内の利用乳幼児の見落としを防止する装置を備え、

これを用いて前項に定める所在の確認（利用乳幼児の降車の際に限る。）を行わ

なければならない。 

（乳児等通園支援事業所の職員の一般的条件） 

第10条 乳児等通園支援事業所の職員は、健全な心身を有し、豊かな人間性と倫理

観を備え、児童福祉事業に熱意のある者であって、できる限り児童福祉事業の理

論及び実際について訓練を受けたものでなければならない。 

（乳児等通園支援事業所の職員の知識及び技能の向上等） 

第11条 乳児等通園支援事業所の職員は、常に自己研鑽
さん

に励み、法に定める事業の

目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければ

ならない。 

２ 乳児等通園支援事業者は、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を

確保しなければならない。 

（他の社会福祉施設等を併せて設置するときの設備及び職員の基準） 

第12条 乳児等通園支援事業所は、他の社会福祉施設等を併せて設置するときは、

その行う乳児等通園支援に支障がない場合に限り、必要に応じ当該乳児等通園支

援事業所の設備及び職員の一部を併せて設置する他の社会福祉施設等の設備及び

職員に兼ねることができる。 

（利用乳幼児を平等に取り扱う原則） 

第13条 乳児等通園支援事業者は、利用乳幼児の国籍、信条、社会的身分又は利用

に要する費用を負担するか否かによって、差別的取扱いをしてはならない。 

（虐待等の防止） 

第14条 乳児等通園支援事業所の職員は、利用乳幼児に対し、法第33条の10第１項

各号に掲げる行為その他当該利用乳幼児の心身に有害な影響を与える行為をして

はならない。 

（衛生管理等） 
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第15条 乳児等通園支援事業者は、利用乳幼児の使用する設備、食器等又は飲用に

供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければ

ならない。 

２ 乳児等通園支援事業者は、乳児等通園支援事業所において感染症又は食中毒が

発生し、又はまん延しないように、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びま

ん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定

期的に実施するよう努めなければならない。 

３ 乳児等通園支援事業所には、必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに、

それらの管理を適正に行わなければならない。 

（食事） 

第16条 乳児等通園支援事業者は、食事の提供を行う場合（施設外で調理し運搬す

る方法により行う場合を含む。）においては、当該施設において行うことが必要

な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えなければならない。 

（乳児等通園支援事業所内部の規程） 

第17条 乳児等通園支援事業者は、次に掲げる乳児等通園支援事業の運営について

の重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 

⑴ 乳児等通園支援事業の目的及び運営の方針 

⑵ その提供する乳児等通園支援の内容 

⑶ 職員の職種、員数及び職務の内容 

⑷ 乳児等通園支援の提供を行う日及び時間並びに行わない日 

⑸ 保護者から受領する費用の種類、支払を求める理由及びその額 

⑹ 乳幼児の区分ごとの利用定員 

⑺ 乳児等通園支援事業の利用の開始及び終了に関する事項その他の利用に当た

っての留意事項 

⑻ 緊急時等における対応方法 

⑼ 非常災害対策 

⑽ 虐待の防止のための措置に関する事項 

⑾ その他乳児等通園支援事業の運営に関する重要事項 

（乳児等通園支援事業所に備える帳簿） 
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第18条 乳児等通園支援事業所には、職員、財産、収支及び利用乳幼児の処遇の状

況を明らかにする帳簿を整備しておかなければならない。 

（秘密保持等） 

第19条 乳児等通園支援事業所の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た

利用乳幼児又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 

２ 乳児等通園支援事業者は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上

知り得た利用乳幼児又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を

講じなければならない。 

（苦情への対応） 

第20条 乳児等通園支援事業者は、その行った乳児等通園支援に関する利用乳幼児

又はその保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付け

るための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。 

２ 乳児等通園支援事業者は、その行った乳児等通園支援に関し、市からの指導又

は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければな

らない。 

第２章 乳児等通園支援事業 

第１節 通則 

（乳児等通園支援事業の区分） 

第21条 乳児等通園支援事業は、一般型乳児等通園支援事業及び余裕活用型乳児等

通園支援事業とする。 

２ 一般型乳児等通園支援事業とは、乳児等通園支援事業であって次項に定めるも

のに該当しないものをいう。 

３ 余裕活用型乳児等通園支援事業とは、保育所、認定こども園（就学前の子ども

に関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成18年法律第77号。

以下「認定こども園法」という。）第２条第６項に規定する認定こども園をいい、

保育所であるものを除く。以下同じ。）又は家庭的保育事業等（法第24条第２項

に規定する家庭的保育事業等のうち居宅訪問型保育事業を除く。以下同じ。）を

行う事業所において、当該施設又は事業所を利用する児童の数（以下この項にお

いて「利用児童数」という。）がその施設又は事業所に係る利用定員（子ども・

子育て支援法（平成24年法律第65号）第27条第１項又は同法第29条第１項の確認
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において定める利用定員をいう。以下同じ。）の総数に満たない場合であって、

当該利用定員の総数から当該利用児童数を除いた数以下の数の乳幼児を対象とし

て行う乳児等通園支援事業をいう。 

第２節 一般型乳児等通園支援事業 

（設備の基準） 

第22条 一般型乳児等通園支援事業を行う事業所（以下「一般型乳児等通園支援事

業所」という。）の設備の基準は、次のとおりとする。 

⑴ 乳児又は満２歳に満たない幼児を利用させる一般型乳児等通園支援事業所に

は、乳児室又はほふく室及び便所を設けること。 

⑵ 乳児室の面積は、乳児又は前号の幼児１人につき1.65平方メートル以上であ

ること。 

⑶ ほふく室の面積は、乳児又は第１号の幼児１人につき3.3平方メートル以上

であること。 

⑷ 乳児室又はほふく室には、乳児等通園支援の提供に必要な用具を備えること。 

⑸ 満２歳以上の幼児を利用させる一般型乳児等通園支援事業所には、保育室又

は遊戯室及び便所を設けること。 

⑹ 保育室又は遊戯室の面積は、前号の幼児１人につき1.98平方メートル以上で

あること。 

⑺ 保育室又は遊戯室には、乳児等通園支援の提供に必要な用具を備えること。 

⑻ 乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室（以下「保育室等」という。）を２階

に設ける建物は、次のア、イ及びカの要件に、保育室等を３階以上に設ける建

物は、次の各号に掲げる要件に該当するものであること。 

ア 建築基準法（昭和25年法律第201号）第２条第９号の２に規定する耐火建

築物又は同条第９号の３に規定する準耐火建築物であること。 

イ 保育室等が設けられている次の表の左欄に掲げる階に応じ、同表の中欄に

掲げる区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる施設又は設備が１以上設け

られていること。 

階 区分 施設又は設備 

２階 常用 １ 屋内階段 
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２ 屋外階段 

避難用 １ 建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）

第123条第１項各号又は同条第３項各号に規定

する構造の屋内階段 

２ 待避上有効なバルコニー 

３ 建築基準法第２条第７号の２に規定する準耐

火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備 

４ 屋外階段 

３階 常用 １ 建築基準法施行令第123条第１項各号又は同

条第３項各号に規定する構造の屋内階段 

２ 屋外階段 

避難用 １ 建築基準法施行令第123条第１項各号又は同

条第３項各号に規定する構造の屋内階段 

２ 建築基準法第２条第７号に規定する耐火構造

の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備 

３ 屋外階段 

４階以上

の階 

常用 １ 建築基準法施行令第123条第１項各号又は同

条第３項各号に規定する構造の屋内階段 

２ 建築基準法施行令第123条第２項各号に規定

する構造の屋外階段 

避難用 １ 建築基準法施行令第123条第１項各号又は同

条第３項各号に規定する構造の屋内階段（ただ

し、同条第１項の場合においては、当該階段の

構造は、建築物の１階から保育室等が設けられ

ている階までの部分に限り、屋内と階段室と

は、バルコニー又は付室（階段室が同条第３項

第２号に規定する構造を有する場合を除き、同
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号に規定する構造を有するものに限る。）を通

じて連絡することとし、かつ、同条第３項第３

号、第４号及び第10号を満たすものとする。） 

２ 建築基準法第２条第７号に規定する耐火構造

の屋外傾斜路 

３ 建築基準法施行令第123条第２項各号に規定

する構造の屋外階段 

ウ イに掲げる施設及び設備が避難上有効な位置に設けられ、かつ、保育室等

の各部分からその一に至る歩行距離が30メートル以下となるように設けられ

ていること。 

エ 一般型乳児等通園支援事業所に調理設備（次に掲げる要件のいずれかに該

当するものを除く。以下このエにおいて同じ。）を設ける場合には、当該調

理設備以外の部分と一般型乳児等通園支援事業所の調理設備の部分が建築基

準法第２条第７号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令

第112条第１項に規定する特定防火設備で区画されていること。この場合に

おいて、換気、暖房又は冷房の設備の風道が、当該床若しくは壁を貫通する

部分又はこれに近接する部分に防火上有効にダンパーが設けられていること。 

   (ア) スプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられ

ていること。 

   (イ) 調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置が設けられ、かつ、当該

調理設備の外部への延焼を防止するために必要な措置が講じられているこ

と。 

オ 一般型乳児等通園支援事業所の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを

不燃材料でしていること。 

カ 保育室等その他乳幼児が出入りし、又は通行する場所に、乳幼児の転落事

故を防止する設備が設けられていること。 

キ 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設け

られていること。 
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ク 一般型乳児等通園支援事業所のカーテン、敷物、建具等で可燃性のものに

ついて防炎処理が施されていること。 

（職員） 

第23条 一般型乳児等通園支援事業所には、保育士その他乳児等通園支援に従事す

る職員として市長が行う研修（市長が指定する都道府県知事その他の機関が行う

研修を含む。）を修了した者（以下この条において「乳児等通園支援従事者」と

いう。）を置かなければならない。 

２ 乳児等通園支援従事者の数は、乳児おおむね３人につき１人以上、満１歳以上

満３歳未満の幼児おおむね６人につき１人以上とし、そのうち半数以上は保育士

とする。ただし、一般型乳児等通園支援事業所一につき２人を下ることはできな

い。 

３ 第１項に規定する乳児等通園支援従事者は、専ら当該一般型乳児等通園支援事

業に従事するものでなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する

場合は、専ら当該一般型乳児等通園支援事業に従事する職員を１人とすることが

できる。 

⑴ 当該一般型乳児等通園支援事業と保育所、幼稚園、認定こども園その他の施

設又は事業（以下「保育所等」という。）とが一体的に運営されている場合で

あって、当該一般型乳児等通園支援事業を行うに当たって当該保育所等の職員

（保育その他の子育て支援に従事する職員に限る。）による支援を受けること

ができ、かつ、専ら当該一般型乳児等通園支援事業に従事する職員が保育士で

あるとき。 

⑵ 当該一般型乳児等通園支援事業を利用している乳幼児の人数が３人以下であ

る場合であって、保育所等を利用している乳幼児の保育が現に行われている乳

児室、ほふく室、保育室又は遊戯室において当該一般型乳児等通園支援事業が

実施され、かつ、当該一般型乳児等通園支援事業を行うに当たって当該保育所

等の保育士による支援を受けることができるとき。 

（乳児等通園支援の内容） 

第24条 一般型乳児等通園支援事業における乳児等通園支援は、児童福祉施設の設

備及び運営に関する基準（昭和23年厚生省令第63号）第35条に規定する内閣総理
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大臣が定める指針に準じ、乳児等通園支援事業の特性に留意して、利用乳幼児及

びその保護者の心身の状況等に応じて提供されなければならない。 

（保護者との連絡） 

第25条 一般型乳児等通園支援事業を行う者は、利用乳幼児の保護者と密接な連絡

をとり、乳児等通園支援の内容等につき、その保護者の理解及び協力を得るよう

努めなければならない。 

第３節 余裕活用型乳児等通園支援事業 

（設備及び職員の基準） 

第26条 余裕活用型乳児等通園支援事業を行う事業所（以下「余裕活用型乳児等通

園支援事業所」という。）の設備及び職員の基準は、次の各号に掲げる施設又は

事業所の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 

⑴ 保育所 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（保育所に係るものに限

る。） 

⑵ 幼保連携型認定こども園以外の認定こども園 認定こども園法第３条第２項

に規定する主務大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準 

⑶ 幼保連携型認定こども園 幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設

備及び運営に関する基準（平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第１号） 

⑷ 家庭的保育事業等を行う事業所 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する

基準（平成26年厚生労働省令第61号）（居宅訪問型保育事業に係るものを除

く。） 

（準用） 

第27条 第24条及び第25条の規定は、余裕活用型乳児等通園支援事業について準用

する。 

第３章 雑則 

（電磁的記録） 

第28条 乳児等通園支援事業者及びその職員は、記録、作成その他これらに類する

もののうち、この条例の規定において書面（書面、書類、文書、謄本、抄本、正

本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報

が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。）で行うこと

が規定されている又は想定されるものについては、書面に代えて、当該書面に係
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る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識すること

ができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供さ

れるものをいう。）により行うことができる。 

（委任） 

第29条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長

が別に定める。 

 

 

付 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案概要説明書 

議 案 番 号  第66号 担 当 課 子ども福祉部子育て支援課  

件 名 稲城市乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例  

【概  要】 

本案は、保育所等に通っていない満３歳未満の子どもを対象に、保護者の就労要件

等を問わず、保育所等において適切な遊び及び生活の場を提供するとともに、子育て

についての情報の提供等を行う乳児等通園支援事業を実施するにあたり、児童福祉法

（昭和 22年法律第 164号）第 34条の 16第１項の規定に基づき、稲城市における乳児等

通園支援事業の設備及び運営に関する基準（以下「最低基準」という。）を定めるた

め、稲城市乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例を制定するもので

す。 

 

【内  容】 

○ 第１条（趣旨）  

この条例の趣旨について規定します。  

○ 第２条（定義）  

用語の意義について規定します。  

○ 第３条（最低基準の目的） 

最低基準を定める目的について規定します。  

○ 第４条（最低基準の向上） 

最低基準に係る市の責務について規定します。 

○ 第５条（最低基準と乳児等通園支援事業者） 

最低基準に係る乳児等通園支援事業者の責務について規定します。  

○ 第６条（乳児等通園支援事業者の一般原則） 

乳児等通園支援事業者が遵守すべき一般原則について規定します。  

○ 第７条（乳児等通園支援事業者と非常災害） 

乳児等通園支援事業者の非常災害に対する設備等に係る基準について規定しま

す。 

○ 第８条（安全計画の策定等） 

乳児等通園支援事業者の定める乳児等通園支援事業所における安全計画に係る基

準について規定します。 
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○ 第９条（自動車を運行する場合の所在の確認） 

乳児等通園支援事業者が、利用乳幼児の移動のために自動車を運行する際の基準

について規定します。  

○ 第10条（乳児等通園支援事業所の職員の一般的条件） 

乳児等通園支援事業所の職員の一般的条件について規定します。  

○ 第11条（乳児等通園支援事業所の職員の知識及び技能の向上等） 

乳児等通園支援事業所の職員の知識及び技能の向上等に係る基準について規定し

ます。 

○ 第12条（他の社会福祉施設等を併せて設置するときの設備及び職員の基準） 

乳児等通園支援事業所に他の社会福祉施設等を併設する際の、設備及び職員に係

る基準について規定します。  

○ 第13条（利用乳幼児を平等に取り扱う原則） 

乳児等通園支援事業者の利用乳幼児の平等取扱いの原則について規定します。  

○ 第14条（虐待等の防止） 

乳児等通園支援事業所の職員の利用乳幼児への虐待等の禁止について規定しま

す。 

○ 第15条（衛生管理等） 

乳児等通園支援事業者の衛生管理等に係る基準について規定します。 

○ 第16条（食事）  

乳児等通園支援事業者の食事の提供に係る基準について規定します。 

○ 第17条（乳児等通園支援事業所内部の規程） 

乳児等通園支援事業者が定める運営規程に設けるべき事項について規定します。  

○ 第18条（乳児等通園支援事業所に備える帳簿） 

乳児等通園支援事業所に整備すべき帳簿について規定します。  

○ 第19条（秘密保持等） 

乳児等通園支援事業所の職員の守秘義務等について規定します。  

○ 第20条（苦情への対応） 

乳児等通園支援事業者の苦情対応に係る措置について規定します。  

○ 第21条（乳児等通園支援事業の区分） 

乳児等通園支援事業の区分について規定します。  

○ 第22条（設備の基準） 



－ 3 － 

一般型乳児等通園支援事業所の設備に係る基準について規定します。 

○ 第23条（職員）  

一般型乳児等通園支援事業所における職員の配置に係る基準について規定しま

す。 

○ 第24条（乳児等通園支援の内容） 

一般型乳児等通園支援事業で提供すべき支援の基準について規定します。  

○ 第25条（保護者との連絡） 

一般型乳児等通園支援事業を行う者は、保護者と密接な連絡を取るべき旨を規定

します。  

○ 第26条（設備及び職員の基準） 

余裕活用型乳児等通園支援事業所の設備及び職員の配置に係る基準について規定

します。  

○ 第27条（準用）  

余裕活用型乳児等通園支援事業における乳児等通園支援の内容及び保護者との連

絡に係る基準については、一般型乳児等通園支援事業の基準を準用する旨を規定し

ます。 

○ 第28条（電磁的記録） 

乳児等通園支援事業者及びその職員が作成する記録等は、書面に代えて電磁的記

録により行うことができる旨を規定します。  

○ 第29条（委任）  

この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める旨を規定します。  

 

【施行期日】 

この条例は、公布の日から施行します。  
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第67号議案 

 

 

 

稲城市議会議員及び稲城市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条

例の一部を改正する条例 

 

 

上記の議案を提出する。 

 

 

令和７年11月26日 

 

 

提出者 稲城市長 髙 橋 勝 浩 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

公職選挙法施行令の一部を改正する政令（令和７年政令第200号）による公職選

挙法施行令（昭和25年政令第89号）の改正を踏まえ、稲城市議会議員及び稲城市長

の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する必要があるので、

本案を提出する。 
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稲城市議会議員及び稲城市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条

例の一部を改正する条例 

 

稲城市議会議員及び稲城市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例

（平成６年稲城市条例第17号）の一部を次のように改正する。 

 

第８条中「７円73銭」を「８円38銭」に改める。 

第11条中「541円31銭」を「586円88銭」に改める。 

 

 

付 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

第２条 この条例による改正後の稲城市議会議員及び稲城市長の選挙における選挙

運動の公費負担に関する条例第８条及び第11条の規定は、この条例の施行の日以

後にその期日を告示される選挙について適用し、この条例の施行の日の前日まで

にその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。 
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議案概要説明書 

議 案 番 号  第67号 担 当 課 選挙管理委員会事務局  

件 名 
稲城市議会議員及び稲城市長の選挙における選挙運動の公費負担に関す

る条例の一部を改正する条例  

【概  要】 

本案は、公職選挙法施行令の一部を改正する政令（令和７年政令第 200号）による

公職選挙法施行令（昭和25年政令第 89号）の改正を踏まえ、稲城市議会議員及び稲城

市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例（平成６年稲城市条例第 17号）

の一部を改正するものです。  

 

【改正内容】 

○ 第８条（ビラの作成の公費負担額及び支払手続）及び第11条（ポスターの作成の

公費負担額及び支払手続）  

選挙運動のためのビラの作成及びポスターの作成に係る公費負担の限度額を次の

とおり改定します。  

項目  
公費負担の限度額  

備考 
改正後 現行 

ビラの作成  ８円38銭 ７円73銭 １枚当たり  

ポスターの作成（印刷費） 586円88銭 541円31銭 １枚当たり  

 

【施行期日等】 

この条例は、公布の日から施行します。また、付則において、経過措置について規

定します。  
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稲城市議会議員及び稲城市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の新旧対照表 

新 旧 

（ビラの作成の公費負担額及び支払手続） （ビラの作成の公費負担額及び支払手続） 

第８条 市は、候補者（前条の規定による届出をした者に限る。）が同条の契約に基づき

当該契約の相手方であるビラの作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に

基づき作成されたビラの１枚当たりの作成単価（当該作成単価が８円38銭を超える場合

は、８円38銭を限度とする。）に当該ビラの作成枚数（当該候補者を通じて法第142条第

１項第６号に定める枚数の範囲内のものであることにつき、委員会が定めるところによ

り、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。）を乗じて得た金

額を、第６条後段において準用する第２条ただし書に規定する要件に該当する場合に限

り、当該ビラの作成を業とする者からの請求に基づき、当該ビラの作成を業とする者に

対して支払う。 

第８条 市は、候補者（前条の規定による届出をした者に限る。）が同条の契約に基づき

当該契約の相手方であるビラの作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に

基づき作成されたビラの１枚当たりの作成単価（当該作成単価が７円73銭を超える場合

は、７円73銭を限度とする。）に当該ビラの作成枚数（当該候補者を通じて法第142条第

１項第６号に定める枚数の範囲内のものであることにつき、委員会が定めるところによ

り、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。）を乗じて得た金

額を、第６条後段において準用する第２条ただし書に規定する要件に該当する場合に限

り、当該ビラの作成を業とする者からの請求に基づき、当該ビラの作成を業とする者に

対して支払う。 

（ポスターの作成の公費負担額及び支払手続） （ポスターの作成の公費負担額及び支払手続） 

第11条 市は、候補者（前条の規定による届出をした者に限る。）が同条の契約に基づき

当該契約の相手方であるポスターの作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契

約に基づき作成されたポスターの１枚当たりの作成単価（当該作成単価が、586円88銭に

ポスター掲示場の数を乗じて得た金額に316,250円を加えた金額をポスター掲示場の数

で除して得た金額（１円未満の端数がある場合は、その端数は１円とする。）を超える

場合は、当該除して得た金額）に当該ポスターの作成枚数（当該候補者を通じてポスタ

ー掲示場の数の範囲内であることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者か

らの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。）を乗じて得た金額を、第９条後段

において準用する第２条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ポスター

の作成を業とする者からの請求に基づき、当該ポスターの作成を業とする者に対して支

払う。 

第11条 市は、候補者（前条の規定による届出をした者に限る。）が同条の契約に基づき

当該契約の相手方であるポスターの作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契

約に基づき作成されたポスターの１枚当たりの作成単価（当該作成単価が、541円31銭に

ポスター掲示場の数を乗じて得た金額に316,250円を加えた金額をポスター掲示場の数

で除して得た金額（１円未満の端数がある場合は、その端数は１円とする。）を超える

場合は、当該除して得た金額）に当該ポスターの作成枚数（当該候補者を通じてポスタ

ー掲示場の数の範囲内であることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者か

らの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。）を乗じて得た金額を、第９条後段

において準用する第２条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ポスター

の作成を業とする者からの請求に基づき、当該ポスターの作成を業とする者に対して支

払う。 
  

 

第67号議案関係資料 
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第68号議案 

 

 

 

稲城市職員の公益的法人への派遣に関する条例の一部を改正する条例 

 

 

上記の議案を提出する。 

 

 

令和７年11月26日 

 

 

提出者 稲城市長 髙 橋 勝 浩 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

一般社団法人稲城市中小企業勤労者福祉サービスセンターに職員を派遣できるこ

ととする等のため、稲城市職員の公益的法人への派遣に関する条例の一部を改正す

る必要があるので、本案を提出する。 
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稲城市職員の公益的法人への派遣に関する条例の一部を改正する条例 

 

稲城市職員の公益的法人への派遣に関する条例（平成14年稲城市条例第９号）の

一部を次のように改正する。 

 

第２条第１項に次の１号を加える。 

⑻ 一般社団法人稲城市中小企業勤労者福祉サービスセンター 

第４条中「住居手当」の次に「、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休

日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当」を

加える。 

 

 

付 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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議案概要説明書 

議 案 番 号  第68号 担 当 課 総務部人事課 

件 名 稲城市職員の公益的法人への派遣に関する条例の一部を改正する条例  

【概  要】 

本案は、一般社団法人稲城市中小企業勤労者福祉サービスセンターに職員を派遣で

きることとする等のため、稲城市職員の公益的法人への派遣に関する条例（平成 14年

稲城市条例第９号）の一部を改正するものです。 

 

【改正内容】 

○ 第２条（職員の派遣）  

職員の派遣先となる公益的法人について、一般社団法人稲城市中小企業勤労者福

祉サービスセンターを追加します。 

 ○ 第４条（派遣職員の給与）  

   派遣職員に支給することができる手当を追加します。  

 

【施行期日】 

この条例は、令和８年４月１日から施行します。 
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稲城市職員の公益的法人への派遣に関する条例の新旧対照表 

新 旧 

（職員の派遣） （職員の派遣） 

第２条 任命権者は、次に掲げる団体との間の取決めに基づき、当該団体の業務にその役

職員として専ら従事させるため、職員（次項に定める職員を除く。）を派遣することが

できる。 

第２条 任命権者は、次に掲げる団体との間の取決めに基づき、当該団体の業務にその役

職員として専ら従事させるため、職員（次項に定める職員を除く。）を派遣することが

できる。 

⑴～⑺ ･･････（略） ⑴～⑺ ･･････（略） 

⑻ 一般社団法人稲城市中小企業勤労者福祉サービスセンター  

２・３ ･･････（略） ２・３ ･･････（略） 

（派遣職員の給与） （派遣職員の給与） 

第４条 派遣職員のうち、法第６条第２項に規定する業務に従事するものには、その職員

派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間

外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、管理職員特別勤

務手当、期末手当及び勤勉手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。 

第４条 派遣職員のうち、法第６条第２項に規定する業務に従事するものには、その職員

派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び勤勉手当のそれぞ

れ100分の100以内を支給することができる。 

 

第68号議案関係資料 
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第69号議案 

 

 

 

稲城市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 

 

上記の議案を提出する。 

 

 

令和７年11月26日 

 

 

提出者 稲城市長 髙橋 勝浩 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

東京都人事委員会の勧告の趣旨に沿った給与改定を実施するため、稲城市一般職

の職員の給与に関する条例の一部を改正する必要があるので、本案を提出する。 
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稲城市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 

稲城市一般職の職員の給与に関する条例（昭和32年稲城市条例第79号）の一部を

次のように改正する。 

 

第18条第２項の表１中「100分の122.5」を「100分の123.75」に、「100分の

102.5」を「100分の103.75」に、「100分の92.5」を「100分の93.75」に改め、同

条第３項中「100分の122.5」を「100分の123.75」に、「100分の70」を「100分の

71.25」に、「100分の102.5」を「100分の103.75」に、「100分の60」を「100分の

61.25」に、「100分の92.5」を「100分の93.75」に改める。 

第19条第２項中「100分の120」を「100分の121.25」に、「100分の140」を「100

分の141.25」に、「100分の150」を「100分の151.25」に、「100分の57.5」を

「100分の58.75」に、「100分の67.5」を「100分の68.75」に改める。 

別表第１定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の部１の項から149の項までを

次のように改める。 

 円 円 円 円 円 

１ 196,400 251,600 272,700 325,100 524,300 

２ 197,300 252,700 274,000 327,100 526,900 

３ 198,300 253,800 275,300 329,100 529,600 

４ 199,300 254,900 276,600 331,000 532,000 

５ 200,300 256,000 278,000 332,900 534,500 

６ 201,400 257,100 279,300 334,800 537,000 

７ 202,600 258,200 280,600 336,900 539,500 

８ 203,800 259,300 281,900 338,900 542,100 

９ 205,000 260,400 283,300 340,800  

10 206,200 261,500 284,600 342,800  

11 207,400 262,600 286,000 344,800  

12 208,800 263,800 287,500 346,800  

13 210,200 265,000 289,000 348,800  
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14 211,600 266,200 290,600 350,900  

15 213,100 267,300 292,200 353,000  

16 214,600 268,600 293,800 355,000  

17 216,200 270,000 295,500 357,100  

18 218,500 271,300 297,400 359,200  

19 220,800 272,400 299,200 361,400  

20 223,200 273,700 301,100 363,600  

21 225,600 275,100 302,900 365,800  

22 227,600 276,400 304,800 368,300  

23 229,600 277,600 306,700 370,800  

24 231,600 278,900 308,500 373,300  

25 233,600 280,300 310,300 375,800  

26 235,700 281,800 312,200 378,300  

27 237,800 283,200 314,100 380,800  

28 239,900 284,600 315,900 383,600  

29 242,000 286,100 317,700 386,300  

30 243,200 288,000 319,600 389,300  

31 244,500 289,800 321,500 392,200  

32 245,800 291,700 323,300 395,100  

33 247,300 293,500 325,100 398,100  

34 248,300 295,000 326,900 400,900  

35 249,300 296,500 328,900 403,600  

36 250,300 297,900 330,800 406,300  

37 251,300 299,100 332,600 408,800  

38 252,200 300,300 334,500 411,300  

39 253,200 301,500 336,300 413,600  

40 254,200 302,800 338,200 416,000  

41 255,200 304,100 340,100 418,400  

42 256,100 305,400 341,900 420,700  
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43 257,100 306,600 343,800 423,000  

44 258,100 307,700 345,700 425,300  

45 259,100 308,900 347,600 427,700  

46 260,000 310,100 349,500 430,000  

47 261,000 311,300 351,400 432,200  

48 262,000 312,500 353,300 434,400  

49 263,000 313,600 355,300 436,700  

50 264,000 314,700 357,700 438,900  

51 265,000 315,800 360,100 441,000  

52 265,900 317,000 362,500 443,100  

53 266,800 318,200 364,900 445,000  

54 267,700 319,300 367,100 446,800  

55 268,600 320,400 369,100 448,700  

56 269,600 321,500 371,100 450,500  

57 270,600 322,700 373,000 452,200  

58 271,500 323,800 374,800 453,900  

59 272,400 324,900 376,600 455,500  

60 273,400 326,000 378,300 457,200  

61 274,400 327,100 380,100 458,900  

62 275,300 328,200 381,900 460,300  

63 276,200 329,300 383,700 461,300  

64 277,100 330,400 385,400 462,100  

65 278,100 331,500 387,000 462,900  

66 279,000 332,500 388,600 463,700  

67 279,900 333,600 390,100 464,400  

68 280,800 334,700 391,400 465,100  

69 281,700 335,800 392,700 465,800  

70 282,600 336,900 393,500 466,500  

71 283,500 338,000 394,300 467,200  



－ 5 － 

72 284,400 339,000 395,000 467,900  

73 285,300 340,100 395,700 468,600  

74 286,200 341,000 396,300 469,300  

75 287,100 342,000 396,900 470,000  

76 288,000 343,000 397,500 470,600  

77 288,900 344,000 398,200 471,200  

78 289,800 344,900 398,800 471,900  

79 290,700 345,700 399,400 472,500  

80 291,600 346,400 400,000 473,100  

81 292,500 347,100 400,500 473,700  

82 293,300 347,700 401,100 474,300  

83 294,200 348,300 401,700 474,900  

84 295,100 348,900 402,200 475,500  

85 296,000 349,400 402,700 476,100  

86 296,800 350,000 403,200 476,700  

87 297,700 350,500 403,700 477,300  

88 298,500 351,000 404,300 477,800  

89 299,400 351,500 404,900 478,300  

90 300,200 352,100 405,500 478,900  

91 301,100 352,600 406,100 479,400  

92 302,000 353,000 406,600 479,900  

93 302,800 353,500 407,100 480,400  

94 303,600 354,000 407,700 480,900  

95 304,500 354,500 408,200 481,400  

96 305,300 355,000 408,700 481,900  

97 306,200 355,400 409,200 482,300  

98 307,000 355,900 409,700   

99 307,900 356,300 410,200   

100 308,700 356,800 410,700   
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101 309,600 357,300 411,200   

102 310,500 357,700 411,700   

103 311,300 358,200 412,200   

104 312,100 358,700 412,700   

105 312,900 359,100 413,100   

106 313,600 359,500 413,600   

107 314,300 359,900 414,100   

108 315,100 360,300 414,500   

109 315,700 360,700 414,900   

110 316,300 361,100 415,400   

111 316,800 361,500 415,900   

112 317,300 361,900 416,300   

113 317,800 362,300 416,700   

114 318,200 362,700 417,200   

115 318,700 363,100 417,700   

116 319,200 363,500 418,100   

117 319,600 363,900 418,500   

118 320,000 364,300 419,000   

119 320,300 364,700 419,400   

120 320,600 365,100 419,800   

121 320,900 365,500 420,200   

122 321,300 365,800 420,700   

123 321,600 366,200 421,100   

124 321,900 366,600 421,500   

125 322,200 367,000 421,900   

126 322,600 367,300 422,400   

127 322,900 367,700 422,800   

128 323,200 368,100 423,200   

129 323,500 368,500 423,600   
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130 323,900  424,100   

131 324,200  424,500   

132 324,500  424,900   

133 324,800  425,300   

134 325,200  425,700   

135 325,500  426,100   

136 325,800  426,500   

137 326,100  426,900   

138 326,400  427,300   

139 326,800  427,700   

140 327,100  428,100   

141 327,400  428,500   

142 327,700     

143 328,000     

144 328,300     

145 328,600     

146 328,900     

147 329,200     

148 329,500     

149 329,800     

別表第１定年前再任用短時間勤務職員の項中「201,200」を「208,600」に、

「233,700」を「242,300」に、「 274,800」を「 285,000」に、「318,400」を

「330,200」に、「436,800」を「453,000」に改め、同表備考第２号中「199,700円」

を「213,800円」に改める。 

別表第２定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の部１の項から261の項までを

次のように改める。 

 円 円 円 円 

１ 188,000 259,200 289,800 322,700 

２ 188,500 260,400 291,000 324,600 
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３ 189,000 261,600 292,500 326,400 

４ 189,500 262,900 294,000 328,200 

５ 190,000 264,100 295,500 330,000 

６ 190,500 265,300 297,000 331,700 

７ 191,000 266,500 298,600 333,400 

８ 191,600 267,700 300,200 335,100 

９ 192,200 268,900 301,700 336,900 

10 192,700 270,100 303,300 338,700 

11 193,400 271,300 304,900 340,400 

12 194,000 272,500 306,600 342,200 

13 194,600 273,700 308,200 343,900 

14 195,300 274,900 309,800 345,600 

15 196,100 276,100 311,400 347,400 

16 196,900 277,300 312,900 349,100 

17 197,700 278,500 314,400 350,800 

18 198,800 279,700 316,000 352,500 

19 199,900 280,900 317,600 354,300 

20 201,100 282,100 319,200 356,100 

21 202,500 283,300 320,700 357,800 

22 203,800 284,500 322,200 359,600 

23 205,100 285,700 323,700 361,300 

24 206,400 286,900 325,300 363,000 

25 207,700 288,100 326,800 364,700 

26 209,100 289,300 328,200 366,300 

27 210,600 290,500 329,600 367,900 

28 212,100 291,700 331,000 369,400 

29 213,700 292,900 332,400 370,900 

30 215,200 294,000 333,800 372,100 

31 216,700 295,200 335,200 373,300 



－ 9 － 

32 218,300 296,400 336,600 374,500 

33 219,900 297,600 338,000 375,700 

34 221,500 298,800 339,400 376,800 

35 223,100 300,000 340,700 377,800 

36 224,800 301,200 341,900 378,900 

37 226,400 302,400 343,100 379,900 

38 228,000 303,600 344,300 380,800 

39 229,600 304,800 345,400 381,700 

40 231,300 306,000 346,500 382,600 

41 232,800 307,100 347,600 383,400 

42 233,900 308,200 348,600 384,200 

43 234,900 309,300 349,500 384,900 

44 235,900 310,300 350,400 385,600 

45 236,900 311,200 351,300 386,200 

46 237,800 312,100 352,100 386,800 

47 238,600 313,000 352,900 387,300 

48 239,400 313,900 353,700 387,800 

49 240,200 314,800 354,500 388,200 

50 240,900 315,600 355,200 388,600 

51 241,600 316,400 355,900 389,000 

52 242,300 317,200 356,600 389,400 

53 243,100 318,000 357,200 389,800 

54 243,900 318,800 357,800 390,100 

55 244,700 319,600 358,400 390,500 

56 245,500 320,300 358,900 390,800 

57 246,400 321,000 359,300 391,100 

58 247,200 321,600 359,700 391,400 

59 247,900 322,300 360,100 391,700 

60 248,600 323,000 360,500 392,000 



－ 10 － 

61 249,300 323,700 360,800 392,300 

62 250,000 324,300 361,100 392,600 

63 250,700 324,900 361,400 392,900 

64 251,400 325,500 361,700 393,200 

65 252,100 326,100 362,000 393,500 

66 252,800 326,600 362,300 393,800 

67 253,500 327,100 362,600 394,100 

68 254,200 327,600 362,900 394,400 

69 254,900 328,100 363,200 394,700 

70 255,600 328,500 363,500 394,900 

71 256,300 328,900 363,800 395,200 

72 257,000 329,400 364,000 395,500 

73 257,700 329,800 364,300 395,800 

74 258,400 330,300 364,600 396,100 

75 259,100 330,700 364,900 396,400 

76 259,800 331,000 365,200 396,700 

77 260,500 331,300 365,500 396,900 

78 261,200 331,600 365,800 397,200 

79 261,900 331,900 366,000 397,500 

80 262,600 332,200 366,300 397,800 

81 263,300 332,500 366,600 398,100 

82 264,100 332,800 366,900 398,400 

83 264,800 333,100 367,200 398,700 

84 265,500 333,400 367,500 399,000 

85 266,300 333,700 367,800 399,200 

86 267,100 334,000 368,000 399,500 

87 267,900 334,300 368,300 399,800 

88 268,600 334,600 368,600 400,100 

89 269,400 334,800 368,900 400,400 



－ 11 － 

90 270,200 335,100 369,200 400,700 

91 270,900 335,400 369,500 401,000 

92 271,700 335,700 369,800 401,300 

93 272,500 336,000 370,100 401,600 

94 273,300 336,300 370,400 401,900 

95 274,100 336,600 370,700 402,200 

96 274,900 336,800 371,000 402,500 

97 275,700 337,100 371,300 402,800 

98 276,400 337,400 371,500 403,100 

99 277,100 337,700 371,800 403,400 

100 277,800 338,000 372,100 403,700 

101 278,500 338,200 372,400 404,000 

102 279,300 338,500 372,700 404,300 

103 280,100 338,800 373,000 404,600 

104 280,900 339,100 373,300 404,900 

105 281,700 339,400 373,500 405,200 

106 282,500 339,700 373,800 405,500 

107 283,300 340,000 374,100 405,800 

108 284,100 340,200 374,400 406,100 

109 284,900 340,500 374,700 406,400 

110 285,600 340,800 375,000 406,700 

111 286,300 341,100 375,300 407,000 

112 287,000 341,400 375,600 407,300 

113 287,700 341,700 375,800 407,600 

114 288,300 342,000 376,100 407,900 

115 288,900 342,300 376,400 408,200 

116 289,500 342,600 376,700 408,500 

117 290,100 342,900 377,000 408,800 

118 290,600 343,200 377,300 409,100 



－ 12 － 

119 291,000 343,500 377,600 409,400 

120 291,400 343,800 377,900 409,700 

121 291,800 344,100 378,200 410,000 

122 292,100 344,400 378,500 410,300 

123 292,400 344,700 378,700 410,600 

124 292,700 345,000 379,000 410,900 

125 293,000 345,300 379,300 411,200 

126 293,300 345,600 379,600 411,500 

127 293,600 345,900 379,900 411,800 

128 293,900 346,200 380,200 412,100 

129 294,200 346,500 380,500 412,400 

130 294,500 346,800 380,800 412,700 

131 294,800 347,100 381,100 413,000 

132 295,000 347,400 381,400 413,300 

133 295,300 347,700 381,700 413,600 

134 295,600 348,000 382,000 413,900 

135 295,900 348,300 382,300 414,200 

136 296,200 348,600 382,600 414,500 

137 296,500 348,900 382,900 414,800 

138 296,800 349,200 383,200 415,100 

139 297,000 349,500 383,500 415,400 

140 297,300 349,800 383,800 415,700 

141 297,600 350,100 384,100 416,000 

142 297,900 350,400 384,400 416,300 

143 298,200 350,700 384,700 416,600 

144 298,500 351,000 385,000 416,900 

145 298,800 351,300 385,300 417,200 

146 299,000 351,600 385,600 417,500 

147 299,300 351,900 385,900 417,800 



－ 13 － 

148 299,600 352,200 386,200 418,100 

149 299,900 352,500 386,500 418,400 

150 300,200 352,800 386,800  

151 300,500 353,100 387,100  

152 300,800 353,400 387,400  

153 301,100 353,700 387,700  

154 301,300 354,000 388,000  

155 301,600 354,300 388,300  

156 301,900 354,600 388,600  

157 302,200 354,900 388,900  

158 302,500 355,200 389,200  

159 302,800 355,500 389,500  

160 303,100 355,800 389,800  

161 303,400 356,100 390,100  

162 303,700 356,400 390,400  

163 304,000 356,700 390,700  

164 304,200 357,000 391,000  

165 304,500 357,300 391,300  

166 304,800 357,600 391,600  

167 305,100 357,900 391,900  

168 305,400 358,200 392,200  

169 305,700 358,500 392,500  

170 306,000 358,800 392,800  

171 306,300 359,100 393,100  

172 306,600 359,400 393,400  

173 306,900 359,700 393,700  

174 307,200 360,000 394,000  

175 307,500 360,300 394,300  

176 307,800 360,600 394,600  



－ 14 － 

177 308,100 360,900 394,900  

178 308,400 361,200 395,200  

179 308,700 361,500 395,500  

180 309,000 361,800 395,800  

181 309,300 362,100 396,100  

182 309,600 362,400 396,400  

183 309,900 362,700 396,700  

184 310,200 363,000 397,000  

185 310,500 363,300 397,300  

186 310,800 363,600 397,600  

187 311,100 363,900 397,900  

188 311,400 364,200 398,200  

189 311,700 364,500 398,500  

190 312,000 364,800 398,800  

191 312,300 365,100 399,100  

192 312,600 365,400 399,400  

193 312,900 365,700 399,700  

194 313,200 366,000   

195 313,500 366,300   

196 313,800 366,600   

197 314,100 366,900   

198 314,400 367,200   

199 314,700 367,500   

200 315,000 367,800   

201 315,300 368,100   

202 315,600 368,400   

203 315,900 368,700   

204 316,200 369,000   

205 316,500 369,300   



－ 15 － 

206 316,800 369,600   

207 317,100 369,900   

208 317,400 370,200   

209 317,700 370,500   

210 318,000 370,800   

211 318,300 371,100   

212 318,600 371,400   

213 318,900 371,700   

214 319,200 372,000   

215 319,500 372,300   

216 319,800 372,600   

217 320,100 372,900   

218 320,400 373,200   

219 320,700 373,500   

220 321,000 373,800   

221 321,300 374,100   

222 321,600 374,400   

223 321,900 374,700   

224 322,200 375,000   

225 322,500 375,300   

226 322,800    

227 323,100    

228 323,400    

229 323,700    

230 324,000    

231 324,300    

232 324,600    

233 324,900    

234 325,200    



－ 16 － 

235 325,500    

236 325,800    

237 326,100    

238 326,400    

239 326,700    

240 327,000    

241 327,300    

242 327,600    

243 327,900    

244 328,200    

245 328,500    

246 328,800    

247 329,100    

248 329,400    

249 329,700    

250 330,000    

251 330,300    

252 330,600    

253 330,900    

254 331,200    

255 331,500    

256 331,800    

257 332,100    

258 332,400    

259 332,700    

260 333,000    

261 333,300    

別表第２定年前再任用短時間勤務職員の項中「211,500」を「219,300」に、

「226,000」を「234,400」に、「 246,500」を「 255,600」に、「278,400」を

「288,700」に改める。 



－ 17 － 

別表第３定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の部１の項から145の項までを

次のように改める。 

 円 円 円 

１ 283,000 372,400 452,300 

２ 285,300 376,100 455,300 

３ 287,600 379,700 458,300 

４ 290,000 383,300 461,200 

５ 292,400 386,900 464,100 

６ 294,800 390,600 467,000 

７ 297,200 394,300 469,800 

８ 299,600 398,000 472,700 

９ 302,000 401,700 475,600 

10 304,400 405,500 478,400 

11 306,800 409,200 481,200 

12 309,200 412,900 484,100 

13 311,600 416,600 487,000 

14 314,200 420,400 489,800 

15 316,800 424,200 492,600 

16 319,500 428,000 495,300 

17 322,200 431,700 498,000 

18 325,100 434,000 500,800 

19 328,000 436,300 503,600 

20 331,100 438,500 506,300 

21 334,100 440,700 509,000 

22 336,800 442,900 511,700 

23 339,400 445,000 514,300 

24 341,900 447,100 516,800 

25 344,400 449,200 519,400 

26 346,800 451,200 522,000 



－ 18 － 

27 349,200 453,200 524,500 

28 351,700 455,200 526,900 

29 354,100 457,100 529,300 

30 356,400 459,100 531,800 

31 358,800 461,100 534,300 

32 361,300 463,100 536,800 

33 363,700 465,000 539,200 

34 366,100 466,900 541,700 

35 368,600 468,800 544,100 

36 371,000 470,700 546,500 

37 373,300 472,500 548,900 

38 375,400 474,400 551,300 

39 377,500 476,300 553,700 

40 379,600 478,100 556,000 

41 381,600 479,900 558,300 

42 383,700 481,700 560,300 

43 385,700 483,500 562,300 

44 387,700 485,300 564,300 

45 389,700 487,100 566,200 

46 391,700 488,800 568,000 

47 393,800 490,500 569,600 

48 395,800 492,100 571,100 

49 397,700 493,700 572,500 

50 398,900 495,200 573,900 

51 400,100 496,600 575,300 

52 401,200 497,900 576,700 

53 402,300 499,200 578,100 

54 403,400 500,300 579,400 

55 404,500 501,300 580,700 



－ 19 － 

56 405,600 502,200 582,000 

57 406,600 503,100 583,200 

58 407,400 504,000 584,300 

59 408,300 504,900 585,400 

60 409,200 505,800 586,500 

61 410,100 506,600 587,600 

62 410,900 507,400 588,700 

63 411,700 508,200 589,800 

64 412,500 508,900 590,900 

65 413,200 509,600 591,900 

66 413,800 510,300 592,900 

67 414,400 510,900 593,900 

68 415,000 511,400 594,900 

69 415,600 511,900 595,900 

70 416,100 512,500 596,900 

71 416,600 513,100 597,900 

72 417,000 513,700 598,800 

73 417,400 514,200 599,700 

74 417,900 514,800 600,700 

75 418,300 515,400 601,600 

76 418,700 516,000 602,500 

77 419,200 516,500 603,400 

78 419,700 517,100 604,300 

79 420,100 517,700 605,200 

80 420,500 518,200 606,100 

81 421,000 518,800 606,900 

82 421,500 519,400 607,800 

83 421,900 520,000 608,700 

84 422,300 520,500 609,600 



－ 20 － 

85 422,600 521,000 610,400 

86 423,100 521,600 611,300 

87 423,500 522,100 612,200 

88 423,900 522,700 613,000 

89 424,200 523,200 613,700 

90 424,600 523,700 614,500 

91 425,000 524,200 615,300 

92 425,400 524,700 616,100 

93 425,700 525,200 616,900 

94 426,100 525,700 617,600 

95 426,500 526,200 618,400 

96 426,900 526,700 619,200 

97 427,200 527,200 620,000 

98 427,600 527,700 620,700 

99 428,000 528,200 621,400 

100 428,400 528,700 622,200 

101 428,700 529,200 622,900 

102 429,100 529,700 623,600 

103 429,500 530,200 624,400 

104 429,900 530,700 625,100 

105 430,200 531,200 625,800 

106 430,600  626,400 

107 431,000  627,100 

108 431,400  627,800 

109 431,700  628,500 

110   629,200 

111   629,900 

112   630,600 

113   631,300 



－ 21 － 

114   632,000 

115   632,700 

116   633,400 

117   634,100 

118   634,800 

119   635,500 

120   636,200 

121   636,900 

122   637,600 

123   638,300 

124   639,000 

125   639,700 

126   640,400 

127   641,100 

128   641,800 

129   642,500 

130   643,200 

131   643,900 

132   644,600 

133   645,300 

134   646,000 

135   646,700 

136   647,400 

137   648,100 

138   648,800 

139   649,500 

140   650,200 

141   650,900 

142   651,600 



－ 22 － 

143   652,300 

144   653,000 

145   653,700 

別表第３定年前再任用短時間勤務職員の項中「294,300」を「305,200」に、

「353,500」を「366,600」に、「411,800」を「427,000」に改める。 

別表第４定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の部１の項から149の項までを

次のように改める。 

 円 円 円 円 円 

１ 196,600 253,400 273,000 325,100 542,100 

２ 197,600 254,300 274,300 327,100 544,800 

３ 198,700 255,300 275,600 329,100 547,500 

４ 199,800 256,100 276,900 331,000 550,200 

５ 200,900 257,000 278,300 332,900 552,900 

６ 202,100 257,900 279,700 334,800 555,600 

７ 203,400 258,800 281,100 336,900 558,300 

８ 204,700 259,700 282,300 338,900 561,000 

９ 206,100 260,800 283,700 340,800  

10 207,500 261,800 285,000 342,800  

11 208,900 262,900 286,400 344,800  

12 210,500 264,000 288,000 346,800  

13 212,100 265,200 289,500 348,800  

14 213,600 266,400 291,000 350,900  

15 215,100 267,600 292,500 353,000  

16 216,700 268,900 294,100 355,000  

17 218,400 270,200 295,800 357,100  

18 220,000 271,500 297,700 359,200  

19 221,600 272,700 299,500 361,400  

20 223,200 273,900 301,300 363,600  

21 224,900 275,300 303,200 365,800  



－ 23 － 

22 227,600 276,600 305,100 368,300  

23 230,300 278,000 307,000 370,800  

24 233,000 279,200 308,800 373,300  

25 235,700 280,500 310,600 375,800  

26 237,500 282,000 312,500 378,300  

27 239,400 283,400 314,300 380,800  

28 241,400 284,900 316,100 383,600  

29 243,400 286,400 318,000 386,300  

30 244,500 288,200 319,900 389,300  

31 245,600 290,000 321,800 392,200  

32 246,700 291,800 323,600 395,100  

33 247,800 293,700 325,400 398,100  

34 248,900 295,200 327,100 400,900  

35 250,100 296,700 329,100 403,600  

36 251,300 298,000 331,000 406,300  

37 252,400 299,200 332,800 408,800  

38 253,300 300,400 334,700 411,300  

39 254,300 301,600 336,500 413,600  

40 255,100 302,900 338,300 416,000  

41 256,000 304,200 340,200 418,400  

42 256,900 305,500 342,000 420,700  

43 257,800 306,700 343,800 423,000  

44 258,700 307,800 345,700 425,300  

45 259,600 309,000 347,600 427,700  

46 260,600 310,200 349,500 430,000  

47 261,700 311,500 351,400 432,200  

48 262,800 312,700 353,300 434,400  

49 263,900 313,800 355,300 436,700  

50 264,900 314,900 357,700 438,900  



－ 24 － 

51 265,900 316,000 360,100 441,000  

52 266,900 317,200 362,500 443,100  

53 267,800 318,400 364,900 445,000  

54 268,700 319,500 367,100 446,800  

55 269,600 320,500 369,100 448,700  

56 270,600 321,700 371,100 450,500  

57 271,600 322,900 373,000 452,200  

58 272,600 324,100 374,800 453,900  

59 273,500 325,200 376,600 455,500  

60 274,400 326,300 378,300 457,200  

61 275,400 327,400 380,100 458,900  

62 276,300 328,400 381,900 460,300  

63 277,200 329,500 383,700 461,300  

64 278,200 330,600 385,400 462,100  

65 279,100 331,800 387,000 462,900  

66 279,900 332,900 388,600 463,700  

67 280,700 334,000 390,100 464,400  

68 281,700 335,100 391,400 465,100  

69 282,700 336,200 392,700 465,800  

70 283,600 337,300 393,500 466,500  

71 284,400 338,400 394,300 467,200  

72 285,300 339,400 395,000 467,900  

73 286,200 340,500 395,700 468,600  

74 287,100 341,400 396,300 469,300  

75 288,000 342,300 396,900 470,000  

76 288,800 343,200 397,500 470,600  

77 289,600 344,200 398,200 471,200  

78 290,500 345,000 398,800 471,900  

79 291,300 345,800 399,400 472,500  



－ 25 － 

80 292,100 346,500 400,000 473,100  

81 292,900 347,200 400,500 473,700  

82 293,700 347,800 401,100 474,300  

83 294,500 348,300 401,700 474,900  

84 295,400 348,900 402,200 475,500  

85 296,200 349,400 402,700 476,100  

86 297,000 350,000 403,200 476,700  

87 297,800 350,500 403,700 477,300  

88 298,500 351,000 404,300 477,800  

89 299,500 351,500 404,900 478,300  

90 300,200 352,100 405,500 478,900  

91 301,100 352,600 406,100 479,400  

92 302,000 353,000 406,600 479,900  

93 302,800 353,500 407,100 480,400  

94 303,600 354,000 407,700 480,900  

95 304,500 354,500 408,200 481,400  

96 305,300 355,000 408,700 481,900  

97 306,100 355,400 409,200 482,400  

98 306,900 355,900 409,700 482,900  

99 307,800 356,300 410,200 483,400  

100 308,600 356,800 410,700 483,900  

101 309,400 357,300 411,200 484,400  

102 310,200 357,700 411,700 484,900  

103 310,900 358,200 412,200 485,400  

104 311,700 358,500 412,700 485,900  

105 312,400 358,800 413,100 486,400  

106 313,000 359,100 413,600 486,900  

107 313,600 359,500 414,100 487,400  

108 314,400 359,900 414,500 487,900  



－ 26 － 

109 315,100 360,300 414,900 488,400  

110 315,800 360,600 415,400 488,900  

111 316,400 361,000 415,900 489,400  

112 317,000 361,400 416,300   

113 317,500 361,800 416,700   

114 318,000 362,200 417,200   

115 318,600 362,500 417,700   

116 319,100 362,900 418,100   

117 319,500 363,300 418,500   

118 319,800 363,600 419,000   

119 320,100 364,000 419,400   

120 320,400 364,400 419,800   

121 320,700 364,800 420,200   

122 321,000 365,100 420,700   

123 321,300 365,500 421,100   

124 321,600 365,900 421,500   

125 321,900 366,300 421,900   

126 322,200  422,300   

127 322,500  422,700   

128 322,800  423,100   

129 323,100  423,500   

130 323,400  423,900   

131 323,700  424,300   

132 324,000  424,700   

133 324,300  425,100   

134 324,600     

135 324,900     

136 325,200     

137 325,500     



－ 27 － 

138 325,800     

139 326,100     

140 326,400     

141 326,700     

142 327,000     

143 327,300     

144 327,600     

145 327,900     

146 328,200     

147 328,500     

148 328,800     

149 329,000     

別表第４定年前再任用短時間勤務職員の項中「202,900」を「210,400」に、

「234,400」を「243,100」に、「 274,700」を「 284,900」に、「318,300」を

「330,100」に、「436,800」を「453,000」に改める。 

別表第５定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の部１の項から145の項までを

次のように改める。 

 円 円 円 円 円 

１ 208,100 255,800 274,300 317,300 542,100 

２ 209,500 256,600 275,500 319,200 544,800 

３ 211,100 257,600 276,700 321,100 547,500 

４ 212,700 258,500 278,100 323,100 550,200 

５ 214,400 259,500 279,500 325,100 552,900 

６ 216,000 260,500 280,800 327,100 555,600 

７ 217,600 261,400 282,100 329,100 558,300 

８ 219,300 262,300 283,400 331,000 561,000 

９ 221,000 263,200 284,800 332,900  

10 222,600 264,200 286,100 334,800  

11 224,300 265,100 287,500 336,900  



－ 28 － 

12 226,000 266,000 289,000 338,900  

13 227,800 266,900 290,500 340,800  

14 229,500 268,000 291,900 342,800  

15 231,200 269,000 293,200 344,800  

16 232,900 270,100 294,700 346,800  

17 234,600 271,300 296,400 348,800  

18 236,300 272,400 298,200 350,900  

19 238,000 273,400 299,800 353,000  

20 239,700 274,600 301,600 355,000  

21 241,400 275,800 303,500 357,100  

22 243,200 277,000 305,300 359,200  

23 245,200 278,300 307,200 361,400  

24 247,200 279,600 308,900 363,600  

25 249,000 280,900 310,700 365,800  

26 249,700 282,300 312,500 368,300  

27 250,500 283,600 314,300 370,800  

28 251,300 285,100 316,100 373,300  

29 252,000 286,700 317,900 375,800  

30 252,700 288,500 319,800 378,300  

31 253,500 290,100 321,600 380,800  

32 254,300 291,900 323,400 383,600  

33 255,000 293,700 325,200 386,300  

34 255,700 295,200 327,000 389,300  

35 256,500 296,600 329,000 392,200  

36 257,200 298,000 330,900 395,100  

37 258,000 299,300 332,700 398,100  

38 258,700 300,600 334,600 400,900  

39 259,500 301,800 336,400 403,600  

40 260,300 303,000 338,300 406,300  
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41 261,100 304,200 340,200 408,800  

42 261,800 305,500 342,000 411,300  

43 262,600 306,700 343,900 413,600  

44 263,400 307,800 345,800 416,000  

45 264,200 309,000 347,700 418,400  

46 264,900 310,200 349,600 420,700  

47 265,700 311,500 351,500 423,000  

48 266,500 312,600 353,400 425,300  

49 267,500 313,700 355,400 427,700  

50 268,500 314,800 357,800 430,000  

51 269,400 315,900 360,200 432,200  

52 270,400 317,100 362,600 434,400  

53 271,500 318,300 365,000 436,700  

54 272,400 319,400 367,200 438,900  

55 273,200 320,500 369,200 441,000  

56 274,100 321,700 371,200 443,100  

57 275,100 322,800 373,100 445,000  

58 276,000 324,100 374,900 446,800  

59 276,800 325,200 376,700 448,700  

60 277,700 326,200 378,400 450,500  

61 278,700 327,200 380,200 452,200  

62 279,600 328,300 382,000 453,900  

63 280,400 329,400 383,800 455,500  

64 281,300 330,500 385,500 457,200  

65 282,200 331,600 387,100 458,900  

66 283,100 332,600 388,600 460,300  

67 284,000 333,700 390,100 461,300  

68 284,800 334,800 391,400 462,100  

69 285,700 335,900 392,700 462,900  
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70 286,600 337,000 393,500 463,700  

71 287,500 338,200 394,300 464,400  

72 288,300 339,200 395,000 465,100  

73 289,200 340,200 395,700 465,800  

74 290,100 341,200 396,300 466,500  

75 290,900 342,300 396,900 467,200  

76 291,800 343,300 397,500 467,900  

77 292,600 344,300 398,200 468,600  

78 293,400 345,200 398,800 469,300  

79 294,300 346,000 399,400 470,000  

80 295,200 346,700 400,000 470,600  

81 296,000 347,400 400,500 471,200  

82 296,800 348,000 401,100 471,900  

83 297,700 348,600 401,700 472,500  

84 298,500 349,200 402,200 473,100  

85 299,400 349,800 402,700 473,700  

86 300,200 350,400 403,200 474,300  

87 301,100 351,000 403,700 474,900  

88 302,000 351,500 404,300 475,500  

89 302,800 351,900 404,900 476,100  

90 303,600 352,400 405,500 476,700  

91 304,500 352,800 406,100 477,300  

92 305,300 353,200 406,600 477,800  

93 306,200 353,700 407,100 478,300  

94 307,000 354,100 407,700 478,800  

95 307,900 354,500 408,200 479,300  

96 308,700 355,000 408,700 479,800  

97 309,600 355,500 409,100 480,300  

98 310,500 355,900 409,600 480,800  
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99 311,200 356,300 410,100 481,300  

100 311,900 356,800 410,600 481,800  

101 312,600 357,300 411,100 482,300  

102 313,300 357,700 411,600 482,800  

103 313,900 358,100 412,100 483,300  

104 314,600 358,500 412,600 483,800  

105 315,200 358,800 413,000 484,300  

106 315,900 359,200 413,500 484,800  

107 316,400 359,600 414,000 485,300  

108 316,900 360,000 414,400 485,800  

109 317,300 360,300 414,800 486,300  

110 317,800 360,600 415,300 486,800  

111 318,200 361,000 415,800 487,300  

112 318,700 361,400 416,200   

113 319,000 361,800 416,600   

114 319,300 362,200 417,100   

115 319,600 362,600 417,600   

116 319,900 362,900 418,000   

117 320,200 363,300 418,400   

118 320,500 363,700 418,900   

119 320,800 364,100 419,300   

120 321,100 364,500 419,700   

121 321,400 364,800 420,100   

122 321,700 365,100 420,500   

123 322,000 365,500 420,900   

124 322,300 365,900 421,300   

125 322,600 366,200 421,700   

126 322,900 366,500 422,100   

127 323,200 366,900 422,500   
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128 323,500 367,300 422,900   

129 323,800 367,600 423,300   

130 324,100     

131 324,400     

132 324,700     

133 325,000     

134 325,300     

135 325,600     

136 325,900     

137 326,200     

138 326,500     

139 326,800     

140 327,100     

141 327,400     

142 327,700     

143 328,000     

144 328,300     

145 328,600     

別表第５定年前再任用短時間勤務職員の項中「206,900」を「214,600」に、

「235,500」を「244,200」に、「 274,700」を「 284,900」に、「318,400」を

「330,200」に、「436,800」を「453,000」に改める。 

別表第６定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の部１の項から153の項までを

次のように改める。 

 円 円 円 円 円 

１ 196,400 251,600 272,700 325,100 542,100 

２ 197,300 252,700 274,000 327,100 544,800 

３ 198,300 253,800 275,300 329,100 547,500 

４ 199,300 254,900 276,600 331,000 550,200 

５ 200,300 256,000 278,000 332,900 552,900 
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６ 201,400 257,100 279,300 334,800 555,600 

７ 202,600 258,200 280,600 336,900 558,300 

８ 203,800 259,300 281,900 338,900 561,000 

９ 205,000 260,400 283,300 340,800  

10 206,200 261,500 284,600 342,800  

11 207,400 262,600 286,000 344,800  

12 208,800 263,800 287,500 346,800  

13 210,200 265,000 289,000 348,800  

14 211,600 266,200 290,600 350,900  

15 213,100 267,300 292,200 353,000  

16 214,600 268,600 293,800 355,000  

17 216,200 270,000 295,500 357,100  

18 218,500 271,300 297,400 359,200  

19 220,800 272,400 299,200 361,400  

20 223,200 273,700 301,100 363,600  

21 225,600 275,100 302,900 365,800  

22 227,600 276,400 304,800 368,300  

23 229,600 277,600 306,700 370,800  

24 231,600 278,900 308,500 373,300  

25 233,600 280,300 310,300 375,800  

26 235,700 281,800 312,200 378,300  

27 237,800 283,200 314,100 380,800  

28 239,900 284,600 315,900 383,600  

29 242,000 286,100 317,700 386,300  

30 243,200 288,000 319,600 389,300  

31 244,500 289,800 321,500 392,200  

32 245,800 291,700 323,300 395,100  

33 247,300 293,500 325,100 398,100  

34 248,300 295,000 326,900 400,900  
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35 249,300 296,500 328,900 403,600  

36 250,300 297,900 330,800 406,300  

37 251,300 299,100 332,600 408,800  

38 252,200 300,300 334,500 411,300  

39 253,200 301,500 336,300 413,600  

40 254,200 302,800 338,200 416,000  

41 255,200 304,100 340,100 418,400  

42 256,100 305,400 341,900 420,700  

43 257,100 306,600 343,800 423,000  

44 258,100 307,700 345,700 425,300  

45 259,100 308,900 347,600 427,700  

46 260,000 310,100 349,500 430,000  

47 261,000 311,300 351,400 432,200  

48 262,000 312,500 353,300 434,400  

49 263,000 313,600 355,300 436,700  

50 264,000 314,700 357,700 438,900  

51 265,000 315,800 360,100 441,000  

52 265,900 317,000 362,500 443,100  

53 266,800 318,200 364,900 445,000  

54 267,700 319,300 367,100 446,800  

55 268,600 320,400 369,100 448,700  

56 269,600 321,500 371,100 450,500  

57 270,600 322,700 373,000 452,200  

58 271,500 323,800 374,800 453,900  

59 272,400 324,900 376,600 455,500  

60 273,400 326,000 378,300 457,200  

61 274,400 327,100 380,100 458,900  

62 275,300 328,200 381,900 460,300  

63 276,200 329,300 383,700 461,300  
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64 277,100 330,400 385,400 462,100  

65 278,100 331,500 387,000 462,900  

66 279,000 332,500 388,600 463,700  

67 279,900 333,600 390,100 464,400  

68 280,800 334,700 391,400 465,100  

69 281,700 335,800 392,700 465,800  

70 282,600 336,900 393,500 466,500  

71 283,500 338,000 394,300 467,200  

72 284,400 339,000 395,000 467,900  

73 285,300 340,100 395,700 468,600  

74 286,200 341,000 396,300 469,300  

75 287,100 342,000 396,900 470,000  

76 288,000 343,000 397,500 470,600  

77 288,900 344,000 398,200 471,200  

78 289,800 344,900 398,800 471,900  

79 290,700 345,700 399,400 472,500  

80 291,600 346,400 400,000 473,100  

81 292,500 347,100 400,500 473,700  

82 293,300 347,700 401,100 474,300  

83 294,200 348,300 401,700 474,900  

84 295,100 348,900 402,200 475,500  

85 296,000 349,400 402,700 476,100  

86 296,800 350,000 403,200 476,700  

87 297,700 350,500 403,700 477,300  

88 298,500 351,000 404,300 477,800  

89 299,400 351,500 404,900 478,300  

90 300,200 352,100 405,500 478,900  

91 301,100 352,600 406,100 479,400  

92 302,000 353,000 406,600 479,900  
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93 302,800 353,500 407,100 480,400  

94 303,600 354,000 407,700 480,900  

95 304,500 354,500 408,200 481,400  

96 305,300 355,000 408,700 481,900  

97 306,200 355,400 409,200 482,300  

98 307,000 355,900 409,700 482,700  

99 307,900 356,300 410,200 483,100  

100 308,700 356,800 410,700 483,500  

101 309,600 357,300 411,200 483,900  

102 310,500 357,700 411,700 484,300  

103 311,300 358,200 412,200 484,700  

104 312,100 358,700 412,700 485,100  

105 312,900 359,100 413,100 485,500  

106 313,600 359,500 413,600 485,900  

107 314,300 359,900 414,100 486,300  

108 315,100 360,300 414,500 486,700  

109 315,700 360,700 414,900 487,100  

110 316,300 361,100 415,400 487,500  

111 316,800 361,500 415,900 487,900  

112 317,300 361,900 416,300 488,300  

113 317,800 362,300 416,700 488,700  

114 318,200 362,700 417,200 489,100  

115 318,700 363,100 417,700 489,500  

116 319,200 363,500 418,100 489,900  

117 319,600 363,900 418,500 490,300  

118 320,000 364,300 419,000 490,700  

119 320,300 364,700 419,400 491,100  

120 320,600 365,100 419,800   

121 320,900 365,500 420,200   
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122 321,300 365,800 420,700   

123 321,600 366,200 421,100   

124 321,900 366,600 421,500   

125 322,200 367,000 421,900   

126 322,600 367,300 422,400   

127 322,900 367,700 422,800   

128 323,200 368,100 423,200   

129 323,500 368,500 423,600   

130 323,900 368,900 424,100   

131 324,200 369,300 424,500   

132 324,500 369,700 424,900   

133 324,800 370,100 425,300   

134 325,200 370,500 425,700   

135 325,500 370,900 426,100   

136 325,800 371,300 426,500   

137 326,100 371,700 426,900   

138 326,400 372,100 427,300   

139 326,800 372,500 427,700   

140 327,100 372,900 428,100   

141 327,400 373,300 428,500   

142 327,700 373,700    

143 328,000 374,100    

144 328,300 374,500    

145 328,600 374,900    

146 328,900 375,300    

147 329,200 375,700    

148 329,500 376,100    

149 329,800 376,500    

150 330,100 376,900    
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151 330,400 377,300    

152 330,700 377,700    

153 331,000     

別表第６定年前再任用短時間勤務職員の項中「201,200」を「208,600」に、

「233,700」を「242,300」に、「 274,800」を「 285,000」に、「318,400」を

「330,200」に、「436,800」を「453,000」に改める。 

 

 

付 則 

（施行期日等） 

第１条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。ただし、第

18条第２項の表１、同条第３項及び第19条第２項の改正規定並びに次条の規定は

令和７年12月１日から、別表第１から別表第６までの改正規定は令和７年４月１

日から適用する。 

（特例措置） 

第２条 令和７年12月に支給する期末手当に係るこの条例による改正後の稲城市一

般職の職員の給与に関する条例（以下「改正後の条例」という。）第18条第２項

の表１の規定の適用については、同表中「100分の123.75」とあるのは「100分の

125」と、「100分の103.75」とあるのは「100分の105」と、「100分の93.75」と

あるのは「100分の95」とし、同条第３項の規定の適用については、同項中「100

分の123.75」とあるのは「100分の125」と、「100分の71.25」とあるのは「100

分の72.5」と、「100分の103.75」とあるのは「100分の105」と、「100分の

61.25」とあるのは「100分の62.5」と、「100分の93.75」とあるのは「100分の

95」とする。 

２ 令和７年12月に支給する勤勉手当に係る改正後の条例第19条第２項の規定の適

用については、同項中「100分の121.25」とあるのは「100分の122.5」と、「100

分の141.25」とあるのは「100分の142.5」と、「100分の151.25」とあるのは

「100分の152.5」と、「100分の58.75」とあるのは「100分の60」と、「100分の

68.75」とあるのは「100分の70」とする。 

（給与の内払） 
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第３条 改正後の条例の規定を適用する場合において、この条例による改正前の稲

城市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて令和７年４月１日からこ

の条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規

定による給与の内払とみなす。 

（委任） 

第４条 前２条に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長

が定める。 
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議案概要説明書 

議 案 番 号  第69号 担 当 課 総務部人事課 

件 名 稲城市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例  

【概  要】 

本案は、東京都人事委員会の勧告の趣旨に沿った給与改定を実施するため、稲城市

一般職の職員の給与に関する条例（昭和32年稲城市条例第 79号）の一部を改正するも

のです。 

東京都人事委員会は、東京都の区域内に所在する民間事業所であって企業規模50人

以上かつ事業所規模 50人以上であるもの（ 11,494事業所）のうちから、無作為に

1,292事業所を抽出して給与実態調査を行い、その結果を元に、令和７年 10月 17日付

けで勧告を行いました。 

その内容は、例月給にあっては、民間従業員の給与が東京都職員の給与を13,580円

（3.24％）上回っていることから、公民較差の解消を図りつつ、人材確保の観点から

若年層に重点を置き、かつ職責の高まりを踏まえて管理職にも重点を置いたうえで、

全級全号給を引き上げ、特別給にあっては、民間従業員への支給割合が東京都職員の

年間支給月数を上回るため 0.05月分引き上げるべきである、というものです。  

稲城市においては、平成５年度から東京都人事委員会の勧告の内容及び趣旨に沿っ

た給与改定を実施していることから、今回も同様の措置を講ずるものです。  

 

【改正内容等】 

○ 第18条（期末手当）及び付則第２条（特例措置）  

期末手当の年間支給月数を 0.025月分引き上げるとともに、６月支給分と 12月支

給分を同じ割合に調整します。この改定により、６月支給分及び 12月支給分が共に

0.0125月分の増となります。  

なお、特別給の引上げは、令和７年12月に支給する期末手当から実施することと

し、同月分の支給月数を 0.025月分の増とする特例措置を講じます。  

○ 第19条（勤勉手当）及び付則第２条（特例措置）  

勤勉手当の年間支給月数を 0.025月分引き上げるとともに、６月支給分と 12月支

給分を同じ割合に調整します。この改定により、６月支給分及び12月支給分が共に
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0.0125月分の増となります。  

なお、特別給の引上げは、令和７年12月に支給する勤勉手当から実施することと

し、同月分の支給月数を0.025月分の増とする特例措置を講じます。 

○ 別表第１から別表第６まで  

別表第１から別表第６までの給料表について、初任給を含む給与月額を改定しま

す。 

なお、例月給の改定は、令和７年４月に遡及して実施することとします。 

 

【施行期日等】 

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行します。また、付則におい

て、特例措置等について規定します。  
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稲城市一般職の職員の給与に関する条例の新旧対照表 

新 旧 

（期末手当） （期末手当） 

第18条 ･･････（略） 第18条 ･･････（略） 

２ 期末手当の額は、職員の給与月額に、次の表１の職員の区分の欄に応じて、同表の割

合の欄に掲げる値を乗じて得た額に、基準日前６か月以内の期間における当該職員の次

の表２の在職期間の欄に応じて、同表の割合の欄に掲げる値を乗じて得た額とする。 

２ 期末手当の額は、職員の給与月額に、次の表１の職員の区分の欄に応じて、同表の割

合の欄に掲げる値を乗じて得た額に、基準日前６か月以内の期間における当該職員の次

の表２の在職期間の欄に応じて、同表の割合の欄に掲げる値を乗じて得た額とする。 

表１ 表１ 

職員の区分 割合 

６月に支給する割合 12月に支給する割合 

前項に掲げる職員のうち

次に掲げる職員以外の職員 

100分の123.75 100分の123.75 

４級等職員 100分の103.75 100分の103.75 

別表第１及び別表第６の

給料表の適用を受ける職員

のうちその属する職務の級

が５級である職員（以下この

条において「別表第１等５級

職員」という。）又は別表第

３の給料表の適用を受ける

職員のうち職務の級が３級

でありその職務の複雑、困難

及び責任の度等を考慮して

別表第１等５級職員に相当

する職員として市規則で定

める職務にある職員（以下

「５級等職員」という。） 

100分の93.75 100分の93.75 

 

職員の区分 割合 

６月に支給する割合 12月に支給する割合 

前項に掲げる職員のうち

次に掲げる職員以外の職員 

100分の122.5 100分の122.5 

４級等職員 100分の102.5 100分の102.5 

別表第１及び別表第６の

給料表の適用を受ける職員

のうちその属する職務の級

が５級である職員（以下この

条において「別表第１等５級

職員」という。）又は別表第

３の給料表の適用を受ける

職員のうち職務の級が３級

でありその職務の複雑、困難

及び責任の度等を考慮して

別表第１等５級職員に相当

する職員として市規則で定

める職務にある職員（以下

「５級等職員」という。） 

100分の92.5 100分の92.5 

 

表２ ･･････（略） 表２ ･･････（略） 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の ３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の

第69号議案関係資料 
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123.75」とあるのは「100分の71.25」と、「100分の103.75」とあるのは「100分の61.25」

と、「100分の93.75」とあるのは「100分の61.25」とする。 

122.5」とあるのは「100分の70」と、「100分の102.5」とあるのは「100分の60」と、「100

分の92.5」とあるのは「100分の60」とする。 

４～６ ･･････（略） ４～６ ･･････（略） 

（勤勉手当） （勤勉手当） 

第19条 ･･････（略） 第19条 ･･････（略） 

２ 勤勉手当の額は、職員の給与月額に、任命権者又はその委任を受けた者が市規則の定

める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者又は

その委任を受けた者が支給する勤勉手当の額の総額は、その者に所属する前項の職員が

それぞれその基準日現在（退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退

職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。）において受けるべ

き給料、扶養手当の月額及びこれらに対する地域手当の月額の合計額に、６月に支給す

る場合においては100分の121.25（４級等職員にあっては100分の141.25、５級等職員に

あっては100分の151.25）を乗じて得た額の総額（定年前再任用短時間勤務職員にあって

は100分の58.75（４級等職員及び５級等職員にあっては100分の68.75）を乗じて得た額

の総額）を、12月に支給する場合においては100分の121.25（４級等職員にあっては100

分の141.25、５級等職員にあっては100分の151.25）を乗じて得た額の総額（定年前再任

用短時間勤務職員にあっては100分の58.75（４級等職員及び５級等職員にあっては100

分の68.75）を乗じて得た額の総額）を超えてはならない。 

２ 勤勉手当の額は、職員の給与月額に、任命権者又はその委任を受けた者が市規則の定

める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者又は

その委任を受けた者が支給する勤勉手当の額の総額は、その者に所属する前項の職員が

それぞれその基準日現在（退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退

職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。）において受けるべ

き給料、扶養手当の月額及びこれらに対する地域手当の月額の合計額に、６月に支給す

る場合においては100分の120（４級等職員にあっては100分の140、５級等職員にあって

は100分の150）を乗じて得た額の総額（定年前再任用短時間勤務職員にあっては100分の

57.5（４級等職員及び５級等職員にあっては100分の67.5）を乗じて得た額の総額）を、

12月に支給する場合においては100分の120（４級等職員にあっては100分の140、５級等

職員にあっては100分の150）を乗じて得た額の総額（定年前再任用短時間勤務職員にあ

っては100分の57.5（４級等職員及び５級等職員にあっては100分の67.5）を乗じて得た

額の総額）を超えてはならない。 

３～５ ･･････（略） ３～５ ･･････（略） 

別表第１（第３条関係） 別表第１（第３条関係） 

行政職給料表⑴  行政職給料表⑴ 

職員の

区分 

職務の級 

号給 

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 

給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

定年前

再任用

短時間

勤務職

員以外

の職員 

 円 円 円 円 円 

１ 196,400 251,600 272,700 325,100 524,300 

２ 197,300 252,700 274,000 327,100 526,900 

３ 198,300 253,800 275,300 329,100 529,600 

４ 199,300 254,900 276,600 331,000 532,000 

５ 200,300 256,000 278,000 332,900 534,500 

職員の

区分 

職務の級 

号給 

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 

給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

定年前

再任用

短時間

勤務職

員以外

の職員 

 円 円 円 円 円 

１ 184,100 235,800 254,800 303,400 500,900 

２ 185,000 237,000 256,200 305,400 503,300 

３ 186,000 238,200 257,600 307,400 505,900 

４ 187,000 239,400 259,000 309,300 508,200 

５ 188,000 240,600 260,500 311,200 510,600 



－3－ 

６ 201,400 257,100 279,300 334,800 537,000 

７ 202,600 258,200 280,600 336,900 539,500 

８ 203,800 259,300 281,900 338,900 542,100 

９ 205,000 260,400 283,300 340,800  

10 206,200 261,500 284,600 342,800  

11 207,400 262,600 286,000 344,800  

12 208,800 263,800 287,500 346,800  

13 210,200 265,000 289,000 348,800  

14 211,600 266,200 290,600 350,900  

15 213,100 267,300 292,200 353,000  

16 214,600 268,600 293,800 355,000  

17 216,200 270,000 295,500 357,100  

18 218,500 271,300 297,400 359,200  

19 220,800 272,400 299,200 361,400  

20 223,200 273,700 301,100 363,600  

21 225,600 275,100 302,900 365,800  

22 227,600 276,400 304,800 368,300  

23 229,600 277,600 306,700 370,800  

24 231,600 278,900 308,500 373,300  

25 233,600 280,300 310,300 375,800  

26 235,700 281,800 312,200 378,300  

27 237,800 283,200 314,100 380,800  

28 239,900 284,600 315,900 383,600  

29 242,000 286,100 317,700 386,300  

30 243,200 288,000 319,600 389,300  

31 244,500 289,800 321,500 392,200  

32 245,800 291,700 323,300 395,100  

33 247,300 293,500 325,100 398,100  

34 248,300 295,000 326,900 400,900  

６ 189,000 241,800 261,900 313,100 513,000 

７ 190,100 243,000 263,300 315,200 515,400 

８ 191,200 244,200 264,700 317,200 517,900 

９ 192,300 245,400 266,200 319,100  

10 193,400 246,600 267,600 321,100  

11 194,500 247,800 269,100 323,100  

12 195,700 249,100 270,700 325,100  

13 196,900 250,400 272,300 327,100  

14 198,100 251,700 274,000 329,200  

15 199,400 252,900 275,700 331,300  

16 200,700 254,300 277,400 333,300  

17 202,100 255,800 279,200 335,400  

18 204,200 257,200 281,200 337,500  

19 206,300 258,400 283,100 339,700  

20 208,500 259,800 285,100 341,900  

21 210,700 261,300 287,000 344,100  

22 212,500 262,700 289,000 346,600  

23 214,300 264,000 291,000 349,100  

24 216,100 265,400 292,900 351,600  

25 217,900 266,900 294,800 354,100  

26 219,800 268,500 296,800 356,600  

27 221,700 270,000 298,800 359,100  

28 223,600 271,500 300,700 361,900  

29 225,500 273,100 302,600 364,600  

30 226,800 275,100 304,600 367,600  

31 228,200 277,000 306,600 370,500  

32 229,600 279,000 308,500 373,400  

33 231,200 280,900 310,400 376,400  

34 232,400 282,500 312,300 379,200  



－4－ 

35 249,300 296,500 328,900 403,600  

36 250,300 297,900 330,800 406,300  

37 251,300 299,100 332,600 408,800  

38 252,200 300,300 334,500 411,300  

39 253,200 301,500 336,300 413,600  

40 254,200 302,800 338,200 416,000  

41 255,200 304,100 340,100 418,400  

42 256,100 305,400 341,900 420,700  

43 257,100 306,600 343,800 423,000  

44 258,100 307,700 345,700 425,300  

45 259,100 308,900 347,600 427,700  

46 260,000 310,100 349,500 430,000  

47 261,000 311,300 351,400 432,200  

48 262,000 312,500 353,300 434,400  

49 263,000 313,600 355,300 436,700  

50 264,000 314,700 357,700 438,900  

51 265,000 315,800 360,100 441,000  

52 265,900 317,000 362,500 443,100  

53 266,800 318,200 364,900 445,000  

54 267,700 319,300 367,100 446,800  

55 268,600 320,400 369,100 448,700  

56 269,600 321,500 371,100 450,500  

57 270,600 322,700 373,000 452,200  

58 271,500 323,800 374,800 453,900  

59 272,400 324,900 376,600 455,500  

60 273,400 326,000 378,300 457,200  

61 274,400 327,100 380,100 458,900  

62 275,300 328,200 381,900 460,300  

63 276,200 329,300 383,700 461,300  

35 233,500 284,100 314,400 381,900  

36 234,600 285,600 316,400 384,600  

37 235,700 286,900 318,300 387,100  

38 236,700 288,200 320,300 389,600  

39 237,800 289,500 322,200 391,900  

40 238,900 290,900 324,200 394,300  

41 240,100 292,300 326,200 396,700  

42 241,100 293,700 328,100 399,000  

43 242,200 295,000 330,100 401,300  

44 243,300 296,300 332,100 403,600  

45 244,500 297,600 334,100 406,000  

46 245,500 298,900 336,100 408,300  

47 246,600 300,200 338,100 410,500  

48 247,700 301,500 340,100 412,700  

49 248,900 302,800 342,200 415,000  

50 250,000 304,100 344,700 417,300  

51 251,100 305,400 347,200 419,500  

52 252,100 306,700 349,700 421,700  

53 253,200 308,000 352,200 423,700  

54 254,200 309,300 354,500 425,600  

55 255,300 310,600 356,700 427,600  

56 256,400 311,800 358,800 429,500  

57 257,500 313,100 360,800 431,300  

58 258,500 314,300 362,800 433,100  

59 259,600 315,500 364,700 434,800  

60 260,700 316,800 366,500 436,600  

61 261,800 318,100 368,400 438,400  

62 262,800 319,400 370,300 439,900  

63 263,900 320,600 372,200 441,000  



－5－ 

64 277,100 330,400 385,400 462,100  

65 278,100 331,500 387,000 462,900  

66 279,000 332,500 388,600 463,700  

67 279,900 333,600 390,100 464,400  

68 280,800 334,700 391,400 465,100  

69 281,700 335,800 392,700 465,800  

70 282,600 336,900 393,500 466,500  

71 283,500 338,000 394,300 467,200  

72 284,400 339,000 395,000 467,900  

73 285,300 340,100 395,700 468,600  

74 286,200 341,000 396,300 469,300  

75 287,100 342,000 396,900 470,000  

76 288,000 343,000 397,500 470,600  

77 288,900 344,000 398,200 471,200  

78 289,800 344,900 398,800 471,900  

79 290,700 345,700 399,400 472,500  

80 291,600 346,400 400,000 473,100  

81 292,500 347,100 400,500 473,700  

82 293,300 347,700 401,100 474,300  

83 294,200 348,300 401,700 474,900  

84 295,100 348,900 402,200 475,500  

85 296,000 349,400 402,700 476,100  

86 296,800 350,000 403,200 476,700  

87 297,700 350,500 403,700 477,300  

88 298,500 351,000 404,300 477,800  

89 299,400 351,500 404,900 478,300  

90 300,200 352,100 405,500 478,900  

91 301,100 352,600 406,100 479,400  

92 302,000 353,000 406,600 479,900  

64 265,000 321,900 374,000 441,900  

65 266,100 323,100 375,800 442,800  

66 267,100 324,300 377,500 443,600  

67 268,200 325,500 379,100 444,300  

68 269,300 326,800 380,500 445,000  

69 270,300 328,000 382,000 445,700  

70 271,300 329,200 383,000 446,400  

71 272,400 330,400 383,900 447,100  

72 273,400 331,600 384,700 447,800  

73 274,500 332,900 385,500 448,500  

74 275,500 334,000 386,300 449,200  

75 276,600 335,200 387,000 449,900  

76 277,600 336,300 387,700 450,500  

77 278,700 337,500 388,500 451,100  

78 279,700 338,600 389,200 451,800  

79 280,700 339,600 389,900 452,400  

80 281,800 340,500 390,600 453,000  

81 282,900 341,300 391,300 453,600  

82 283,900 342,100 391,900 454,200  

83 285,000 342,900 392,500 454,800  

84 286,000 343,600 393,000 455,400  

85 287,100 344,300 393,500 456,000  

86 288,100 345,100 394,000 456,600  

87 289,100 345,700 394,500 457,200  

88 290,100 346,400 395,100 457,700  

89 291,200 347,100 395,700 458,200  

90 292,200 347,700 396,300 458,800  

91 293,300 348,200 396,900 459,300  

92 294,300 348,600 397,400 459,800  



－6－ 

93 302,800 353,500 407,100 480,400  

94 303,600 354,000 407,700 480,900  

95 304,500 354,500 408,200 481,400  

96 305,300 355,000 408,700 481,900  

97 306,200 355,400 409,200 482,300  

98 307,000 355,900 409,700   

99 307,900 356,300 410,200   

100 308,700 356,800 410,700   

101 309,600 357,300 411,200   

102 310,500 357,700 411,700   

103 311,300 358,200 412,200   

104 312,100 358,700 412,700   

105 312,900 359,100 413,100   

106 313,600 359,500 413,600   

107 314,300 359,900 414,100   

108 315,100 360,300 414,500   

109 315,700 360,700 414,900   

110 316,300 361,100 415,400   

111 316,800 361,500 415,900   

112 317,300 361,900 416,300   

113 317,800 362,300 416,700   

114 318,200 362,700 417,200   

115 318,700 363,100 417,700   

116 319,200 363,500 418,100   

117 319,600 363,900 418,500   

118 320,000 364,300 419,000   

119 320,300 364,700 419,400   

120 320,600 365,100 419,800   

121 320,900 365,500 420,200   

93 295,300 349,100 397,900 460,300  

94 296,300 349,600 398,500 460,800  

95 297,300 350,100 399,000 461,300  

96 298,300 350,600 399,500 461,800  

97 299,400 351,000 400,000 462,200  

98 300,400 351,500 400,500   

99 301,400 351,900 401,000   

100 302,400 352,400 401,500   

101 303,500 352,900 402,000   

102 304,600 353,300 402,500   

103 305,600 353,800 403,000   

104 306,600 354,300 403,500   

105 307,500 354,700 403,900   

106 308,400 355,100 404,400   

107 309,300 355,500 404,900   

108 310,200 355,900 405,300   

109 311,000 356,300 405,700   

110 311,700 356,700 406,200   

111 312,400 357,100 406,700   

112 313,100 357,500 407,100   

113 313,800 357,900 407,500   

114 314,200 358,300 408,000   

115 314,700 358,700 408,500   

116 315,200 359,100 408,900   

117 315,600 359,500 409,300   

118 316,000 359,900 409,800   

119 316,300 360,300 410,200   

120 316,600 360,700 410,600   

121 316,900 361,100 411,000   



－7－ 

122 321,300 365,800 420,700   

123 321,600 366,200 421,100   

124 321,900 366,600 421,500   

125 322,200 367,000 421,900   

126 322,600 367,300 422,400   

127 322,900 367,700 422,800   

128 323,200 368,100 423,200   

129 323,500 368,500 423,600   

130 323,900  424,100   

131 324,200  424,500   

132 324,500  424,900   

133 324,800  425,300   

134 325,200  425,700   

135 325,500  426,100   

136 325,800  426,500   

137 326,100  426,900   

138 326,400  427,300   

139 326,800  427,700   

140 327,100  428,100   

141 327,400  428,500   

142 327,700     

143 328,000     

144 328,300     

145 328,600     

146 328,900     

147 329,200     

148 329,500     

149 329,800     

定年前  基準給料 基準給料 基準給料 基準給料 基準給料 

122 317,300 361,400 411,500   

123 317,600 361,800 411,900   

124 317,900 362,200 412,300   

125 318,200 362,600 412,700   

126 318,600 362,900 413,200   

127 318,900 363,300 413,600   

128 319,200 363,700 414,000   

129 319,500 364,100 414,400   

130 319,900  414,900   

131 320,200  415,300   

132 320,500  415,700   

133 320,800  416,100   

134 321,200  416,500   

135 321,500  416,900   

136 321,800  417,300   

137 322,100  417,700   

138 322,400  418,100   

139 322,800  418,500   

140 323,100  418,900   

141 323,400  419,300   

142 323,700     

143 324,000     

144 324,300     

145 324,600     

146 324,900     

147 325,200     

148 325,500     

149 325,800     

定年前  基準給料 基準給料 基準給料 基準給料 基準給料 



－8－ 

再任用

短時間

勤務職

員 

月額 月額 月額 月額 月額 

208,600 242,300 285,000 330,200 453,000 

 

再任用

短時間

勤務職

員 

月額 月額 月額 月額 月額 

201,200 233,700 274,800 318,400 436,800 

 

備考 備考 

１ ･･････（略） １ ･･････（略） 

２ １級の17号給を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなった職

員で、市規則で定めるものの給料月額は、この表の額にかかわらず、213,800円とす

る。 

２ １級の17号給を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなった職

員で、市規則で定めるものの給料月額は、この表の額にかかわらず、199,700円とす

る。 

別表第２（第３条関係） 別表第２（第３条関係） 

行政職給料表⑵ 行政職給料表⑵ 

職員の

区分 

職務の級 

号給 

１級 ２級 ３級 ４級 

給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

定年前

再任用

短時間

勤務職

員以外

の職員 

 円 円 円 円 

１ 188,000 259,200 289,800 322,700 

２ 188,500 260,400 291,000 324,600 

３ 189,000 261,600 292,500 326,400 

４ 189,500 262,900 294,000 328,200 

５ 190,000 264,100 295,500 330,000 

６ 190,500 265,300 297,000 331,700 

７ 191,000 266,500 298,600 333,400 

８ 191,600 267,700 300,200 335,100 

９ 192,200 268,900 301,700 336,900 

10 192,700 270,100 303,300 338,700 

11 193,400 271,300 304,900 340,400 

12 194,000 272,500 306,600 342,200 

13 194,600 273,700 308,200 343,900 

14 195,300 274,900 309,800 345,600 

15 196,100 276,100 311,400 347,400 

職員の

区分 

職務の級 

号給 

１級 ２級 ３級 ４級 

給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

定年前

再任用

短時間

勤務職

員以外

の職員 

 円 円 円 円 

１ 175,700 245,000 276,300 307,200 

２ 176,200 246,500 277,900 309,300 

３ 176,700 248,000 279,600 311,400 

４ 177,200 249,500 281,300 313,400 

５ 177,700 250,900 283,000 315,500 

６ 178,200 252,200 284,700 317,600 

７ 178,700 253,400 286,400 319,700 

８ 179,300 254,600 288,100 321,800 

９ 179,900 255,800 289,800 323,800 

10 180,400 257,000 291,500 325,800 

11 181,100 258,300 293,300 327,700 

12 181,700 259,600 295,000 329,700 

13 182,300 260,900 296,700 331,600 

14 183,000 262,200 298,400 333,600 

15 183,800 263,500 300,100 335,500 



－9－ 

16 196,900 277,300 312,900 349,100 

17 197,700 278,500 314,400 350,800 

18 198,800 279,700 316,000 352,500 

19 199,900 280,900 317,600 354,300 

20 201,100 282,100 319,200 356,100 

21 202,500 283,300 320,700 357,800 

22 203,800 284,500 322,200 359,600 

23 205,100 285,700 323,700 361,300 

24 206,400 286,900 325,300 363,000 

25 207,700 288,100 326,800 364,700 

26 209,100 289,300 328,200 366,300 

27 210,600 290,500 329,600 367,900 

28 212,100 291,700 331,000 369,400 

29 213,700 292,900 332,400 370,900 

30 215,200 294,000 333,800 372,100 

31 216,700 295,200 335,200 373,300 

32 218,300 296,400 336,600 374,500 

33 219,900 297,600 338,000 375,700 

34 221,500 298,800 339,400 376,800 

35 223,100 300,000 340,700 377,800 

36 224,800 301,200 341,900 378,900 

37 226,400 302,400 343,100 379,900 

38 228,000 303,600 344,300 380,800 

39 229,600 304,800 345,400 381,700 

40 231,300 306,000 346,500 382,600 

41 232,800 307,100 347,600 383,400 

42 233,900 308,200 348,600 384,200 

43 234,900 309,300 349,500 384,900 

44 235,900 310,300 350,400 385,600 

16 184,600 264,900 301,700 337,400 

17 185,400 266,200 303,300 339,300 

18 186,500 267,500 304,900 341,200 

19 187,600 268,900 306,500 343,100 

20 188,800 270,300 308,200 345,000 

21 190,100 271,600 309,800 346,800 

22 191,400 273,000 311,400 348,700 

23 192,600 274,400 313,000 350,500 

24 193,900 275,800 314,600 352,300 

25 195,200 277,200 316,100 354,000 

26 196,600 278,600 317,600 355,700 

27 198,000 280,000 319,000 357,300 

28 199,500 281,400 320,400 358,900 

29 201,000 282,800 321,800 360,400 

30 202,500 284,200 323,200 361,600 

31 204,000 285,600 324,600 362,800 

32 205,500 286,900 326,000 364,000 

33 207,100 288,200 327,400 365,200 

34 208,600 289,500 328,800 366,300 

35 210,200 290,800 330,100 367,300 

36 211,800 292,100 331,400 368,400 

37 213,400 293,300 332,600 369,400 

38 214,900 294,500 333,800 370,300 

39 216,500 295,700 334,900 371,200 

40 218,100 296,900 336,000 372,100 

41 219,600 298,100 337,100 372,900 

42 220,400 299,200 338,100 373,700 

43 221,200 300,300 339,000 374,500 

44 222,000 301,300 339,900 375,200 



－10－ 

45 236,900 311,200 351,300 386,200 

46 237,800 312,100 352,100 386,800 

47 238,600 313,000 352,900 387,300 

48 239,400 313,900 353,700 387,800 

49 240,200 314,800 354,500 388,200 

50 240,900 315,600 355,200 388,600 

51 241,600 316,400 355,900 389,000 

52 242,300 317,200 356,600 389,400 

53 243,100 318,000 357,200 389,800 

54 243,900 318,800 357,800 390,100 

55 244,700 319,600 358,400 390,500 

56 245,500 320,300 358,900 390,800 

57 246,400 321,000 359,300 391,100 

58 247,200 321,600 359,700 391,400 

59 247,900 322,300 360,100 391,700 

60 248,600 323,000 360,500 392,000 

61 249,300 323,700 360,800 392,300 

62 250,000 324,300 361,100 392,600 

63 250,700 324,900 361,400 392,900 

64 251,400 325,500 361,700 393,200 

65 252,100 326,100 362,000 393,500 

66 252,800 326,600 362,300 393,800 

67 253,500 327,100 362,600 394,100 

68 254,200 327,600 362,900 394,400 

69 254,900 328,100 363,200 394,700 

70 255,600 328,500 363,500 394,900 

71 256,300 328,900 363,800 395,200 

72 257,000 329,400 364,000 395,500 

73 257,700 329,800 364,300 395,800 

45 222,700 302,300 340,800 375,800 

46 223,200 303,200 341,600 376,400 

47 223,700 304,100 342,400 377,000 

48 224,200 305,000 343,200 377,500 

49 224,600 305,900 344,000 377,900 

50 225,100 306,800 344,700 378,400 

51 225,600 307,600 345,400 378,800 

52 226,200 308,400 346,100 379,200 

53 226,800 309,200 346,800 379,600 

54 227,500 310,000 347,500 380,000 

55 228,200 310,800 348,100 380,400 

56 229,000 311,500 348,700 380,800 

57 229,900 312,200 349,200 381,100 

58 230,700 312,900 349,700 381,400 

59 231,500 313,600 350,200 381,800 

60 232,400 314,300 350,600 382,100 

61 233,400 315,000 351,000 382,400 

62 234,300 315,600 351,400 382,700 

63 235,200 316,200 351,800 383,100 

64 236,000 316,800 352,200 383,400 

65 236,900 317,400 352,600 383,700 

66 237,700 318,000 353,000 384,100 

67 238,600 318,500 353,400 384,400 

68 239,500 319,000 353,800 384,700 

69 240,400 319,500 354,100 385,000 

70 241,300 320,000 354,400 385,300 

71 242,200 320,500 354,700 385,600 

72 243,100 321,000 355,000 385,900 

73 244,000 321,500 355,300 386,200 



－11－ 

74 258,400 330,300 364,600 396,100 

75 259,100 330,700 364,900 396,400 

76 259,800 331,000 365,200 396,700 

77 260,500 331,300 365,500 396,900 

78 261,200 331,600 365,800 397,200 

79 261,900 331,900 366,000 397,500 

80 262,600 332,200 366,300 397,800 

81 263,300 332,500 366,600 398,100 

82 264,100 332,800 366,900 398,400 

83 264,800 333,100 367,200 398,700 

84 265,500 333,400 367,500 399,000 

85 266,300 333,700 367,800 399,200 

86 267,100 334,000 368,000 399,500 

87 267,900 334,300 368,300 399,800 

88 268,600 334,600 368,600 400,100 

89 269,400 334,800 368,900 400,400 

90 270,200 335,100 369,200 400,700 

91 270,900 335,400 369,500 401,000 

92 271,700 335,700 369,800 401,300 

93 272,500 336,000 370,100 401,600 

94 273,300 336,300 370,400 401,900 

95 274,100 336,600 370,700 402,200 

96 274,900 336,800 371,000 402,500 

97 275,700 337,100 371,300 402,800 

98 276,400 337,400 371,500 403,100 

99 277,100 337,700 371,800 403,400 

100 277,800 338,000 372,100 403,700 

101 278,500 338,200 372,400 404,000 

102 279,300 338,500 372,700 404,300 

74 244,900 322,000 355,600 386,500 

75 245,800 322,500 355,900 386,800 

76 246,700 322,900 356,200 387,100 

77 247,500 323,300 356,500 387,400 

78 248,300 323,700 356,800 387,700 

79 249,200 324,100 357,100 388,000 

80 250,100 324,400 357,400 388,300 

81 250,900 324,700 357,700 388,600 

82 251,800 325,100 358,000 388,900 

83 252,700 325,500 358,300 389,200 

84 253,500 325,800 358,600 389,500 

85 254,400 326,100 358,900 389,700 

86 255,300 326,400 359,200 390,000 

87 256,200 326,700 359,500 390,300 

88 257,000 327,000 359,800 390,600 

89 257,800 327,300 360,100 390,900 

90 258,700 327,600 360,400 391,200 

91 259,600 327,900 360,700 391,500 

92 260,500 328,200 361,000 391,800 

93 261,500 328,500 361,300 392,100 

94 262,500 328,800 361,600 392,400 

95 263,400 329,100 361,900 392,700 

96 264,300 329,300 362,200 393,000 

97 265,100 329,600 362,500 393,300 

98 265,900 329,900 362,800 393,600 

99 266,800 330,200 363,100 393,900 

100 267,600 330,500 363,400 394,200 

101 268,400 330,700 363,700 394,500 

102 269,300 331,000 364,000 394,800 



－12－ 

103 280,100 338,800 373,000 404,600 

104 280,900 339,100 373,300 404,900 

105 281,700 339,400 373,500 405,200 

106 282,500 339,700 373,800 405,500 

107 283,300 340,000 374,100 405,800 

108 284,100 340,200 374,400 406,100 

109 284,900 340,500 374,700 406,400 

110 285,600 340,800 375,000 406,700 

111 286,300 341,100 375,300 407,000 

112 287,000 341,400 375,600 407,300 

113 287,700 341,700 375,800 407,600 

114 288,300 342,000 376,100 407,900 

115 288,900 342,300 376,400 408,200 

116 289,500 342,600 376,700 408,500 

117 290,100 342,900 377,000 408,800 

118 290,600 343,200 377,300 409,100 

119 291,000 343,500 377,600 409,400 

120 291,400 343,800 377,900 409,700 

121 291,800 344,100 378,200 410,000 

122 292,100 344,400 378,500 410,300 

123 292,400 344,700 378,700 410,600 

124 292,700 345,000 379,000 410,900 

125 293,000 345,300 379,300 411,200 

126 293,300 345,600 379,600 411,500 

127 293,600 345,900 379,900 411,800 

128 293,900 346,200 380,200 412,100 

129 294,200 346,500 380,500 412,400 

130 294,500 346,800 380,800 412,700 

131 294,800 347,100 381,100 413,000 

103 270,300 331,300 364,300 395,100 

104 271,300 331,600 364,600 395,400 

105 272,200 331,900 364,800 395,700 

106 273,100 332,200 365,100 396,000 

107 274,000 332,500 365,400 396,300 

108 274,900 332,700 365,700 396,600 

109 275,800 333,000 366,000 396,900 

110 276,800 333,300 366,300 397,200 

111 277,700 333,600 366,600 397,500 

112 278,400 333,900 366,900 397,800 

113 279,200 334,200 367,200 398,100 

114 280,000 334,500 367,500 398,400 

115 280,700 334,800 367,800 398,700 

116 281,500 335,100 368,100 399,000 

117 282,200 335,400 368,400 399,300 

118 282,800 335,700 368,700 399,600 

119 283,300 336,000 369,000 399,900 

120 283,800 336,300 369,300 400,200 

121 284,200 336,600 369,600 400,500 

122 284,600 336,900 369,900 400,800 

123 285,000 337,200 370,200 401,100 

124 285,400 337,500 370,500 401,400 

125 285,700 337,800 370,800 401,700 

126 286,100 338,100 371,100 402,000 

127 286,400 338,400 371,400 402,300 

128 286,800 338,700 371,700 402,600 

129 287,100 339,000 372,000 402,900 

130 287,500 339,300 372,300 403,200 

131 287,900 339,600 372,600 403,500 



－13－ 

132 295,000 347,400 381,400 413,300 

133 295,300 347,700 381,700 413,600 

134 295,600 348,000 382,000 413,900 

135 295,900 348,300 382,300 414,200 

136 296,200 348,600 382,600 414,500 

137 296,500 348,900 382,900 414,800 

138 296,800 349,200 383,200 415,100 

139 297,000 349,500 383,500 415,400 

140 297,300 349,800 383,800 415,700 

141 297,600 350,100 384,100 416,000 

142 297,900 350,400 384,400 416,300 

143 298,200 350,700 384,700 416,600 

144 298,500 351,000 385,000 416,900 

145 298,800 351,300 385,300 417,200 

146 299,000 351,600 385,600 417,500 

147 299,300 351,900 385,900 417,800 

148 299,600 352,200 386,200 418,100 

149 299,900 352,500 386,500 418,400 

150 300,200 352,800 386,800  

151 300,500 353,100 387,100  

152 300,800 353,400 387,400  

153 301,100 353,700 387,700  

154 301,300 354,000 388,000  

155 301,600 354,300 388,300  

156 301,900 354,600 388,600  

157 302,200 354,900 388,900  

158 302,500 355,200 389,200  

159 302,800 355,500 389,500  

160 303,100 355,800 389,800  

132 288,200 339,900 372,900 403,800 

133 288,500 340,200 373,200 404,100 

134 288,800 340,500 373,500 404,400 

135 289,100 340,800 373,800 404,700 

136 289,400 341,100 374,100 405,000 

137 289,700 341,400 374,400 405,300 

138 290,000 341,700 374,700 405,600 

139 290,300 342,000 375,000 405,900 

140 290,600 342,300 375,300 406,200 

141 290,900 342,600 375,600 406,500 

142 291,200 342,900 375,900 406,800 

143 291,500 343,200 376,200 407,100 

144 291,800 343,500 376,500 407,400 

145 292,100 343,800 376,800 407,700 

146 292,300 344,100 377,100 408,000 

147 292,600 344,400 377,400 408,300 

148 292,900 344,700 377,700 408,600 

149 293,200 345,000 378,000 408,900 

150 293,500 345,300 378,300  

151 293,800 345,600 378,600  

152 294,100 345,900 378,900  

153 294,400 346,200 379,200  

154 294,700 346,500 379,500  

155 295,000 346,800 379,800  

156 295,300 347,100 380,100  

157 295,600 347,400 380,400  

158 295,900 347,700 380,700  

159 296,200 348,000 381,000  

160 296,500 348,300 381,300  



－14－ 

161 303,400 356,100 390,100  

162 303,700 356,400 390,400  

163 304,000 356,700 390,700  

164 304,200 357,000 391,000  

165 304,500 357,300 391,300  

166 304,800 357,600 391,600  

167 305,100 357,900 391,900  

168 305,400 358,200 392,200  

169 305,700 358,500 392,500  

170 306,000 358,800 392,800  

171 306,300 359,100 393,100  

172 306,600 359,400 393,400  

173 306,900 359,700 393,700  

174 307,200 360,000 394,000  

175 307,500 360,300 394,300  

176 307,800 360,600 394,600  

177 308,100 360,900 394,900  

178 308,400 361,200 395,200  

179 308,700 361,500 395,500  

180 309,000 361,800 395,800  

181 309,300 362,100 396,100  

182 309,600 362,400 396,400  

183 309,900 362,700 396,700  

184 310,200 363,000 397,000  

185 310,500 363,300 397,300  

186 310,800 363,600 397,600  

187 311,100 363,900 397,900  

188 311,400 364,200 398,200  

189 311,700 364,500 398,500  

161 296,800 348,600 381,600  

162 297,100 348,900 381,900  

163 297,400 349,200 382,200  

164 297,700 349,500 382,500  

165 298,000 349,800 382,800  

166 298,300 350,100 383,100  

167 298,600 350,400 383,400  

168 298,900 350,700 383,700  

169 299,200 351,000 384,000  

170 299,500 351,300 384,300  

171 299,800 351,600 384,600  

172 300,100 351,900 384,900  

173 300,400 352,200 385,200  

174 300,700 352,500 385,500  

175 301,000 352,800 385,800  

176 301,300 353,100 386,100  

177 301,600 353,400 386,400  

178 301,900 353,700 386,700  

179 302,200 354,000 387,000  

180 302,500 354,300 387,300  

181 302,800 354,600 387,600  

182 303,100 354,900 387,900  

183 303,400 355,200 388,200  

184 303,700 355,500 388,500  

185 304,000 355,800 388,800  

186 304,300 356,100 389,100  

187 304,600 356,400 389,400  

188 304,900 356,700 389,700  

189 305,200 357,000 390,000  



－15－ 

190 312,000 364,800 398,800  

191 312,300 365,100 399,100  

192 312,600 365,400 399,400  

193 312,900 365,700 399,700  

194 313,200 366,000   

195 313,500 366,300   

196 313,800 366,600   

197 314,100 366,900   

198 314,400 367,200   

199 314,700 367,500   

200 315,000 367,800   

201 315,300 368,100   

202 315,600 368,400   

203 315,900 368,700   

204 316,200 369,000   

205 316,500 369,300   

206 316,800 369,600   

207 317,100 369,900   

208 317,400 370,200   

209 317,700 370,500   

210 318,000 370,800   

211 318,300 371,100   

212 318,600 371,400   

213 318,900 371,700   

214 319,200 372,000   

215 319,500 372,300   

216 319,800 372,600   

217 320,100 372,900   

218 320,400 373,200   

190 305,500 357,300 390,300  

191 305,800 357,600 390,600  

192 306,100 357,900 390,900  

193 306,400 358,200 391,200  

194 306,700 358,500   

195 307,000 358,800   

196 307,300 359,100   

197 307,600 359,400   

198 307,900 359,700   

199 308,200 360,000   

200 308,500 360,300   

201 308,800 360,600   

202 309,100 360,900   

203 309,400 361,200   

204 309,700 361,500   

205 310,000 361,800   

206 310,300 362,100   

207 310,600 362,400   

208 310,900 362,700   

209 311,200 363,000   

210 311,500 363,300   

211 311,800 363,600   

212 312,100 363,900   

213 312,400 364,200   

214 312,700 364,500   

215 313,000 364,800   

216 313,300 365,100   

217 313,600 365,400   

218 313,900 365,700   



－16－ 

219 320,700 373,500   

220 321,000 373,800   

221 321,300 374,100   

222 321,600 374,400   

223 321,900 374,700   

224 322,200 375,000   

225 322,500 375,300   

226 322,800    

227 323,100    

228 323,400    

229 323,700    

230 324,000    

231 324,300    

232 324,600    

233 324,900    

234 325,200    

235 325,500    

236 325,800    

237 326,100    

238 326,400    

239 326,700    

240 327,000    

241 327,300    

242 327,600    

243 327,900    

244 328,200    

245 328,500    

246 328,800    

247 329,100    

219 314,200 366,000   

220 314,500 366,300   

221 314,800 366,600   

222 315,100 366,900   

223 315,400 367,200   

224 315,700 367,500   

225 316,000 367,800   

226 316,300    

227 316,600    

228 316,900    

229 317,200    

230 317,500    

231 317,800    

232 318,100    

233 318,400    

234 318,700    

235 319,000    

236 319,300    

237 319,600    

238 319,900    

239 320,200    

240 320,500    

241 320,800    

242 321,100    

243 321,400    

244 321,700    

245 322,000    

246 322,300    

247 322,600    



－17－ 

248 329,400    

249 329,700    

250 330,000    

251 330,300    

252 330,600    

253 330,900    

254 331,200    

255 331,500    

256 331,800    

257 332,100    

258 332,400    

259 332,700    

260 333,000    

261 333,300    

定年前

再任用

短時間

勤務職

員 

 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 

219,300 234,400 255,600 288,700 

 

248 322,900    

249 323,200    

250 323,500    

251 323,800    

252 324,100    

253 324,400    

254 324,700    

255 325,000    

256 325,300    

257 325,600    

258 325,900    

259 326,200    

260 326,500    

261 326,800    

定年前

再任用

短時間

勤務職

員 

 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 

211,500 226,000 246,500 278,400 

 

備考 ･･････（略） 備考 ･･････（略） 

別表第３（第３条関係） 別表第３（第３条関係） 

医療職給料表⑴ 医療職給料表⑴ 

職員の区分 職務の級 

号給 

１級 ２級 ３級 

給料月額 給料月額 給料月額 

定年前再任

用短時間勤

務職員以外

の職員 

 円 円 円 

１ 283,000 372,400 452,300 

２ 285,300 376,100 455,300 

３ 287,600 379,700 458,300 

４ 290,000 383,300 461,200 

職員の区分 職務の級 

号給 

１級 ２級 ３級 

給料月額 給料月額 給料月額 

定年前再任

用短時間勤

務職員以外

の職員 

 円 円 円 

１ 265,300 352,400 431,300 

２ 267,600 356,100 434,300 

３ 269,900 359,700 437,300 

４ 272,300 363,300 440,200 



－18－ 

５ 292,400 386,900 464,100 

６ 294,800 390,600 467,000 

７ 297,200 394,300 469,800 

８ 299,600 398,000 472,700 

９ 302,000 401,700 475,600 

10 304,400 405,500 478,400 

11 306,800 409,200 481,200 

12 309,200 412,900 484,100 

13 311,600 416,600 487,000 

14 314,200 420,400 489,800 

15 316,800 424,200 492,600 

16 319,500 428,000 495,300 

17 322,200 431,700 498,000 

18 325,100 434,000 500,800 

19 328,000 436,300 503,600 

20 331,100 438,500 506,300 

21 334,100 440,700 509,000 

22 336,800 442,900 511,700 

23 339,400 445,000 514,300 

24 341,900 447,100 516,800 

25 344,400 449,200 519,400 

26 346,800 451,200 522,000 

27 349,200 453,200 524,500 

28 351,700 455,200 526,900 

29 354,100 457,100 529,300 

30 356,400 459,100 531,800 

31 358,800 461,100 534,300 

32 361,300 463,100 536,800 

33 363,700 465,000 539,200 

５ 274,700 366,900 443,100 

６ 277,100 370,600 446,000 

７ 279,500 374,300 448,800 

８ 281,900 378,000 451,700 

９ 284,300 381,700 454,600 

10 286,700 385,500 457,400 

11 289,100 389,200 460,200 

12 291,500 392,900 463,100 

13 293,900 396,600 466,000 

14 296,800 400,400 468,800 

15 299,700 404,200 471,600 

16 302,700 408,000 474,300 

17 305,700 411,700 477,000 

18 308,900 414,000 479,800 

19 312,100 416,300 482,600 

20 315,500 418,500 485,300 

21 318,800 420,700 488,000 

22 321,800 422,900 490,700 

23 324,700 425,000 493,300 

24 327,500 427,100 495,800 

25 330,300 429,200 498,400 

26 333,000 431,200 501,000 

27 335,700 433,200 503,500 

28 338,400 435,200 505,900 

29 341,000 437,100 508,300 

30 343,600 439,100 510,800 

31 346,300 441,100 513,300 

32 349,000 443,100 515,800 

33 351,600 445,000 518,200 



－19－ 

34 366,100 466,900 541,700 

35 368,600 468,800 544,100 

36 371,000 470,700 546,500 

37 373,300 472,500 548,900 

38 375,400 474,400 551,300 

39 377,500 476,300 553,700 

40 379,600 478,100 556,000 

41 381,600 479,900 558,300 

42 383,700 481,700 560,300 

43 385,700 483,500 562,300 

44 387,700 485,300 564,300 

45 389,700 487,100 566,200 

46 391,700 488,800 568,000 

47 393,800 490,500 569,600 

48 395,800 492,100 571,100 

49 397,700 493,700 572,500 

50 398,900 495,200 573,900 

51 400,100 496,600 575,300 

52 401,200 497,900 576,700 

53 402,300 499,200 578,100 

54 403,400 500,300 579,400 

55 404,500 501,300 580,700 

56 405,600 502,200 582,000 

57 406,600 503,100 583,200 

58 407,400 504,000 584,300 

59 408,300 504,900 585,400 

60 409,200 505,800 586,500 

61 410,100 506,600 587,600 

62 410,900 507,400 588,700 

34 354,300 446,900 520,700 

35 357,000 448,800 523,100 

36 359,600 450,700 525,500 

37 362,100 452,500 527,900 

38 364,400 454,400 530,300 

39 366,700 456,300 532,700 

40 369,000 458,100 535,000 

41 371,200 459,900 537,300 

42 373,500 461,700 539,300 

43 375,700 463,500 541,300 

44 377,900 465,300 543,300 

45 380,000 467,100 545,200 

46 382,200 468,800 547,000 

47 384,500 470,500 548,600 

48 386,700 472,100 550,100 

49 388,800 473,700 551,500 

50 390,100 475,200 552,900 

51 391,400 476,600 554,300 

52 392,600 477,900 555,700 

53 393,800 479,200 557,100 

54 395,000 480,300 558,400 

55 396,200 481,300 559,700 

56 397,400 482,200 561,000 

57 398,500 483,100 562,200 

58 399,400 484,000 563,300 

59 400,300 484,900 564,400 

60 401,200 485,800 565,500 

61 402,100 486,600 566,600 

62 402,900 487,400 567,700 



－20－ 

63 411,700 508,200 589,800 

64 412,500 508,900 590,900 

65 413,200 509,600 591,900 

66 413,800 510,300 592,900 

67 414,400 510,900 593,900 

68 415,000 511,400 594,900 

69 415,600 511,900 595,900 

70 416,100 512,500 596,900 

71 416,600 513,100 597,900 

72 417,000 513,700 598,800 

73 417,400 514,200 599,700 

74 417,900 514,800 600,700 

75 418,300 515,400 601,600 

76 418,700 516,000 602,500 

77 419,200 516,500 603,400 

78 419,700 517,100 604,300 

79 420,100 517,700 605,200 

80 420,500 518,200 606,100 

81 421,000 518,800 606,900 

82 421,500 519,400 607,800 

83 421,900 520,000 608,700 

84 422,300 520,500 609,600 

85 422,600 521,000 610,400 

86 423,100 521,600 611,300 

87 423,500 522,100 612,200 

88 423,900 522,700 613,000 

89 424,200 523,200 613,700 

90 424,600 523,700 614,500 

91 425,000 524,200 615,300 

63 403,700 488,200 568,800 

64 404,500 488,900 569,900 

65 405,200 489,600 570,900 

66 405,800 490,300 571,900 

67 406,400 490,900 572,900 

68 407,000 491,400 573,900 

69 407,600 491,900 574,900 

70 408,100 492,500 575,900 

71 408,600 493,100 576,900 

72 409,000 493,700 577,800 

73 409,400 494,200 578,700 

74 409,900 494,800 579,700 

75 410,300 495,400 580,600 

76 410,700 496,000 581,500 

77 411,200 496,500 582,400 

78 411,700 497,100 583,300 

79 412,100 497,700 584,200 

80 412,500 498,200 585,100 

81 413,000 498,800 585,900 

82 413,500 499,400 586,800 

83 413,900 500,000 587,700 

84 414,300 500,500 588,600 

85 414,600 501,000 589,400 

86 415,100 501,600 590,300 

87 415,500 502,100 591,200 

88 415,900 502,700 592,000 

89 416,200 503,200 592,700 

90 416,600 503,700 593,500 

91 417,000 504,200 594,300 



－21－ 

92 425,400 524,700 616,100 

93 425,700 525,200 616,900 

94 426,100 525,700 617,600 

95 426,500 526,200 618,400 

96 426,900 526,700 619,200 

97 427,200 527,200 620,000 

98 427,600 527,700 620,700 

99 428,000 528,200 621,400 

100 428,400 528,700 622,200 

101 428,700 529,200 622,900 

102 429,100 529,700 623,600 

103 429,500 530,200 624,400 

104 429,900 530,700 625,100 

105 430,200 531,200 625,800 

106 430,600  626,400 

107 431,000  627,100 

108 431,400  627,800 

109 431,700  628,500 

110   629,200 

111   629,900 

112   630,600 

113   631,300 

114   632,000 

115   632,700 

116   633,400 

117   634,100 

118   634,800 

119   635,500 

120   636,200 

92 417,400 504,700 595,100 

93 417,700 505,200 595,900 

94 418,100 505,700 596,600 

95 418,500 506,200 597,400 

96 418,900 506,700 598,200 

97 419,200 507,200 599,000 

98 419,600 507,700 599,700 

99 420,000 508,200 600,400 

100 420,400 508,700 601,200 

101 420,700 509,200 601,900 

102 421,100 509,700 602,600 

103 421,500 510,200 603,400 

104 421,900 510,700 604,100 

105 422,200 511,200 604,800 

106 422,600  605,400 

107 423,000  606,100 

108 423,400  606,800 

109 423,700  607,500 

110   608,200 

111   608,900 

112   609,600 

113   610,300 

114   611,000 

115   611,700 

116   612,400 

117   613,100 

118   613,800 

119   614,500 

120   615,200 



－22－ 

121   636,900 

122   637,600 

123   638,300 

124   639,000 

125   639,700 

126   640,400 

127   641,100 

128   641,800 

129   642,500 

130   643,200 

131   643,900 

132   644,600 

133   645,300 

134   646,000 

135   646,700 

136   647,400 

137   648,100 

138   648,800 

139   649,500 

140   650,200 

141   650,900 

142   651,600 

143   652,300 

144   653,000 

145   653,700 

定年前再任

用短時間勤

務職員 

 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 

305,200 366,600 427,000 

 

121   615,900 

122   616,600 

123   617,300 

124   618,000 

125   618,700 

126   619,400 

127   620,100 

128   620,800 

129   621,500 

130   622,200 

131   622,900 

132   623,600 

133   624,300 

134   625,000 

135   625,700 

136   626,400 

137   627,100 

138   627,800 

139   628,500 

140   629,200 

141   629,900 

142   630,600 

143   631,300 

144   632,000 

145   632,700 

定年前再任

用短時間勤

務職員 

 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 

294,300 353,500 411,800 

 

備考 ･･････（略） 備考 ･･････（略） 



－23－ 

別表第４（第３条関係） 別表第４（第３条関係） 

医療職給料表⑵ 医療職給料表⑵ 

職員の

区分 

職務の級 

号給 

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 

給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

定年前

再任用

短時間

勤務職

員以外

の職員 

 円 円 円 円 円 

１ 196,600 253,400 273,000 325,100 542,100 

２ 197,600 254,300 274,300 327,100 544,800 

３ 198,700 255,300 275,600 329,100 547,500 

４ 199,800 256,100 276,900 331,000 550,200 

５ 200,900 257,000 278,300 332,900 552,900 

６ 202,100 257,900 279,700 334,800 555,600 

７ 203,400 258,800 281,100 336,900 558,300 

８ 204,700 259,700 282,300 338,900 561,000 

９ 206,100 260,800 283,700 340,800  

10 207,500 261,800 285,000 342,800  

11 208,900 262,900 286,400 344,800  

12 210,500 264,000 288,000 346,800  

13 212,100 265,200 289,500 348,800  

14 213,600 266,400 291,000 350,900  

15 215,100 267,600 292,500 353,000  

16 216,700 268,900 294,100 355,000  

17 218,400 270,200 295,800 357,100  

18 220,000 271,500 297,700 359,200  

19 221,600 272,700 299,500 361,400  

20 223,200 273,900 301,300 363,600  

21 224,900 275,300 303,200 365,800  

22 227,600 276,600 305,100 368,300  

23 230,300 278,000 307,000 370,800  

24 233,000 279,200 308,800 373,300  

職員の

区分 

職務の級 

号給 

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 

給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

定年前

再任用

短時間

勤務職

員以外

の職員 

 円 円 円 円 円 

１ 184,300 237,600 255,100 303,400 517,900 

２ 185,300 238,600 256,500 305,400 520,400 

３ 186,400 239,700 257,900 307,400 523,000 

４ 187,500 240,600 259,300 309,300 525,600 

５ 188,600 241,600 260,800 311,200 528,200 

６ 189,700 242,600 262,300 313,100 530,800 

７ 190,900 243,600 263,800 315,200 533,300 

８ 192,100 244,600 265,100 317,200 535,900 

９ 193,400 245,800 266,600 319,100  

10 194,700 246,900 268,000 321,100  

11 196,000 248,100 269,500 323,100  

12 197,400 249,300 271,200 325,100  

13 198,800 250,600 272,800 327,100  

14 200,100 251,900 274,400 329,200  

15 201,400 253,200 276,000 331,300  

16 202,800 254,600 277,700 333,300  

17 204,300 256,000 279,500 335,400  

18 205,700 257,400 281,500 337,500  

19 207,100 258,700 283,400 339,700  

20 208,500 260,000 285,300 341,900  

21 210,000 261,500 287,300 344,100  

22 212,500 262,900 289,300 346,600  

23 215,000 264,400 291,300 349,100  

24 217,500 265,700 293,200 351,600  



－24－ 

25 235,700 280,500 310,600 375,800  

26 237,500 282,000 312,500 378,300  

27 239,400 283,400 314,300 380,800  

28 241,400 284,900 316,100 383,600  

29 243,400 286,400 318,000 386,300  

30 244,500 288,200 319,900 389,300  

31 245,600 290,000 321,800 392,200  

32 246,700 291,800 323,600 395,100  

33 247,800 293,700 325,400 398,100  

34 248,900 295,200 327,100 400,900  

35 250,100 296,700 329,100 403,600  

36 251,300 298,000 331,000 406,300  

37 252,400 299,200 332,800 408,800  

38 253,300 300,400 334,700 411,300  

39 254,300 301,600 336,500 413,600  

40 255,100 302,900 338,300 416,000  

41 256,000 304,200 340,200 418,400  

42 256,900 305,500 342,000 420,700  

43 257,800 306,700 343,800 423,000  

44 258,700 307,800 345,700 425,300  

45 259,600 309,000 347,600 427,700  

46 260,600 310,200 349,500 430,000  

47 261,700 311,500 351,400 432,200  

48 262,800 312,700 353,300 434,400  

49 263,900 313,800 355,300 436,700  

50 264,900 314,900 357,700 438,900  

51 265,900 316,000 360,100 441,000  

52 266,900 317,200 362,500 443,100  

53 267,800 318,400 364,900 445,000  

25 220,000 267,100 295,100 354,100  

26 221,600 268,700 297,100 356,600  

27 223,300 270,200 299,000 359,100  

28 225,100 271,800 300,900 361,900  

29 226,900 273,400 302,900 364,600  

30 228,000 275,300 304,900 367,600  

31 229,200 277,200 306,900 370,500  

32 230,400 279,100 308,800 373,400  

33 231,600 281,100 310,700 376,400  

34 232,900 282,700 312,500 379,200  

35 234,200 284,300 314,600 381,900  

36 235,500 285,700 316,600 384,600  

37 236,700 287,000 318,500 387,100  

38 237,700 288,300 320,500 389,600  

39 238,800 289,600 322,400 391,900  

40 239,700 291,000 324,300 394,300  

41 240,700 292,400 326,300 396,700  

42 241,700 293,800 328,200 399,000  

43 242,700 295,100 330,100 401,300  

44 243,700 296,400 332,100 403,600  

45 244,700 297,700 334,100 406,000  

46 245,800 299,000 336,100 408,300  

47 247,000 300,400 338,100 410,500  

48 248,200 301,700 340,100 412,700  

49 249,500 303,000 342,200 415,000  

50 250,600 304,300 344,700 417,300  

51 251,700 305,600 347,200 419,500  

52 252,800 306,900 349,700 421,700  

53 253,900 308,200 352,200 423,700  



－25－ 

54 268,700 319,500 367,100 446,800  

55 269,600 320,500 369,100 448,700  

56 270,600 321,700 371,100 450,500  

57 271,600 322,900 373,000 452,200  

58 272,600 324,100 374,800 453,900  

59 273,500 325,200 376,600 455,500  

60 274,400 326,300 378,300 457,200  

61 275,400 327,400 380,100 458,900  

62 276,300 328,400 381,900 460,300  

63 277,200 329,500 383,700 461,300  

64 278,200 330,600 385,400 462,100  

65 279,100 331,800 387,000 462,900  

66 279,900 332,900 388,600 463,700  

67 280,700 334,000 390,100 464,400  

68 281,700 335,100 391,400 465,100  

69 282,700 336,200 392,700 465,800  

70 283,600 337,300 393,500 466,500  

71 284,400 338,400 394,300 467,200  

72 285,300 339,400 395,000 467,900  

73 286,200 340,500 395,700 468,600  

74 287,100 341,400 396,300 469,300  

75 288,000 342,300 396,900 470,000  

76 288,800 343,200 397,500 470,600  

77 289,600 344,200 398,200 471,200  

78 290,500 345,000 398,800 471,900  

79 291,300 345,800 399,400 472,500  

80 292,100 346,500 400,000 473,100  

81 292,900 347,200 400,500 473,700  

82 293,700 347,800 401,100 474,300  

54 254,900 309,500 354,500 425,600  

55 256,000 310,700 356,700 427,600  

56 257,100 312,000 358,800 429,500  

57 258,200 313,300 360,800 431,300  

58 259,300 314,600 362,800 433,100  

59 260,400 315,800 364,700 434,800  

60 261,400 317,100 366,500 436,600  

61 262,500 318,400 368,400 438,400  

62 263,500 319,600 370,300 439,900  

63 264,600 320,800 372,200 441,000  

64 265,800 322,100 374,000 441,900  

65 266,800 323,400 375,800 442,800  

66 267,700 324,700 377,500 443,600  

67 268,700 325,900 379,100 444,300  

68 269,900 327,200 380,500 445,000  

69 271,000 328,400 382,000 445,700  

70 272,000 329,600 383,000 446,400  

71 273,000 330,800 383,900 447,100  

72 274,100 332,000 384,700 447,800  

73 275,200 333,300 385,500 448,500  

74 276,200 334,400 386,300 449,200  

75 277,300 335,500 387,000 449,900  

76 278,300 336,500 387,700 450,500  

77 279,300 337,700 388,500 451,100  

78 280,300 338,700 389,200 451,800  

79 281,300 339,700 389,900 452,400  

80 282,300 340,600 390,600 453,000  

81 283,300 341,400 391,300 453,600  

82 284,300 342,200 391,900 454,200  



－26－ 

83 294,500 348,300 401,700 474,900  

84 295,400 348,900 402,200 475,500  

85 296,200 349,400 402,700 476,100  

86 297,000 350,000 403,200 476,700  

87 297,800 350,500 403,700 477,300  

88 298,500 351,000 404,300 477,800  

89 299,500 351,500 404,900 478,300  

90 300,200 352,100 405,500 478,900  

91 301,100 352,600 406,100 479,400  

92 302,000 353,000 406,600 479,900  

93 302,800 353,500 407,100 480,400  

94 303,600 354,000 407,700 480,900  

95 304,500 354,500 408,200 481,400  

96 305,300 355,000 408,700 481,900  

97 306,100 355,400 409,200 482,400  

98 306,900 355,900 409,700 482,900  

99 307,800 356,300 410,200 483,400  

100 308,600 356,800 410,700 483,900  

101 309,400 357,300 411,200 484,400  

102 310,200 357,700 411,700 484,900  

103 310,900 358,200 412,200 485,400  

104 311,700 358,500 412,700 485,900  

105 312,400 358,800 413,100 486,400  

106 313,000 359,100 413,600 486,900  

107 313,600 359,500 414,100 487,400  

108 314,400 359,900 414,500 487,900  

109 315,100 360,300 414,900 488,400  

110 315,800 360,600 415,400 488,900  

111 316,400 361,000 415,900 489,400  

83 285,300 342,900 392,500 454,800  

84 286,300 343,600 393,000 455,400  

85 287,300 344,300 393,500 456,000  

86 288,300 345,100 394,000 456,600  

87 289,200 345,700 394,500 457,200  

88 290,100 346,400 395,100 457,700  

89 291,300 347,100 395,700 458,200  

90 292,200 347,700 396,300 458,800  

91 293,300 348,200 396,900 459,300  

92 294,300 348,600 397,400 459,800  

93 295,300 349,100 397,900 460,300  

94 296,300 349,600 398,500 460,800  

95 297,300 350,100 399,000 461,300  

96 298,300 350,600 399,500 461,800  

97 299,300 351,000 400,000 462,300  

98 300,300 351,500 400,500 462,800  

99 301,300 351,900 401,000 463,300  

100 302,300 352,400 401,500 463,800  

101 303,300 352,900 402,000 464,300  

102 304,300 353,300 402,500 464,800  

103 305,200 353,800 403,000 465,300  

104 306,200 354,100 403,500 465,800  

105 307,000 354,400 403,900 466,300  

106 307,800 354,700 404,400 466,800  

107 308,600 355,100 404,900 467,300  

108 309,500 355,500 405,300 467,800  

109 310,400 355,900 405,700 468,300  

110 311,200 356,200 406,200 468,800  

111 312,000 356,600 406,700 469,300  



－27－ 

112 317,000 361,400 416,300   

113 317,500 361,800 416,700   

114 318,000 362,200 417,200   

115 318,600 362,500 417,700   

116 319,100 362,900 418,100   

117 319,500 363,300 418,500   

118 319,800 363,600 419,000   

119 320,100 364,000 419,400   

120 320,400 364,400 419,800   

121 320,700 364,800 420,200   

122 321,000 365,100 420,700   

123 321,300 365,500 421,100   

124 321,600 365,900 421,500   

125 321,900 366,300 421,900   

126 322,200  422,300   

127 322,500  422,700   

128 322,800  423,100   

129 323,100  423,500   

130 323,400  423,900   

131 323,700  424,300   

132 324,000  424,700   

133 324,300  425,100   

134 324,600     

135 324,900     

136 325,200     

137 325,500     

138 325,800     

139 326,100     

140 326,400     

112 312,800 357,000 407,100   

113 313,500 357,400 407,500   

114 314,000 357,800 408,000   

115 314,600 358,100 408,500   

116 315,100 358,500 408,900   

117 315,500 358,900 409,300   

118 315,800 359,200 409,800   

119 316,100 359,600 410,200   

120 316,400 360,000 410,600   

121 316,700 360,400 411,000   

122 317,000 360,700 411,500   

123 317,300 361,100 411,900   

124 317,600 361,500 412,300   

125 317,900 361,900 412,700   

126 318,200  413,100   

127 318,500  413,500   

128 318,800  413,900   

129 319,100  414,300   

130 319,400  414,700   

131 319,700  415,100   

132 320,000  415,500   

133 320,300  415,900   

134 320,600     

135 320,900     

136 321,200     

137 321,500     

138 321,800     

139 322,100     

140 322,400     



－28－ 

141 326,700     

142 327,000     

143 327,300     

144 327,600     

145 327,900     

146 328,200     

147 328,500     

148 328,800     

149 329,000     

定年前

再任用

短時間

勤務職

員 

 基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料 

月額 

210,400 243,100 284,900 330,100 453,000 

 

141 322,700     

142 323,000     

143 323,300     

144 323,600     

145 323,900     

146 324,200     

147 324,500     

148 324,800     

149 325,000     

定年前

再任用

短時間

勤務職

員 

 基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料 

月額 

202,900 234,400 274,700 318,300 436,800 

 

備考 ･･････（略） 備考 ･･････（略） 

別表第５（第３条関係） 別表第５（第３条関係） 

医療職給料表⑶ 医療職給料表⑶ 

職員の

区分 

職務の級 

号給 

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 

給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

定年前

再任用

短時間

勤務職

員以外

の職員 

 円 円 円 円 円 

１ 208,100 255,800 274,300 317,300 542,100 

２ 209,500 256,600 275,500 319,200 544,800 

３ 211,100 257,600 276,700 321,100 547,500 

４ 212,700 258,500 278,100 323,100 550,200 

５ 214,400 259,500 279,500 325,100 552,900 

６ 216,000 260,500 280,800 327,100 555,600 

７ 217,600 261,400 282,100 329,100 558,300 

８ 219,300 262,300 283,400 331,000 561,000 

９ 221,000 263,200 284,800 332,900  

職員の

区分 

職務の級 

号給 

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 

給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

定年前

再任用

短時間

勤務職

員以外

の職員 

 円 円 円 円 円 

１ 195,800 239,500 256,400 295,600 517,900 

２ 197,100 240,300 257,800 297,500 520,400 

３ 198,600 241,300 259,200 299,400 523,000 

４ 200,100 242,200 260,700 301,400 525,600 

５ 201,700 243,300 262,200 303,400 528,200 

６ 203,200 244,300 263,700 305,400 530,800 

７ 204,700 245,300 265,100 307,400 533,300 

８ 206,200 246,200 266,500 309,300 535,900 

９ 207,700 247,200 268,000 311,200  



－29－ 

10 222,600 264,200 286,100 334,800  

11 224,300 265,100 287,500 336,900  

12 226,000 266,000 289,000 338,900  

13 227,800 266,900 290,500 340,800  

14 229,500 268,000 291,900 342,800  

15 231,200 269,000 293,200 344,800  

16 232,900 270,100 294,700 346,800  

17 234,600 271,300 296,400 348,800  

18 236,300 272,400 298,200 350,900  

19 238,000 273,400 299,800 353,000  

20 239,700 274,600 301,600 355,000  

21 241,400 275,800 303,500 357,100  

22 243,200 277,000 305,300 359,200  

23 245,200 278,300 307,200 361,400  

24 247,200 279,600 308,900 363,600  

25 249,000 280,900 310,700 365,800  

26 249,700 282,300 312,500 368,300  

27 250,500 283,600 314,300 370,800  

28 251,300 285,100 316,100 373,300  

29 252,000 286,700 317,900 375,800  

30 252,700 288,500 319,800 378,300  

31 253,500 290,100 321,600 380,800  

32 254,300 291,900 323,400 383,600  

33 255,000 293,700 325,200 386,300  

34 255,700 295,200 327,000 389,300  

35 256,500 296,600 329,000 392,200  

36 257,200 298,000 330,900 395,100  

37 258,000 299,300 332,700 398,100  

38 258,700 300,600 334,600 400,900  

10 209,100 248,200 269,400 313,100  

11 210,600 249,100 270,900 315,200  

12 212,100 250,100 272,500 317,200  

13 213,700 251,100 274,100 319,100  

14 215,200 252,400 275,600 321,100  

15 216,700 253,600 277,000 323,100  

16 218,200 254,900 278,600 325,100  

17 219,700 256,300 280,300 327,100  

18 221,200 257,600 282,200 329,200  

19 222,700 258,800 283,900 331,300  

20 224,200 260,200 285,800 333,300  

21 225,700 261,600 287,700 335,400  

22 227,300 263,000 289,600 337,500  

23 229,100 264,500 291,600 339,700  

24 230,900 266,000 293,400 341,900  

25 232,500 267,500 295,200 344,100  

26 233,300 269,000 297,100 346,600  

27 234,100 270,400 299,000 349,100  

28 234,900 272,000 300,900 351,600  

29 235,600 273,700 302,800 354,100  

30 236,300 275,600 304,800 356,600  

31 237,100 277,300 306,700 359,100  

32 237,900 279,200 308,600 361,900  

33 238,700 281,100 310,500 364,600  

34 239,400 282,700 312,400 367,600  

35 240,200 284,200 314,500 370,500  

36 241,000 285,700 316,500 373,400  

37 241,900 287,100 318,400 376,400  

38 242,800 288,500 320,400 379,200  
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39 259,500 301,800 336,400 403,600  

40 260,300 303,000 338,300 406,300  

41 261,100 304,200 340,200 408,800  

42 261,800 305,500 342,000 411,300  

43 262,600 306,700 343,900 413,600  

44 263,400 307,800 345,800 416,000  

45 264,200 309,000 347,700 418,400  

46 264,900 310,200 349,600 420,700  

47 265,700 311,500 351,500 423,000  

48 266,500 312,600 353,400 425,300  

49 267,500 313,700 355,400 427,700  

50 268,500 314,800 357,800 430,000  

51 269,400 315,900 360,200 432,200  

52 270,400 317,100 362,600 434,400  

53 271,500 318,300 365,000 436,700  

54 272,400 319,400 367,200 438,900  

55 273,200 320,500 369,200 441,000  

56 274,100 321,700 371,200 443,100  

57 275,100 322,800 373,100 445,000  

58 276,000 324,100 374,900 446,800  

59 276,800 325,200 376,700 448,700  

60 277,700 326,200 378,400 450,500  

61 278,700 327,200 380,200 452,200  

62 279,600 328,300 382,000 453,900  

63 280,400 329,400 383,800 455,500  

64 281,300 330,500 385,500 457,200  

65 282,200 331,600 387,100 458,900  

66 283,100 332,600 388,600 460,300  

67 284,000 333,700 390,100 461,300  

39 243,700 289,800 322,300 381,900  

40 244,600 291,100 324,300 384,600  

41 245,600 292,400 326,300 387,100  

42 246,400 293,800 328,200 389,600  

43 247,300 295,100 330,200 391,900  

44 248,300 296,400 332,200 394,300  

45 249,300 297,700 334,200 396,700  

46 250,200 299,000 336,200 399,000  

47 251,200 300,400 338,200 401,300  

48 252,200 301,600 340,200 403,600  

49 253,400 302,900 342,300 406,000  

50 254,500 304,200 344,800 408,300  

51 255,600 305,500 347,300 410,500  

52 256,700 306,800 349,800 412,700  

53 257,900 308,100 352,300 415,000  

54 259,000 309,400 354,600 417,300  

55 260,000 310,700 356,800 419,500  

56 261,000 312,000 358,900 421,700  

57 262,100 313,300 360,900 423,700  

58 263,200 314,700 362,900 425,600  

59 264,200 315,900 364,800 427,600  

60 265,200 317,100 366,600 429,500  

61 266,300 318,300 368,500 431,300  

62 267,300 319,500 370,400 433,100  

63 268,300 320,700 372,300 434,800  

64 269,400 322,000 374,100 436,600  

65 270,500 323,200 375,900 438,400  

66 271,500 324,400 377,500 439,900  

67 272,600 325,600 379,100 441,000  
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68 284,800 334,800 391,400 462,100  

69 285,700 335,900 392,700 462,900  

70 286,600 337,000 393,500 463,700  

71 287,500 338,200 394,300 464,400  

72 288,300 339,200 395,000 465,100  

73 289,200 340,200 395,700 465,800  

74 290,100 341,200 396,300 466,500  

75 290,900 342,300 396,900 467,200  

76 291,800 343,300 397,500 467,900  

77 292,600 344,300 398,200 468,600  

78 293,400 345,200 398,800 469,300  

79 294,300 346,000 399,400 470,000  

80 295,200 346,700 400,000 470,600  

81 296,000 347,400 400,500 471,200  

82 296,800 348,000 401,100 471,900  

83 297,700 348,600 401,700 472,500  

84 298,500 349,200 402,200 473,100  

85 299,400 349,800 402,700 473,700  

86 300,200 350,400 403,200 474,300  

87 301,100 351,000 403,700 474,900  

88 302,000 351,500 404,300 475,500  

89 302,800 351,900 404,900 476,100  

90 303,600 352,400 405,500 476,700  

91 304,500 352,800 406,100 477,300  

92 305,300 353,200 406,600 477,800  

93 306,200 353,700 407,100 478,300  

94 307,000 354,100 407,700 478,800  

95 307,900 354,500 408,200 479,300  

96 308,700 355,000 408,700 479,800  

68 273,600 326,900 380,500 441,900  

69 274,700 328,100 382,000 442,800  

70 275,700 329,300 383,000 443,600  

71 276,800 330,600 383,900 444,300  

72 277,800 331,800 384,700 445,000  

73 278,900 333,000 385,500 445,700  

74 279,900 334,200 386,300 446,400  

75 280,900 335,500 387,000 447,100  

76 282,000 336,600 387,700 447,800  

77 283,000 337,800 388,500 448,500  

78 284,000 338,900 389,200 449,200  

79 285,100 339,900 389,900 449,900  

80 286,100 340,800 390,600 450,500  

81 287,100 341,600 391,300 451,100  

82 288,100 342,400 391,900 451,800  

83 289,100 343,200 392,500 452,400  

84 290,100 343,900 393,000 453,000  

85 291,200 344,700 393,500 453,600  

86 292,200 345,500 394,000 454,200  

87 293,300 346,200 394,500 454,800  

88 294,300 346,900 395,100 455,400  

89 295,300 347,500 395,700 456,000  

90 296,300 348,000 396,300 456,600  

91 297,300 348,400 396,900 457,200  

92 298,300 348,800 397,400 457,700  

93 299,400 349,300 397,900 458,200  

94 300,400 349,700 398,500 458,700  

95 301,400 350,100 399,000 459,200  

96 302,400 350,600 399,500 459,700  
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97 309,600 355,500 409,100 480,300  

98 310,500 355,900 409,600 480,800  

99 311,200 356,300 410,100 481,300  

100 311,900 356,800 410,600 481,800  

101 312,600 357,300 411,100 482,300  

102 313,300 357,700 411,600 482,800  

103 313,900 358,100 412,100 483,300  

104 314,600 358,500 412,600 483,800  

105 315,200 358,800 413,000 484,300  

106 315,900 359,200 413,500 484,800  

107 316,400 359,600 414,000 485,300  

108 316,900 360,000 414,400 485,800  

109 317,300 360,300 414,800 486,300  

110 317,800 360,600 415,300 486,800  

111 318,200 361,000 415,800 487,300  

112 318,700 361,400 416,200   

113 319,000 361,800 416,600   

114 319,300 362,200 417,100   

115 319,600 362,600 417,600   

116 319,900 362,900 418,000   

117 320,200 363,300 418,400   

118 320,500 363,700 418,900   

119 320,800 364,100 419,300   

120 321,100 364,500 419,700   

121 321,400 364,800 420,100   

122 321,700 365,100 420,500   

123 322,000 365,500 420,900   

124 322,300 365,900 421,300   

125 322,600 366,200 421,700   

97 303,500 351,100 399,900 460,200  

98 304,600 351,500 400,400 460,700  

99 305,500 351,900 400,900 461,200  

100 306,400 352,400 401,400 461,700  

101 307,200 352,900 401,900 462,200  

102 308,100 353,300 402,400 462,700  

103 308,900 353,700 402,900 463,200  

104 309,700 354,100 403,400 463,700  

105 310,500 354,400 403,800 464,200  

106 311,300 354,800 404,300 464,700  

107 312,000 355,200 404,800 465,200  

108 312,700 355,600 405,200 465,700  

109 313,300 355,900 405,600 466,200  

110 313,800 356,200 406,100 466,700  

111 314,200 356,600 406,600 467,200  

112 314,700 357,000 407,000   

113 315,000 357,400 407,400   

114 315,300 357,800 407,900   

115 315,600 358,200 408,400   

116 315,900 358,500 408,800   

117 316,200 358,900 409,200   

118 316,500 359,300 409,700   

119 316,800 359,700 410,100   

120 317,100 360,100 410,500   

121 317,400 360,400 410,900   

122 317,700 360,700 411,300   

123 318,000 361,100 411,700   

124 318,300 361,500 412,100   

125 318,600 361,800 412,500   
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126 322,900 366,500 422,100   

127 323,200 366,900 422,500   

128 323,500 367,300 422,900   

129 323,800 367,600 423,300   

130 324,100     

131 324,400     

132 324,700     

133 325,000     

134 325,300     

135 325,600     

136 325,900     

137 326,200     

138 326,500     

139 326,800     

140 327,100     

141 327,400     

142 327,700     

143 328,000     

144 328,300     

145 328,600     

定年前

再任用

短時間

勤務職

員 

 基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料 

月額 

214,600 244,200 284,900 330,200 453,000 

 

126 318,900 362,100 412,900   

127 319,200 362,500 413,300   

128 319,500 362,900 413,700   

129 319,800 363,200 414,100   

130 320,100     

131 320,400     

132 320,700     

133 321,000     

134 321,300     

135 321,600     

136 321,900     

137 322,200     

138 322,500     

139 322,800     

140 323,100     

141 323,400     

142 323,700     

143 324,000     

144 324,300     

145 324,600     

定年前

再任用

短時間

勤務職

員 

 基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料 

月額 

206,900 235,500 274,700 318,400 436,800 

 

備考 ･･････（略） 備考 ･･････（略） 

別表第６（第３条関係） 別表第６（第３条関係） 

消防職給料表 

 

消防職給料表 
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職員の

区分 

職務の級 

号給 

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 

給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

定年前

再任用

短時間

勤務職

員以外

の職員 

 円 円 円 円 円 

１ 196,400 251,600 272,700 325,100 542,100 

２ 197,300 252,700 274,000 327,100 544,800 

３ 198,300 253,800 275,300 329,100 547,500 

４ 199,300 254,900 276,600 331,000 550,200 

５ 200,300 256,000 278,000 332,900 552,900 

６ 201,400 257,100 279,300 334,800 555,600 

７ 202,600 258,200 280,600 336,900 558,300 

８ 203,800 259,300 281,900 338,900 561,000 

９ 205,000 260,400 283,300 340,800  

10 206,200 261,500 284,600 342,800  

11 207,400 262,600 286,000 344,800  

12 208,800 263,800 287,500 346,800  

13 210,200 265,000 289,000 348,800  

14 211,600 266,200 290,600 350,900  

15 213,100 267,300 292,200 353,000  

16 214,600 268,600 293,800 355,000  

17 216,200 270,000 295,500 357,100  

18 218,500 271,300 297,400 359,200  

19 220,800 272,400 299,200 361,400  

20 223,200 273,700 301,100 363,600  

21 225,600 275,100 302,900 365,800  

22 227,600 276,400 304,800 368,300  

23 229,600 277,600 306,700 370,800  

24 231,600 278,900 308,500 373,300  

25 233,600 280,300 310,300 375,800  

26 235,700 281,800 312,200 378,300  

職員の

区分 

職務の級 

号給 

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 

給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

定年前

再任用

短時間

勤務職

員以外

の職員 

 円 円 円 円 円 

１ 184,100 235,800 254,800 303,400 517,900 

２ 185,000 237,000 256,200 305,400 520,400 

３ 186,000 238,200 257,600 307,400 523,000 

４ 187,000 239,400 259,000 309,300 525,600 

５ 188,000 240,600 260,500 311,200 528,200 

６ 189,000 241,800 261,900 313,100 530,800 

７ 190,100 243,000 263,300 315,200 533,300 

８ 191,200 244,200 264,700 317,200 535,900 

９ 192,300 245,400 266,200 319,100  

10 193,400 246,600 267,600 321,100  

11 194,500 247,800 269,100 323,100  

12 195,700 249,100 270,700 325,100  

13 196,900 250,400 272,300 327,100  

14 198,100 251,700 274,000 329,200  

15 199,400 252,900 275,700 331,300  

16 200,700 254,300 277,400 333,300  

17 202,100 255,800 279,200 335,400  

18 204,200 257,200 281,200 337,500  

19 206,300 258,400 283,100 339,700  

20 208,500 259,800 285,100 341,900  

21 210,700 261,300 287,000 344,100  

22 212,500 262,700 289,000 346,600  

23 214,300 264,000 291,000 349,100  

24 216,100 265,400 292,900 351,600  

25 217,900 266,900 294,800 354,100  

26 219,800 268,500 296,800 356,600  



－35－ 

27 237,800 283,200 314,100 380,800  

28 239,900 284,600 315,900 383,600  

29 242,000 286,100 317,700 386,300  

30 243,200 288,000 319,600 389,300  

31 244,500 289,800 321,500 392,200  

32 245,800 291,700 323,300 395,100  

33 247,300 293,500 325,100 398,100  

34 248,300 295,000 326,900 400,900  

35 249,300 296,500 328,900 403,600  

36 250,300 297,900 330,800 406,300  

37 251,300 299,100 332,600 408,800  

38 252,200 300,300 334,500 411,300  

39 253,200 301,500 336,300 413,600  

40 254,200 302,800 338,200 416,000  

41 255,200 304,100 340,100 418,400  

42 256,100 305,400 341,900 420,700  

43 257,100 306,600 343,800 423,000  

44 258,100 307,700 345,700 425,300  

45 259,100 308,900 347,600 427,700  

46 260,000 310,100 349,500 430,000  

47 261,000 311,300 351,400 432,200  

48 262,000 312,500 353,300 434,400  

49 263,000 313,600 355,300 436,700  

50 264,000 314,700 357,700 438,900  

51 265,000 315,800 360,100 441,000  

52 265,900 317,000 362,500 443,100  

53 266,800 318,200 364,900 445,000  

54 267,700 319,300 367,100 446,800  

55 268,600 320,400 369,100 448,700  

27 221,700 270,000 298,800 359,100  

28 223,600 271,500 300,700 361,900  

29 225,500 273,100 302,600 364,600  

30 226,800 275,100 304,600 367,600  

31 228,200 277,000 306,600 370,500  

32 229,600 279,000 308,500 373,400  

33 231,200 280,900 310,400 376,400  

34 232,400 282,500 312,300 379,200  

35 233,500 284,100 314,400 381,900  

36 234,600 285,600 316,400 384,600  

37 235,700 286,900 318,300 387,100  

38 236,700 288,200 320,300 389,600  

39 237,800 289,500 322,200 391,900  

40 238,900 290,900 324,200 394,300  

41 240,100 292,300 326,200 396,700  

42 241,100 293,700 328,100 399,000  

43 242,200 295,000 330,100 401,300  

44 243,300 296,300 332,100 403,600  

45 244,500 297,600 334,100 406,000  

46 245,500 298,900 336,100 408,300  

47 246,600 300,200 338,100 410,500  

48 247,700 301,500 340,100 412,700  

49 248,900 302,800 342,200 415,000  

50 250,000 304,100 344,700 417,300  

51 251,100 305,400 347,200 419,500  

52 252,100 306,700 349,700 421,700  

53 253,200 308,000 352,200 423,700  

54 254,200 309,300 354,500 425,600  

55 255,300 310,600 356,700 427,600  



－36－ 

56 269,600 321,500 371,100 450,500  

57 270,600 322,700 373,000 452,200  

58 271,500 323,800 374,800 453,900  

59 272,400 324,900 376,600 455,500  

60 273,400 326,000 378,300 457,200  

61 274,400 327,100 380,100 458,900  

62 275,300 328,200 381,900 460,300  

63 276,200 329,300 383,700 461,300  

64 277,100 330,400 385,400 462,100  

65 278,100 331,500 387,000 462,900  

66 279,000 332,500 388,600 463,700  

67 279,900 333,600 390,100 464,400  

68 280,800 334,700 391,400 465,100  

69 281,700 335,800 392,700 465,800  

70 282,600 336,900 393,500 466,500  

71 283,500 338,000 394,300 467,200  

72 284,400 339,000 395,000 467,900  

73 285,300 340,100 395,700 468,600  

74 286,200 341,000 396,300 469,300  

75 287,100 342,000 396,900 470,000  

76 288,000 343,000 397,500 470,600  

77 288,900 344,000 398,200 471,200  

78 289,800 344,900 398,800 471,900  

79 290,700 345,700 399,400 472,500  

80 291,600 346,400 400,000 473,100  

81 292,500 347,100 400,500 473,700  

82 293,300 347,700 401,100 474,300  

83 294,200 348,300 401,700 474,900  

84 295,100 348,900 402,200 475,500  

56 256,400 311,800 358,800 429,500  

57 257,500 313,100 360,800 431,300  

58 258,500 314,300 362,800 433,100  

59 259,600 315,500 364,700 434,800  

60 260,700 316,800 366,500 436,600  

61 261,800 318,100 368,400 438,400  

62 262,800 319,400 370,300 439,900  

63 263,900 320,600 372,200 441,000  

64 265,000 321,900 374,000 441,900  

65 266,100 323,100 375,800 442,800  

66 267,100 324,300 377,500 443,600  

67 268,200 325,500 379,100 444,300  

68 269,300 326,800 380,500 445,000  

69 270,300 328,000 382,000 445,700  

70 271,300 329,200 383,000 446,400  

71 272,400 330,400 383,900 447,100  

72 273,400 331,600 384,700 447,800  

73 274,500 332,900 385,500 448,500  

74 275,500 334,000 386,300 449,200  

75 276,600 335,200 387,000 449,900  

76 277,600 336,300 387,700 450,500  

77 278,700 337,500 388,500 451,100  

78 279,700 338,600 389,200 451,800  

79 280,700 339,600 389,900 452,400  

80 281,800 340,500 390,600 453,000  

81 282,900 341,300 391,300 453,600  

82 283,900 342,100 391,900 454,200  

83 285,000 342,900 392,500 454,800  

84 286,000 343,600 393,000 455,400  
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85 296,000 349,400 402,700 476,100  

86 296,800 350,000 403,200 476,700  

87 297,700 350,500 403,700 477,300  

88 298,500 351,000 404,300 477,800  

89 299,400 351,500 404,900 478,300  

90 300,200 352,100 405,500 478,900  

91 301,100 352,600 406,100 479,400  

92 302,000 353,000 406,600 479,900  

93 302,800 353,500 407,100 480,400  

94 303,600 354,000 407,700 480,900  

95 304,500 354,500 408,200 481,400  

96 305,300 355,000 408,700 481,900  

97 306,200 355,400 409,200 482,300  

98 307,000 355,900 409,700 482,700  

99 307,900 356,300 410,200 483,100  

100 308,700 356,800 410,700 483,500  

101 309,600 357,300 411,200 483,900  

102 310,500 357,700 411,700 484,300  

103 311,300 358,200 412,200 484,700  

104 312,100 358,700 412,700 485,100  

105 312,900 359,100 413,100 485,500  

106 313,600 359,500 413,600 485,900  

107 314,300 359,900 414,100 486,300  

108 315,100 360,300 414,500 486,700  

109 315,700 360,700 414,900 487,100  

110 316,300 361,100 415,400 487,500  

111 316,800 361,500 415,900 487,900  

112 317,300 361,900 416,300 488,300  

113 317,800 362,300 416,700 488,700  

85 287,100 344,300 393,500 456,000  

86 288,100 345,100 394,000 456,600  

87 289,100 345,700 394,500 457,200  

88 290,100 346,400 395,100 457,700  

89 291,200 347,100 395,700 458,200  

90 292,200 347,700 396,300 458,800  

91 293,300 348,200 396,900 459,300  

92 294,300 348,600 397,400 459,800  

93 295,300 349,100 397,900 460,300  

94 296,300 349,600 398,500 460,800  

95 297,300 350,100 399,000 461,300  

96 298,300 350,600 399,500 461,800  

97 299,400 351,000 400,000 462,200  

98 300,400 351,500 400,500 462,600  

99 301,400 351,900 401,000 463,000  

100 302,400 352,400 401,500 463,400  

101 303,500 352,900 402,000 463,800  

102 304,600 353,300 402,500 464,200  

103 305,600 353,800 403,000 464,600  

104 306,600 354,300 403,500 465,000  

105 307,500 354,700 403,900 465,400  

106 308,400 355,100 404,400 465,800  

107 309,300 355,500 404,900 466,200  

108 310,200 355,900 405,300 466,600  

109 311,000 356,300 405,700 467,000  

110 311,700 356,700 406,200 467,400  

111 312,400 357,100 406,700 467,800  

112 313,100 357,500 407,100 468,200  

113 313,800 357,900 407,500 468,600  
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114 318,200 362,700 417,200 489,100  

115 318,700 363,100 417,700 489,500  

116 319,200 363,500 418,100 489,900  

117 319,600 363,900 418,500 490,300  

118 320,000 364,300 419,000 490,700  

119 320,300 364,700 419,400 491,100  

120 320,600 365,100 419,800   

121 320,900 365,500 420,200   

122 321,300 365,800 420,700   

123 321,600 366,200 421,100   

124 321,900 366,600 421,500   

125 322,200 367,000 421,900   

126 322,600 367,300 422,400   

127 322,900 367,700 422,800   

128 323,200 368,100 423,200   

129 323,500 368,500 423,600   

130 323,900 368,900 424,100   

131 324,200 369,300 424,500   

132 324,500 369,700 424,900   

133 324,800 370,100 425,300   

134 325,200 370,500 425,700   

135 325,500 370,900 426,100   

136 325,800 371,300 426,500   

137 326,100 371,700 426,900   

138 326,400 372,100 427,300   

139 326,800 372,500 427,700   

140 327,100 372,900 428,100   

141 327,400 373,300 428,500   

142 327,700 373,700    

114 314,200 358,300 408,000 469,000  

115 314,700 358,700 408,500 469,400  

116 315,200 359,100 408,900 469,800  

117 315,600 359,500 409,300 470,200  

118 316,000 359,900 409,800 470,600  

119 316,300 360,300 410,200 471,000  

120 316,600 360,700 410,600   

121 316,900 361,100 411,000   

122 317,300 361,400 411,500   

123 317,600 361,800 411,900   

124 317,900 362,200 412,300   

125 318,200 362,600 412,700   

126 318,600 362,900 413,200   

127 318,900 363,300 413,600   

128 319,200 363,700 414,000   

129 319,500 364,100 414,400   

130 319,900 364,500 414,900   

131 320,200 364,900 415,300   

132 320,500 365,300 415,700   

133 320,800 365,700 416,100   

134 321,200 366,100 416,500   

135 321,500 366,500 416,900   

136 321,800 366,900 417,300   

137 322,100 367,300 417,700   

138 322,400 367,700 418,100   

139 322,800 368,100 418,500   

140 323,100 368,500 418,900   

141 323,400 368,900 419,300   

142 323,700 369,300    
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143 328,000 374,100    

144 328,300 374,500    

145 328,600 374,900    

146 328,900 375,300    

147 329,200 375,700    

148 329,500 376,100    

149 329,800 376,500    

150 330,100 376,900    

151 330,400 377,300    

152 330,700 377,700    

153 331,000     

定年前

再任用

短時間

勤務職

員 

 基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料 

月額 

208,600 242,300 285,000 330,200 453,000 

 

143 324,000 369,700    

144 324,300 370,100    

145 324,600 370,500    

146 324,900 370,900    

147 325,200 371,300    

148 325,500 371,700    

149 325,800 372,100    

150 326,100 372,500    

151 326,400 372,900    

152 326,700 373,300    

153 327,000     

定年前

再任用

短時間

勤務職

員 

 基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料 

月額 

201,200 233,700 274,800 318,400 436,800 

 

備考 ･･････（略） 備考 ･･････（略） 
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第70号議案 

 

 

 

稲城市市税条例の一部を改正する条例 

 

 

上記の議案を提出する。 

 

 

令和７年11月26日 

 

 

提出者 稲城市長 髙 橋 勝 浩 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

地方税法等の一部を改正する法律（令和５年法律第１号）第２条の規定による地

方税法（昭和25年法律第226号）の改正等及び都市計画税の税率を0.27％とする特

例措置を令和８年度も適用することに伴い、稲城市市税条例の一部を改正する必要

があるので、本案を提出する。 
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稲城市市税条例の一部を改正する条例 

 

稲城市市税条例（昭和30年稲城市条例第67号）の一部を次のように改正する。 

 

第18条中「公示送達は、」の次に「公示事項（同条第２項に規定する公示事項を

いう。以下この条において同じ。）を地方税法施行規則（昭和29年総理府令第23号。

以下「施行規則」という。）第１条の８第１項に規定する方法により不特定多数の

者が閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、公示事項が記載された

書面を」を加え、「掲示して行なう」を「掲示し、又は公示事項を市の事務所に設

置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措

置をとることによってする」に改める。 

第18条の３中「地方税法施行規則（昭和29年総理府令第23号。以下「施行規則」

という。）」を「施行規則」に改める。 

付則第25条中「令和７年度分」を「令和８年度分」に改める。 

 

 

付 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日

から施行する。 

⑴ 付則第25条の改正規定 令和８年４月１日 

⑵ 第18条及び第18条の３の改正規定並びに次条の規定 地方税法等の一部を改

正する法律（令和５年法律第１号）附則第１条第12号に掲げる規定の施行の日 

（公示送達に関する経過措置） 

第２条 この条例による改正後の稲城市市税条例（以下「新条例」という。）第18

条の規定は、前条第２号に掲げる規定の施行の日以後にする公示送達について適

用し、同日前にした公示送達については、なお従前の例による。 

（都市計画税の税率に関する経過措置） 

第３条 新条例付則第25条の規定は、令和８年度分の都市計画税について適用し、

令和７年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。 
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議案概要説明書 

議 案 番 号  第70号 担 当 課 市民部課税課  

件 名 稲城市市税条例の一部を改正する条例  

【概  要】 

本案は、地方税法等の一部を改正する法律（令和５年法律第１号）第２条の規定に

よる地方税法（昭和 25年法律第 226号）の改正等及び都市計画税の税率を 0.27％とす

る特例措置を令和８年度も適用することに伴い、稲城市市税条例（昭和30年稲城市条

例第67号）の一部を改正するものです。  

 

【改正内容】 

 ○ 第18条（公示送達） 

   公示送達は、公示事項をインターネットを利用する方法により不特定多数の者が

閲覧できるようにするとともに、市の掲示場に書面を掲示し、又は市に設置したデ

ジタル画面に表示することでも閲覧できるようにすることとします。（地方税法等

の一部を改正する法律（令和５年法律第１号）附則第１条第 12号に掲げる規定の施

行の日施行）  

○ 第18条の３（納税証明事項） 

  第 18条の改正に伴い、文言を整理します。（地方税法等の一部を改正する法律

（令和５年法律第１号）附則第１条第 12号に掲げる規定の施行の日施行）  

○ 付則第25条（都市計画税の税率の特例）  

都市計画税の税率については、地方税法第 702条の４に規定する制限税率を 0.3％

と定めていますが、昭和63年度から税率を 0.27％とする特例措置を設け、現在に至

っています。今回の改正は、この特例措置の期間を１年間延長するものです。（令

和８年４月１日施行） 

 

【経過措置】 

付則において、経過措置について規定します。 
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稲城市市税条例の新旧対照表 

新 旧 

（公示送達） （公示送達） 

第18条 法第20条の２の規定による公示送達は、公示事項（同条第２項に規定する公示事

項をいう。以下この条において同じ。）を地方税法施行規則（昭和29年総理府令第23号。

以下「施行規則」という。）第１条の８第１項に規定する方法により不特定多数の者が

閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、公示事項が記載された書面を稲

城市公告式条例（昭和25年条例第30号）第２条第２項に規定する掲示場に掲示し、又は

公示事項を市の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすること

ができる状態に置く措置をとることによってするものとする。 

第18条 法第20条の２の規定による公示送達は、稲城市公告式条例（昭和25年条例第30号）

第２条第２項に規定する掲示場に掲示して行なうものとする。 

（納税証明事項） （納税証明事項） 

第18条の３ 施行規則第１条の９第２号に規定する事項は、道路運送車両法（昭和26年法

律第185号）第59条第１項に規定する検査対象軽自動車又は２輪の小型自動車について天

災その他やむを得ない事由により種別割を滞納している場合においてその旨とする。 

第18条の３ 地方税法施行規則（昭和29年総理府令第23号。以下「施行規則」という。）

第１条の９第２号に規定する事項は、道路運送車両法（昭和26年法律第185号）第59条第

１項に規定する検査対象軽自動車又は２輪の小型自動車について天災その他やむを得な

い事由により種別割を滞納している場合においてその旨とする。 

付 則 付 則 

（都市計画税の税率の特例） （都市計画税の税率の特例） 

第25条 令和８年度分の都市計画税の税率は、第144条の規定にかかわらず、100分の0.27

とする。 

第25条 令和７年度分の都市計画税の税率は、第144条の規定にかかわらず、100分の0.27

とする。 
  

 

 

第70号議案関係資料 
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第71号議案 

 

 

 

稲城市手数料条例の一部を改正する条例 

 

 

上記の議案を提出する。 

 

 

令和７年11月26日 

 

 

提出者 稲城市長 髙 橋 勝 浩 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に

関する法律等の一部を改正する法律（令和７年法律第47号）第４条及び第６条の規

定によるマンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)の

改正に伴い、稲城市手数料条例の一部を改正する必要があるので、本案を提出する。  
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稲城市手数料条例の一部を改正する条例 

 

第１条 稲城市手数料条例（平成12年稲城市条例第12号）の一部を次のように改

正する。 

 

別表36の項中「第５条の４」を「第５条の14」に、「第５条の６第１項」を

「第５条の16第１項」に改め、同表37の項中「第５条の７第１項」を「第５条の

17第１項」に、「第５条の７第２項」を「第５条の17第２項」に、「第５条の４

各号」を「第５条の14各号」に改める。 

 

第２条 稲城市手数料条例の一部を次のように改正する。 

 

別表36の項中「第５条の14」を「第５条の16」に、「第５条の16第１項」を

「第５条の18第１項」に改め、同表37の項中「第５条の17第１項」を「第５条の

19第１項」に、「第５条の17第２項」を「第５条の19第２項」に、「第５条の14

各号」を「第５条の16各号」に改める。 

 

 

付 則 

この条例中第１条の規定は公布の日から、第２条の規定は老朽化マンション等の

管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改

正する法律（令和７年法律第47号）附則第１条第３号に掲げる規定の日から施行す

る。 
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議案概要説明書 

議 案 番 号  第71号 担 当 課  都市建設部まちづくり再生課  

件 名  稲城市手数料条例の一部を改正する条例  

【概  要】  

本案は、老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所

有等に関する法律等の一部を改正する法律（令和７年法律第 47号）第４条及び第６条

の規定によるマンションの管理の適正化の推進に関する法律 (平成 12年法律第 149号 )

の改正に伴い、稲城市手数料条例（平成 12年稲城市条例第 12号）の一部を改正するも

のです。  

 

【第１条の改正内容（稲城市手数料条例の一部改正）】 

 〇 別表（第２条関係）  

マンションの管理の適正化の推進に関する法律の改正に伴い、引用条項を整理し

ます。 

 

【第２条の改正内容（稲城市手数料条例の一部改正）】  

 〇 別表（第２条関係）  

マンションの管理の適正化の推進に関する法律の改正に伴い、引用条項を整理し

ます。 

 

【施行期日】  

この条例中第１条の規定は公布の日から、第２条の規定は老朽化マンション等の管

理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正す

る法律附則第１条第３号に掲げる規定の日から施行します。  
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稲城市手数料条例の新旧対照表 

〇 第１条による改正（稲城市手数料条例（平成12年稲城市条例第12号）） 

新 旧 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

徴収する事務 金額 

１～35 ･･････（略） 

36 マンションの管理の適

正化の推進に関する法律

（平成12年法律第149号）

第５条の14の規定による

管理計画の認定又は第５

条の16第１項の規定によ

る管理計画の認定の更新

の申請に対する審査 

･･････（略） 

37 マンションの管理の適

正化の推進に関する法律

第５条の17第１項の規定

による管理計画の変更の

認定の申請に対する審査 

１件につき、次に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ次に

定める額を合算した額 

⑴ マンションの管理の適正化の推進に関する法律第５条

の17第２項において準用する同法第５条の14各号に規定

する基準（以下「変更に係る認定基準」という。）のうち

管理組合の運営の基準に係る事項 4,800円（変更する長

期修繕計画の数が２以上である場合は、4,800円に１を超

える長期修繕計画の数に2,600円を乗じて得た額を加算

した額） 

⑵～⑹ ･･････（略） 

38・39 ･･････（略） 
 

徴収する事務 金額 

１～35 ･･････（略） 

36 マンションの管理の適

正化の推進に関する法律

（平成12年法律第149号）

第５条の４の規定による

管理計画の認定又は第５

条の６第１項の規定によ

る管理計画の認定の更新

の申請に対する審査 

･･････（略） 

37 マンションの管理の適

正化の推進に関する法律

第５条の７第１項の規定

による管理計画の変更の

認定の申請に対する審査 

１件につき、次に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ次に

定める額を合算した額 

⑴ マンションの管理の適正化の推進に関する法律第５条

の７第２項において準用する同法第５条の４各号に規定

する基準（以下「変更に係る認定基準」という。）のうち

管理組合の運営の基準に係る事項 4,800円（変更する長

期修繕計画の数が２以上である場合は、4,800円に１を超

える長期修繕計画の数に2,600円を乗じて得た額を加算

した額） 

⑵～⑹ ･･････（略） 

38・39 ･･････（略） 
 

 

〇 第２条による改正（稲城市手数料条例） 

新 旧 

第71号議案関係資料 
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別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

徴収する事務 金額 

１～35 ･･････（略） 

36 マンションの管理の適

正化の推進に関する法律

（平成12年法律第149号）

第５条の16の規定による

管理計画の認定又は第５

条の18第１項の規定によ

る管理計画の認定の更新

の申請に対する審査 

･･････（略） 

37 マンションの管理の適

正化の推進に関する法律

第５条の19第１項の規定

による管理計画の変更の

認定の申請に対する審査 

１件につき、次に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ次に

定める額を合算した額 

⑴ マンションの管理の適正化の推進に関する法律第５条

の19第２項において準用する同法第５条の16各号に規定

する基準（以下「変更に係る認定基準」という。）のうち

管理組合の運営の基準に係る事項 4,800円（変更する長

期修繕計画の数が２以上である場合は、4,800円に１を超

える長期修繕計画の数に2,600円を乗じて得た額を加算

した額） 

⑵～⑹ ･･････（略） 

38・39 ･･････（略） 
 

徴収する事務 金額 

１～35 ･･････（略） 

36 マンションの管理の適

正化の推進に関する法律

（平成12年法律第149号）

第５条の14の規定による

管理計画の認定又は第５

条の16第１項の規定によ

る管理計画の認定の更新

の申請に対する審査 

･･････（略） 

37 マンションの管理の適

正化の推進に関する法律

第５条の17第１項の規定

による管理計画の変更の

認定の申請に対する審査 

１件につき、次に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ次に

定める額を合算した額 

⑴ マンションの管理の適正化の推進に関する法律第５条

の17第２項において準用する同法第５条の14各号に規定

する基準（以下「変更に係る認定基準」という。）のうち

管理組合の運営の基準に係る事項 4,800円（変更する長

期修繕計画の数が２以上である場合は、4,800円に１を超

える長期修繕計画の数に2,600円を乗じて得た額を加算

した額） 

⑵～⑹ ･･････（略） 

38・39 ･･････（略） 
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第72号議案 

 

 

 

稲城市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例 

 

上記の議案を提出する。 

 

 

令和７年11月26日 

 

 

提出者 稲城市長 髙 橋 勝 浩 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

ひとり親家庭等の医療費の助成において、自治体及び医療機関等をつなぐ情報連

携基盤との接続を開始することに伴い、当該医療費の助成を受けようとするときに

必要な手続について、個人番号カードにより助成を受ける資格の確認を受ける方法

を追加する等のため、稲城市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を

改正する必要があるので、本案を提出する。 
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稲城市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例 

 

 稲城市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例（平成元年稲城市条例第24号）

の一部を次のように改正する。 

 

第６条第１項中「準ずるもの」を「準ずる者」に改め、「単に」を削り、同条第

３項中「前２項の」を「前２項における」に、「法令」を「法令等」に改める。 

第７条第１項中「に、医療証の交付を受けた対象者が、医療証を提示して」を

「から、医療証又は個人番号カード（行政手続における特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律（平成25年法律第27号）第２条第７項に規定する個人

番号カードをいう。）により、この条例による助成を受ける資格の確認を受け」に

改める。 

 

 

付 則 

この条例は、規則で定める日から施行する。 

 



－ 1 － 

議案概要説明書 

議 案 番 号  第72号 担 当 課 子ども福祉部子育て支援課  

件 名 稲城市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例  

【概  要】 

本案は、ひとり親家庭等の医療費の助成において、自治体及び医療機関等をつなぐ

情報連携基盤との接続を開始することに伴い、当該医療費の助成を受けようとすると

きに必要な手続について、個人番号カードにより助成を受ける資格の確認を受ける方

法を追加する等のため、稲城市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例（平成元

年稲城市条例第24号）の一部を改正するものです。  

 

【改正内容】 

〇 第６条（助成の範囲） 

文言を整理します。  

 〇 第７条（医療費の助成）  

   医療費の助成を受けるときは、病院等から医療証又は個人番号カードにより助成

を受ける資格の確認を受けるものとします。  

 

【施行期日】  

この条例は、規則で定める日から施行します。 
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稲城市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の新旧対照表 

新 旧 

（助成の範囲） （助成の範囲） 

第６条 市は、対象者の疾病又は負傷について国民健康保険法又は社会保険各法の規定に

より医療に関する給付が行われた場合における医療費（健康保険の療養に要する費用の

額の算定方法によって算定された額（当該法令の規定に基づきこれと異なる算定方法に

よることとされている場合においては、その算定方法によって算定された額）を超える

額を除く。以下同じ。）のうち、当該法令の規定によって対象者及び対象者に係る国民

健康保険法による世帯主若しくは社会保険各法による被保険者その他これに準ずる者が

負担すべき額（以下「対象者等負担額」という。）から、高齢者の医療の確保に関する

法律（昭和57年法律第80号）第67条第１項の規定の例により算定した一部負担金に相当

する額その他の同法に規定する後期高齢者医療の被保険者が同法の規定により負担すべ

き額（入院時食事療養費に係る食事療養標準負担額又は入院時生活療養費に係る生活療

養標準負担額を除く。）に相当する額（同法に規定する後期高齢者医療の被保険者が、

同法第56条第２号に規定する高額療養費を支給される場合に相当する場合にあっては、

規則で定める額）及び国民健康保険法又は社会保険各法の規定により負担すべき入院時

食事療養費に係る食事療養標準負担額（以下「食事療養標準負担額」という。）又は入

院時生活療養費に係る生活療養標準負担額（以下「生活療養標準負担額」という。）の

合計額（以下「一部負担金等相当額」という。）を控除した額を助成する。この場合に

おいて、一部負担金等相当額の算出に当たっては、高齢者の医療の確保に関する法律第

67条第１項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合にかかわらず、同項第

１号に定める割合を乗じるものとする。 

第６条 市は、対象者の疾病又は負傷について国民健康保険法又は社会保険各法の規定に

より医療に関する給付が行われた場合における医療費（健康保険の療養に要する費用の

額の算定方法によって算定された額（当該法令の規定に基づきこれと異なる算定方法に

よることとされている場合においては、その算定方法によって算定された額）を超える

額を除く。以下同じ。）のうち、当該法令の規定によって対象者及び対象者に係る国民

健康保険法による世帯主若しくは社会保険各法による被保険者その他これに準ずるもの

が負担すべき額（以下「対象者等負担額」という。）から、高齢者の医療の確保に関す

る法律（昭和57年法律第80号）第67条第１項の規定の例により算定した一部負担金に相

当する額その他の同法に規定する後期高齢者医療の被保険者が同法の規定により負担す

べき額（入院時食事療養費に係る食事療養標準負担額又は入院時生活療養費に係る生活

療養標準負担額を除く。）に相当する額（同法に規定する後期高齢者医療の被保険者が、

同法第56条第２号に規定する高額療養費を支給される場合に相当する場合にあっては、

規則で定める額）及び国民健康保険法又は社会保険各法の規定により負担すべき入院時

食事療養費に係る食事療養標準負担額（以下単に「食事療養標準負担額」という。）又

は入院時生活療養費に係る生活療養標準負担額（以下単に「生活療養標準負担額」とい

う。）の合計額（以下「一部負担金等相当額」という。）を控除した額を助成する。こ

の場合において、一部負担金等相当額の算出に当たっては、高齢者の医療の確保に関す

る法律第67条第１項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合にかかわら

ず、同項第１号に定める割合を乗じるものとする。 

２ ･･････(略) ２ ･･････(略) 

３ 前２項における助成は、他の法令等によって医療に関する給付を受けることができる

ときは、その給付の限度において行わない。 

３ 前２項の助成は、他の法令によって医療に関する給付を受けることができるときは、

その給付の限度において行わない。 

（医療費の助成） （医療費の助成） 

第７条 医療費の助成は、病院、診療所若しくは薬局又はその他の者（以下「病院等」と

いう。）から、医療証又は個人番号カード（行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律（平成25年法律第27号）第２条第７項に規定する個人番

第７条 医療費の助成は、病院、診療所若しくは薬局又はその他の者（以下「病院等」と

いう。）に、医療証の交付を受けた対象者が、医療証を提示して、診療、薬剤の支給又

は手当を受けた場合に、助成する額を当該病院等に支払うことによって行う。 

第72号議案関係資料 
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号カードをいう。）により、この条例による助成を受ける資格の確認を受け、診療、薬

剤の支給又は手当を受けた場合に、助成する額を当該病院等に支払うことによって行う。 

２ ･･････(略) ２ ･･････(略) 
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第73号議案 

 

 

 

稲城市乳幼児の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例 

 

上記の議案を提出する。 

 

 

令和７年11月26日 

 

 

提出者 稲城市長 髙 橋 勝 浩 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

乳幼児の医療費の助成において、自治体及び医療機関等をつなぐ情報連携基盤と

の接続を開始することに伴い、当該医療費の助成を受けようとするときに必要な手

続について、個人番号カードにより助成を受ける資格の確認を受ける方法を追加す

る等のため、稲城市乳幼児の医療費の助成に関する条例の一部を改正する必要があ

るので、本案を提出する。  



- 2 - 

稲城市乳幼児の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例 

 

稲城市乳幼児の医療費の助成に関する条例（平成５年稲城市条例第18号）の一部

を次のように改正する。 

 

第３条第１項中「乳幼児を養育している者であって、その者が養育する乳幼児の

疾病又は負傷について、」を「乳幼児（」に、「医療に関する給付が行われる者」

を「その者の疾病又は負傷について医療に関する給付が行われる者に限る。）を養

育している者」に改める。 

第６条第１項中「準ずるもの」を「準ずる者」に改め、「に相当する額」を削り、

同条第２項中「前項の」を「前項における」に、「法令」を「法令等」に改める。 

第７条第１項中「の交付を受けた対象者が、医療証を提示して」を「又は個人番

号カード（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律（平成25年法律第27号）第２条第７項に規定する個人番号カードをいう。）によ

り、この条例による助成を受ける資格の確認を受け」に改める。 

 

 

付 則 

この条例は、規則で定める日から施行する。 
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議案概要説明書 

議 案 番 号  第73号 担 当 課 子ども福祉部子育て支援課  

件 名 稲城市乳幼児の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例  

【概  要】 

本案は、乳幼児の医療費の助成において、自治体及び医療機関等をつなぐ情報連携

基盤との接続を開始することに伴い、当該医療費の助成を受けようとするときに必要

な手続について、個人番号カードにより助成を受ける資格の確認を受ける方法を追加

する等のため、稲城市乳幼児の医療費の助成に関する条例（平成５年稲城市条例第 18

号）の一部を改正するものです。  

 

【改正内容】 

○ 第３条（対象者）及び第６条（助成の範囲）  

対象者の要件及び助成の範囲を明確にするため、規定を整備します。  

 〇 第７条（医療費の助成）  

   医療費の助成を受けるときは、病院等から医療証又は個人番号カードにより助成

を受ける資格の確認を受けるものとします。 

 

【施行期日】  

この条例は、規則で定める日から施行します。 
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稲城市乳幼児の医療費の助成に関する条例の新旧対照表 

新 旧 

（対象者） （対象者） 

第３条 この条例により医療費の助成を受けることができる者（以下「対象者」という。）

は、稲城市（以下「市」という。）の区域内に住所を有する乳幼児（国民健康保険法（昭

和33年法律第192号）その他規則で定める法令（以下「社会保険各法」という。）の規定

によりその者の疾病又は負傷について医療に関する給付が行われる者に限る。）を養育

している者とする。 

第３条 この条例により医療費の助成を受けることができる者（以下「対象者」という。）

は、稲城市（以下「市」という。）の区域内に住所を有する乳幼児を養育している者で

あって、その者が養育する乳幼児の疾病又は負傷について、国民健康保険法（昭和33年

法律第192号）その他規則で定める法令（以下「社会保険各法」という。）の規定により

医療に関する給付が行われる者とする。 

２ ･･････(略)  ２ ･･････(略) 

（助成の範囲） （助成の範囲） 

第６条 市は、乳幼児の疾病又は負傷について国民健康保険法又は社会保険各法の規定に

より医療に関する給付が行われた場合における医療費（健康保険の療養に要する費用の

額の算定方法によって算定された額（当該法令の規定に基づきこれと異なる算定方法に

よることとされている場合においては、その算定方法によって算定された額）を超える

額を除く。）のうち、当該法令の規定によって乳幼児に係る国民健康保険法による世帯

主又は社会保険各法による被保険者その他これに準ずる者が負担すべき額（病院又は診

療所への入院及びその療養と併せて食事の提供たる療養（以下「入院時食事療養」とい

う。）を受けた場合については、当該法令の規定により負担すべき入院時食事療養費に

係る食事療養標準負担額（以下「食事療養標準負担額」という。）を除く。）を助成す

る。 

第６条 市は、乳幼児の疾病又は負傷について国民健康保険法又は社会保険各法の規定に

より医療に関する給付が行われた場合における医療費（健康保険の療養に要する費用の

額の算定方法によって算定された額（当該法令の規定に基づきこれと異なる算定方法に

よることとされている場合においては、その算定方法によって算定された額）を超える

額を除く。）のうち、当該法令の規定によって乳幼児に係る国民健康保険法による世帯

主又は社会保険各法による被保険者その他これに準ずるものが負担すべき額（病院又は

診療所への入院及びその療養と併せて食事の提供たる療養（以下「入院時食事療養」と

いう。）を受けた場合については、当該法令の規定により負担すべき入院時食事療養費

に係る食事療養標準負担額に相当する額（以下「食事療養標準負担額」という。）を除

く。）を助成する。 

２ 前項における助成は、他の法令等によって医療に関する給付を受けることができると

きは、その給付の限度において行わない。 

２ 前項の助成は、他の法令によって医療に関する給付を受けることができるときは、そ

の給付の限度において行わない。 

（医療費の助成） （医療費の助成） 

第７条 医療費の助成は、医療証又は個人番号カード（行政手続における特定の個人を識

別するための番号の利用等に関する法律（平成25年法律第27号）第２条第７項に規定す

る個人番号カードをいう。）により、この条例による助成を受ける資格の確認を受け、

診療、薬剤の支給又は手当を受けた場合に、病院、診療所若しくは薬局又はその他の者

（以下「病院等」という。）に対して、助成する額を当該病院等に支払うことによって

行う。 

第７条 医療費の助成は、医療証の交付を受けた対象者が、医療証を提示して、診療、薬

剤の支給又は手当を受けた場合に、病院、診療所若しくは薬局又はその他の者（以下「病

院等」という。）に対して、助成する額を当該病院等に支払うことによって行う。 
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２ ･･････(略) ２ ･･････(略) 
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第74号議案 

 

 

 

稲城市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例 

 

上記の議案を提出する。 

 

 

令和７年11月26日 

 

 

提出者 稲城市長 髙 橋 勝 浩 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

義務教育就学児の医療費の助成において、自治体及び医療機関等をつなぐ情報連

携基盤との接続を開始することに伴い、当該医療費の助成を受けようとするときに

必要な手続について、個人番号カードにより助成を受ける資格の確認を受ける方法

を追加する等のため、稲城市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例の一部を

改正する必要があるので、本案を提出する。 
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稲城市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例 

 

 稲城市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例（平成19年稲城市条例第５号）

の一部を次のように改正する。 

 

第３条第１項中「児童を養育している者であって、その者が養育する児童の疾病

又は負傷について、」を「児童（」に、「医療に関する給付が行われる者」を「そ

の者の疾病又は負傷について医療に関する給付が行われる者に限る。）を養育して

いる者」に改める。 

第６条第１項中「に相当する額」を削る。 

第７条第１項中「の交付を受けた対象者が、医療証を提示して」を「又は個人番

号カード（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律（平成25年法律第27号）第２条第７項に規定する個人番号カードをいう。）によ

り、この条例による助成を受ける資格の確認を受け」に改める。 

 

 

付 則 

この条例は、規則で定める日から施行する。 
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議案概要説明書 

議 案 番 号  第74号 担 当 課 子ども福祉部子育て支援課  

件 名 稲城市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例  

【概  要】 

本案は、義務教育就学児の医療費の助成において、自治体及び医療機関等をつなぐ

情報連携基盤との接続を開始することに伴い、当該医療費の助成を受けようとすると

きに必要な手続について、個人番号カードにより助成を受ける資格の確認を受ける方

法を追加する等のため、稲城市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例（平成 19

年稲城市条例第５号）の一部を改正するものです。  

 

【改正内容】 

○ 第３条（対象者）及び第６条（助成の範囲）  

対象者の要件及び助成の範囲を明確にするため、規定を整備します。  

 〇 第７条（医療費の助成）  

   医療費の助成を受けるときは、病院等から医療証又は個人番号カードにより助成

を受ける資格の確認を受けるものとします。 

 

【施行期日】  

この条例は、規則で定める日から施行します。 
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稲城市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例の新旧対照表 

新 旧 

（対象者） （対象者） 

第３条 この条例により医療費の助成を受けることができる者（以下「対象者」という。）

は、稲城市（以下「市」という。）の区域内に住所を有する児童（国民健康保険法（昭

和33年法律第192号）その他規則で定める法令（以下「社会保険各法」という。）の規定

によりその者の疾病又は負傷について医療に関する給付が行われる者に限る。）を養育

している者とする。 

第３条 この条例により医療費の助成を受けることができる者（以下「対象者」という。）

は、稲城市（以下「市」という。）の区域内に住所を有する児童を養育している者であ

って、その者が養育する児童の疾病又は負傷について、国民健康保険法（昭和33年法律

第192号）その他規則で定める法令（以下「社会保険各法」という。）の規定により医療

に関する給付が行われる者とする。 

２ ･･････(略) ２ ･･････(略) 

（助成の範囲） （助成の範囲） 

第６条 市は、児童の疾病又は負傷について国民健康保険法又は社会保険各法の規定によ

り医療に関する給付が行われた場合における医療費（健康保険の療養に要する費用の額

の算定方法によって算定された額（当該法令の規定に基づきこれと異なる算定方法によ

ることとされている場合においては、その算定方法によって算定された額）を超える額

を除く。以下「当該医療費」という。）のうち、当該法令の規定によって児童に係る国

民健康保険法による世帯主又は社会保険各法による被保険者その他これに準ずる者が負

担すべき額から、別表に定める対象者負担額を控除した額（病院又は診療所への入院及

びその療養と併せて食事の提供たる療養（以下「入院時食事療養」という。）を受けた

場合については、当該法令の規定により負担すべき入院時食事療養費に係る食事療養標

準負担額（以下「食事療養標準負担額」という。）を除く。）を助成する。 

第６条 市は、児童の疾病又は負傷について国民健康保険法又は社会保険各法の規定によ

り医療に関する給付が行われた場合における医療費（健康保険の療養に要する費用の額

の算定方法によって算定された額（当該法令の規定に基づきこれと異なる算定方法によ

ることとされている場合においては、その算定方法によって算定された額）を超える額

を除く。以下「当該医療費」という。）のうち、当該法令の規定によって児童に係る国

民健康保険法による世帯主又は社会保険各法による被保険者その他これに準ずる者が負

担すべき額から、別表に定める対象者負担額を控除した額（病院又は診療所への入院及

びその療養と併せて食事の提供たる療養（以下「入院時食事療養」という。）を受けた

場合については、当該法令の規定により負担すべき入院時食事療養費に係る食事療養標

準負担額に相当する額（以下「食事療養標準負担額」という。）を除く。）を助成する。 

２ ･･････(略) ２ ･･････(略) 

（医療費の助成） （医療費の助成） 

第７条 医療費の助成は、医療証又は個人番号カード（行政手続における特定の個人を識

別するための番号の利用等に関する法律（平成25年法律第27号）第２条第７項に規定す

る個人番号カードをいう。）により、この条例による助成を受ける資格の確認を受け、

診療、薬剤の支給又は手当を受けた場合に、病院、診療所若しくは薬局又はその他の者

（以下「病院等」という。）に対して、助成する額を当該病院等に支払うことによって

行う。 

第７条 医療費の助成は、医療証の交付を受けた対象者が、医療証を提示して、診療、薬

剤の支給又は手当を受けた場合に、病院、診療所若しくは薬局又はその他の者（以下「病

院等」という。）に対して、助成する額を当該病院等に支払うことによって行う。 

２ ･･････(略) ２ ･･････(略) 

第74号議案関係資料 
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第75号議案 

 

 

 

稲城市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例 

 

 

上記の議案を提出する。 

 

 

令和７年11月26日 

 

 

提出者 稲城市長 髙 橋 勝 浩 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

地方税法等の一部を改正する法律（令和５年法律第１号）第２条の規定による地

方税法（昭和25年法律第226号）の改正等に伴い、稲城市後期高齢者医療に関する

条例の一部を改正する必要があるので、本案を提出する。 
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稲城市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例 

 

稲城市後期高齢者医療に関する条例（平成20年稲城市条例第４号）の一部を次の

ように改正する。 

  

第７条中「公示送達は、」の次に「公示事項（同条第２項に規定する公示事項を

いう。以下この条において同じ。）を地方税法施行規則（昭和29年総理府令第23号）

第１条の８第１項に規定する方法により不特定多数の者が閲覧することができる状

態に置く措置をとるとともに、公示事項が記載された書面を」を加え、「掲示して

行う」を「掲示し、又は公示事項を市の事務所に設置した電子計算機の映像面に表

示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによってする」に

改める。 

 

 

付 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、地方税法等の一部を改正する法律（令和５年法律第１号）附

則第１条第12号に掲げる規定の施行の日から施行する。 

（経過措置） 

第２条 この条例による改正後の稲城市後期高齢者医療に関する条例第７条の規定

は、この条例の施行の日以後にする公示送達について適用し、同日前にした公示

送達については、なお従前の例による。 
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議案概要説明書 

議 案 番 号  第75号 担 当 課 市民部保険年金課  

件 名 稲城市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例  

【概  要】 

本案は、地方税法等の一部を改正する法律（令和５年法律第１号）第２条の規定に

よる地方税法（昭和 25年法律第 226号）の改正等に伴い、稲城市後期高齢者医療に関

する条例（平成20年稲城市条例第４号）の一部を改正するものです。  

 

【改正内容】  

○ 第７条（公示送達） 

公示送達は、公示事項をインターネットを利用する方法により不特定多数の者が

閲覧できるようにするとともに、市の掲示場に書面を掲示し、又は市に設置したデ

ジタル画面に表示することでも閲覧できるようにすることとします。 

 

【施行期日等】 

この条例は、地方税法等の一部を改正する法律附則第１条第 12号に掲げる規定の施

行の日から施行します。また、付則において、経過措置について規定します。  
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稲城市後期高齢者医療に関する条例の新旧対照表 

新 旧 

（公示送達） 

第７条 法第112条の規定において準用する地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２

の規定による公示送達は、公示事項（同条第２項に規定する公示事項をいう。以下この

条において同じ。）を地方税法施行規則（昭和29年総理府令第23号）第１条の８第１項

に規定する方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をとると

ともに、公示事項が記載された書面を稲城市公告式条例（昭和25年稲城市条例第30号）

第２条第２項に規定する掲示板に掲示し、又は公示事項を市の事務所に設置した電子計

算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによ

ってするものとする。 

（公示送達） 

第７条 法第112条の規定において準用する地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２

の規定による公示送達は、稲城市公告式条例（昭和25年稲城市条例第30号）第２条第２

項に規定する掲示板に掲示して行うものとする。 

  

 

第75号議案関係資料 
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第76号議案 

 

 

 

稲城市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する確認基準

を定める条例等の一部を改正する条例 

 

上記の議案を提出する。 

 

 

令和７年11月26日 

 

 

提出者 稲城市長 髙 橋 勝 浩 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

児童福祉法等の一部を改正する法律（令和７年法律第29号）第１条の規定による

児童福祉法（昭和22年法律第164号）の改正に伴い、稲城市特定教育・保育施設及

び特定地域型保育事業の運営に関する確認基準を定める条例、稲城市家庭的保育事

業等の設備及び運営に関する認可基準を定める条例及び稲城市学童クラブの設備及

び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する必要があるので、本案を提出す

る。  
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稲城市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する確認基準

を定める条例等の一部を改正する条例 

 

（稲城市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する確認基準を

定める条例の一部改正） 

第１条 稲城市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する確認基

準を定める条例（平成26年稲城市条例第25号）の一部を次のように改正する。 

 

第25条中「第33条の10各号」を「第33条の10第１項各号」に改める。 

 

（稲城市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する認可基準を定める条例の一部

改正） 

第２条 稲城市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する認可基準を定める条例

（平成26年稲城市条例第26号）の一部を次のように改正する。 

 

第12条中「第33条の10各号」を「第33条の10第１項各号」に改める。 

 

（稲城市学童クラブの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正） 

第３条 稲城市学童クラブの設備及び運営に関する基準を定める条例（平成26年稲

城市条例第27号）の一部を次のように改正する。 

 

第12条中「第33条の10各号」を「第33条の10第１項各号」に改める。 

 

 

付 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 



－ 1 － 

議案概要説明書 

議 案 番 号  第76号 担 当 課 
子ども福祉部児童青少年課、子ども福祉部子

育て支援課  

件 名 
稲城市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する確認

基準を定める条例等の一部を改正する条例  

【概  要】 

本案は、児童福祉法等の一部を改正する法律（令和７年法律第 29号）第１条の規定

による児童福祉法（昭和 22年法律第 164号）の改正に伴い、稲城市特定教育・保育施

設及び特定地域型保育事業の運営に関する確認基準を定める条例（平成26年稲城市条

例第25号）、稲城市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する認可基準を定める条例

（平成26年稲城市条例第 26号）及び稲城市学童クラブの設備及び運営に関する基準を

定める条例（平成26年稲城市条例第 27号）の一部を改正するものです。 

 

【第１条の改正内容（稲城市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す

る確認基準を定める条例の一部改正）】 

○ 第25条（虐待等の禁止）  

児童福祉法の改正に伴い、引用条項を整理します。  

 

【第２条の改正内容（稲城市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する認可基準を定め

る条例の一部改正）】 

○ 第12条（虐待等の禁止）  

児童福祉法の改正に伴い、引用条項を整理します。  

 

【第３条の改正内容（稲城市学童クラブの設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部改正）】 

○ 第12条（虐待等の禁止）  

児童福祉法の改正に伴い、引用条項を整理します。 

 

【施行期日】 

この条例は、公布の日から施行します。  
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稲城市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する確認基準を定める条例等の一部を改正する条例の新旧対照表 

〇 第１条による改正（稲城市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する確認基準を定める条例（平成26年稲城市条例第25号）） 

新 旧 

（虐待等の禁止） （虐待等の禁止） 

第25条 特定教育・保育施設の職員は、教育・保育給付認定子どもに対し、児童福祉法第

33条の10第１項各号に掲げる行為その他の当該教育・保育給付認定子どもの心身に有害

な影響を与える行為をしてはならない。 

第25条 特定教育・保育施設の職員は、教育・保育給付認定子どもに対し、児童福祉法第

33条の10各号に掲げる行為その他の当該教育・保育給付認定子どもの心身に有害な影響

を与える行為をしてはならない。 

 

〇 第２条による改正（稲城市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する認可基準を定める条例（平成26年稲城市条例第26号）） 

新 旧 

（虐待等の禁止） （虐待等の禁止） 

第12条 家庭的保育事業者等の職員は、利用乳幼児に対し、法第33条の10第１項各号に掲

げる行為その他の当該利用乳幼児の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。 

第12条 家庭的保育事業者等の職員は、利用乳幼児に対し、法第33条の10各号に掲げる行

為その他の当該利用乳幼児の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。 

 

〇 第３条による改正（稲城市学童クラブの設備及び運営に関する基準を定める条例（平成26年稲城市条例第27号）） 

新 旧 

（虐待等の禁止） （虐待等の禁止） 

第12条 放課後児童健全育成事業者の職員は、利用者に対し、法第33条の10第１項各号に

掲げる行為その他の当該利用者の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。 

第12条 放課後児童健全育成事業者の職員は、利用者に対し、法第33条の10各号に掲げる

行為その他の当該利用者の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。 

 

第76号議案関係資料 



- 1 - 

第77号議案 

 

 

 

稲城市高校生等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例 

 

上記の議案を提出する。 

 

 

令和７年11月26日 

 

 

提出者 稲城市長 髙 橋 勝 浩 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

高校生等の医療費の助成において、自治体及び医療機関等をつなぐ情報連携基盤

との接続を開始することに伴い、当該医療費の助成を受けようとするときに必要な

手続について、個人番号カードにより助成を受ける資格の確認を受ける方法を追加

する等のため、稲城市高校生等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する必要

があるので、本案を提出する。 
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稲城市高校生等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例 

 

 稲城市高校生等の医療費の助成に関する条例（令和４年稲城市条例第12号）の一

部を次のように改正する。 

 

第２条第２項第３号中「高校生等が何人からも監護されておらず、稲城市（以下

「市」という。）が必要と認める場合の」を「その他稲城市（以下「市」という。）

が高校生等本人を申請者とすることが適当と認める場合には、」に改める。 

第３条第１項中「高校生等を養育している者であって、その者が養育する高校生

等の疾病又は負傷について、」を「高校生等（」に、「医療に関する給付が行われ

るもの」を「その者の疾病又は負傷について医療に関する給付が行われる者に限

る。）を養育している者」に改める。 

第６条第１項中「準ずるもの」を「準ずる者」に改める。 

第７条第１項中「の交付を受けた対象者が、医療証（国民健康保険法又は社会保

険各法の規定により高額療養費が支給される場合は、医療証及び規則で定める書類）

を提示して」を「又は個人番号カード（行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律（平成25年法律第27号）第２条第７項に規定する個

人番号カードをいう。）により、この条例による助成を受ける資格の確認を受け」

に改める。 

 

 

付 則 

この条例は、規則で定める日から施行する。 
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議案概要説明書 

議 案 番 号  第77号 担 当 課 子ども福祉部子育て支援課  

件 名 稲城市高校生等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例  

【概  要】 

本案は、高校生等の医療費の助成において、自治体及び医療機関等をつなぐ情報連

携基盤との接続を開始することに伴い、当該医療費の助成を受けようとするときに必

要な手続について、個人番号カードにより助成を受ける資格の確認を受ける方法を追

加する等のため、稲城市高校生等の医療費の助成に関する条例（令和４年稲城市条例

第12号）の一部を改正するものです。  

 

【改正内容】 

〇 第２条（定義）及び第３条（対象者）  

高校生等を養育している者の要件を見直すとともに、対象者の要件を明確にする

ため、規定を整備します。  

〇 第６条（助成の範囲）  

文言を整理します。  

 〇 第７条（医療費の助成）  

   医療費の助成を受けるときは、病院等から医療証又は個人番号カードにより助成

を受ける資格の確認を受けるものとします。 

 

【施行期日】  

この条例は、規則で定める日から施行します。 
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稲城市高校生等の医療費の助成に関する条例の新旧対照表 

新 旧 

（定義） 

第２条 ･･････(略) 

２ この条例において「高校生等を養育している者」とは、次の各号のいずれかに該当す

る者をいう。 

（定義） 

第２条 ･･････(略) 

２ この条例において「高校生等を養育している者」とは、次の各号のいずれかに該当す

る者をいう。 

⑴・⑵  ･･････(略) ⑴・⑵  ･･････(略) 

⑶ その他稲城市（以下「市」という。）が高校生等本人を申請者とすることが適当と

認める場合には、当該高校生等本人 

⑶ 高校生等が何人からも監護されておらず、稲城市（以下「市」という。）が必要と

認める場合の当該高校生等本人 

３ ･･････(略) ３ ･･････(略) 

（対象者） （対象者） 

第３条 この条例により医療費の助成を受けることができる者（以下「対象者」という。）

は、市の区域内に住所を有する高校生等（国民健康保険法（昭和33年法律第192号）その

他規則で定める法令（以下「社会保険各法」という。）の規定によりその者の疾病又は

負傷について医療に関する給付が行われる者に限る。）を養育している者とする。 

第３条 この条例により医療費の助成を受けることができる者（以下「対象者」という。）

は、市の区域内に住所を有する高校生等を養育している者であって、その者が養育する

高校生等の疾病又は負傷について、国民健康保険法（昭和33年法律第192号）その他規則

で定める法令（以下「社会保険各法」という。）の規定により医療に関する給付が行わ

れるものとする。 

２ ･･････(略) ２ ･･････(略) 

（助成の範囲） （助成の範囲） 

第６条 市は、高校生等の疾病又は負傷について国民健康保険法又は社会保険各法の規定

により医療に関する給付が行われた場合における医療費（健康保険の療養に要する費用

の額の算定方法によって算定された額（当該法令の規定に基づきこれと異なる算定方法

によることとされている場合においては、その算定方法によって算定された額）を超え

る額を除く。）のうち、当該法令の規定によって高校生等に係る国民健康保険法による

世帯主又は社会保険各法による被保険者その他これに準ずる者が負担すべき額（病院又

は診療所への入院及びその療養と併せて食事の提供たる療養（以下「入院時食事療養」

という。）を受けた場合については、当該法令の規定により負担すべき入院時食事療養

費に係る食事療養標準負担額（以下「食事療養標準負担額」という。）を除く。以下「対

象者負担額」という。）から、別表に規定する一部負担金相当額を控除した額を助成す

る。 

第６条 市は、高校生等の疾病又は負傷について国民健康保険法又は社会保険各法の規定

により医療に関する給付が行われた場合における医療費（健康保険の療養に要する費用

の額の算定方法によって算定された額（当該法令の規定に基づきこれと異なる算定方法

によることとされている場合においては、その算定方法によって算定された額）を超え

る額を除く。）のうち、当該法令の規定によって高校生等に係る国民健康保険法による

世帯主又は社会保険各法による被保険者その他これに準ずるものが負担すべき額（病院

又は診療所への入院及びその療養と併せて食事の提供たる療養（以下「入院時食事療養」

という。）を受けた場合については、当該法令の規定により負担すべき入院時食事療養

費に係る食事療養標準負担額（以下「食事療養標準負担額」という。）を除く。以下「対

象者負担額」という。）から、別表に規定する一部負担金相当額を控除した額を助成す

る。 

第77号議案関係資料 
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２ ･･････(略) ２ ･･････(略) 

（医療費の助成） （医療費の助成） 

第７条 医療費の助成は、医療証又は個人番号カード（行政手続における特定の個人を識

別するための番号の利用等に関する法律（平成25年法律第27号）第２条第７項に規定す

る個人番号カードをいう。）により、この条例による助成を受ける資格の確認を受け、

診療、薬剤の支給又は手当を受けた場合に、病院、診療所若しくは薬局又はその他の者

（以下「病院等」という。）に対して、助成する額を当該病院等に支払うことによって

行う。 

第７条 医療費の助成は、医療証の交付を受けた対象者が、医療証（国民健康保険法又は

社会保険各法の規定により高額療養費が支給される場合は、医療証及び規則で定める書

類）を提示して、診療、薬剤の支給又は手当を受けた場合に、病院、診療所若しくは薬

局又はその他の者（以下「病院等」という。）に対して、助成する額を当該病院等に支

払うことによって行う。 

２ ･･････(略) ２ ･･････(略) 
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第78号議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令 和 ７ 年 度 

東京都稲城市一般会計補正予算（第３号） 
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令 和 ７ 年 度 

 

 

東京都稲城市一般会計補正予算（第３号） 

 

 

令和７年度東京都稲城市一般会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 564,331千円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ 47,752,031千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（繰越明許費の補正） 

第２条 繰越明許費の追加は、「第２表 繰越明許費補正」による。 

（債務負担行為の補正） 

第３条 債務負担行為の追加は、「第３表 債務負担行為補正」による。 

（地方債の補正） 

第４条 地方債の追加及び変更は、「第４表 地方債補正」による。 

 

 

 

令和７年11月26日 

 

 

 

提出者 稲城市長 髙 橋 勝 浩 

 



第１表 歳入歳出予算補正
歳 入 （単位：千円）

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計
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8,201,215 147,403 8,348,61816 国 庫 支 出 金

6,837,107 104,815 6,941,922１ 国 庫 負 担 金

1,341,497 42,588 1,384,085２ 国 庫 補 助 金

8,521,258 84,683 8,605,94117 都 支 出 金

2,398,977 52,408 2,451,385１ 都 負 担 金

5,740,203 32,275 5,772,478２ 都 補 助 金

1,952,443 282,850 2,235,29320 繰 入 金

1,918,454 282,850 2,201,304１ 基 金 繰 入 金

2,214,888 43,295 2,258,18322 諸 収 入

980,284 43,295 1,023,579４ 雑 入

2,184,700 6,100 2,190,80023 市 債

2,184,700 6,100 2,190,800１ 市 債

歳 入 合 計 47,187,700 564,331 47,752,031

歳 出 （単位：千円）

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

― 4 ―

309,987 698 310,685１ 議 会 費

309,987 698 310,685１ 議 会 費

4,954,538 133,895 5,088,433２ 総 務 費

3,987,968 92,333 4,080,301１ 総 務 管 理 費

460,857 △1,695 459,162２ 徴 税 費

272,303 41,886 314,189３ 戸籍住民基本台帳費

134,244 1,181 135,425４ 選 挙 費

32,824 190 33,014６ 監 査 委 員 費

21,384,924 322,112 21,707,036３ 民 生 費

6,819,212 211,983 7,031,195１ 社 会 福 祉 費

11,980,979 115,727 12,096,706２ 児 童 福 祉 費

2,549,455 △6,646 2,542,809３ 生 活 保 護 費

35,108 1,048 36,156４ 国 民 年 金 費

4,467,083 4,299 4,471,382４ 衛 生 費

2,100,099 4,299 2,104,398１ 保 健 衛 生 費

112,430 4,515 116,945６ 農 林 費

112,430 4,515 116,945１ 農 業 費

245,343 2,033 247,376７ 商 工 費

245,343 2,033 247,376１ 商 工 費



款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計
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5,747,155 39,463 5,786,618８ 土 木 費

630,540 12,017 642,557１ 土 木 管 理 費

2,134,876 35,724 2,170,600２ 道 路 橋 梁 費

2,845,302 △8,278 2,837,024４ 都 市 計 画 費

1,511,927 32,774 1,544,701９ 消 防 費

1,511,927 32,774 1,544,701１ 消 防 費

6,505,404 24,542 6,529,94610 教 育 費

530,480 20,862 551,342１ 教 育 総 務 費

1,193,594 10,031 1,203,625５ 社 会 教 育 費

1,840,447 △6,351 1,834,096６ 保 健 体 育 費

歳 出 合 計 47,187,700 564,331 47,752,031



( 追 加 ) ( 単位　千円 )

( 追 加 ) ( 単位　千円 )

第２表　繰越明許費補正

款

２ 総　務　費 ３

項

戸籍住民基本台帳費

第３表　債務負担行為補正

事　項 期　間 限度額

住民基本台帳ネットワークシステム機器賃借料
令 和 ７ 年 度 か ら

7,684令 和 11 年 度 ま で

令 和 ７ 年 度 か ら
240,839令 和 12 年 度 ま で

稲城市福祉センター管理運営事業

稲城市松葉集会所管理運営事業
令 和 ７ 年 度 か ら

3,885令 和 12 年 度 ま で

稲城市上谷戸緑地体験学習館管理運営事業
令 和 ７ 年 度 か ら

14,874令 和 10 年 度 ま で

－ 6 －

稲城市押立ふれあい会館管理運営事業
令 和 ７ 年 度 か ら

6,105令 和 12 年 度 ま で

稲城市地域振興プラザ管理運営事業

稲城市大丸地区会館管理運営事業

８ 土　木　費 ２ 道路橋梁費

稲城長峰スポーツ広場管理運営事業
令 和 ７ 年 度 か ら

稲城駅南口駅前広場改良工事

令 和 ７ 年 度 か ら
66,932令 和 12 年 度 ま で

226,108令 和 12 年 度 ま で

令 和 ７ 年 度 か ら
8,976令 和 12 年 度 ま で

金額

92,553

10,587

事　業　名

（仮称）稲城マイナンバーカードセンター整備
工事



( 追 加 ) ( 単位　千円 )

方式で借り入れる資
金について、利率の
見直しを行った後に
おいては、当該見直
し後の利率

( 変 更 ) ( 単位　千円 )

起　債　の　目　的 限　度　額 起 債 の 方 法 利　率 償　還　の　方　法

り、据置期間及び償還年限を

３.５％
以　内

Ｊアラート受信機更新整備事業
債

3,900
証書借入 ただし、利率見直し

又は
証券発行

起債の目的
補　　正　　前 補　　正　　後

限 度 額 起債の方法 利　率 限 度 額 起債の方法 利　率 償 還 の 方 法

３.５％ ３.５％

以　内 以　内

ただし、利 借入れのとき ただし、利

第４表　地方債補正

借入れのときから据置期間を
含め25年以内に償還する。た
だし、財政その他の都合によ

償 還 の 方 法

借入れのとき
率見直し方 から据置期間 率見直し方 から据置期間
式で借り入 を含め25年以 式で借り入 を含め25年以

証書借入
又は

証券発行

れる資金に 内に償還する。
証書借入

又は
証券発行

れる資金に 内に償還する。
ついて、利 ただし、財政 ついて、利

においては、 期間及び償還 においては、 期間及び償還

ただし、財政
率の見直し その他の都合 率の見直し その他の都合
を行った後

当該見直し 年限を短縮し、 当該見直し 年限を短縮し、
後の利率 若しくは繰上 後の利率 若しくは繰上

－ 7 －

民間保育所園
舎建替事業債

46,400 48,600

償還し、又は 償還し、又は

低利に借り換 低利に借り換

短縮し、若しくは繰上償還し、
又は低利に借り換えることが
できる。

えることがで

きる。 きる。

えることがで

を行った後 により、据置により、据置
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歳入歳出予算事項別明細書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



歳 入

第 款 国 庫 支 出 金16 （補正額 147,403 千円） （単位：千円）

科 目 節

説 明補 正 前 の 額 補 正 額 計
項 目 区 分 金 額

― 9 ― ― 10 ―

１国 庫 負 担 金 6,837,107 104,815 6,941,922

１民生費国庫負担金 6,737,511 104,815 6,842,326

（障害福祉課） 62,697１社 会 福 祉 費 62,697

障害者自立支援給付費等負担金（１／２） 62,697負 担 金

（障害福祉課） 42,118２児 童 福 祉 費 42,118

児童保護費等負担金（１／２） 42,118負 担 金

２国 庫 補 助 金 1,341,497 42,588 1,384,085

１民生費国庫補助金 489,557 5,442 494,999

（子育て支援課） 5,442２児 童 福 祉 費 5,442

就学前教育・保育施設整備交付金（１／２） 5,442補 助 金

６総務費国庫補助金 544,482 37,146 581,628

（ＩＣＴ推進課） 5,502１総 務 管 理 費 37,146

地域診療情報連携推進費補助金（１／２） 5,502補 助 金

（市民課） 31,644

マイナンバーカード交付事務費補助金（１０／１０） 31,644

計 8,201,215 147,403 8,348,618

第16款 国 庫 支 出 金

第 款 都 支 出 金17 （補正額 84,683 千円） （単位：千円）

科 目 節

説 明補 正 前 の 額 補 正 額 計
項 目 区 分 金 額

１都 負 担 金 2,398,977 52,408 2,451,385

１民生費都負担金 2,397,808 52,408 2,450,216

（障害福祉課） 31,349１社 会 福 祉 費 31,349

障害者自立支援給付費等負担金（１／４） 31,349負 担 金

（障害福祉課） 21,059２児 童 福 祉 費 21,059

児童保護費等負担金（１／４） 21,059負 担 金

２都 補 助 金 5,740,203 32,275 5,772,478

第17款 都 支 出 金



（単位：千円）

科 目 節

説 明補 正 前 の 額 補 正 額 計
項 目 区 分 金 額

― 11 ― ― 12 ―

２民生費都補助金２ 2,614,239 32,275 2,646,514

（障害福祉課） 5,806１社 会 福 祉 費 5,806

障害者施策推進区市町村包括補助事業補助金（１／２・１０／１０） 4,591補 助 金

心身障害者医療費助成制度システム改修等事業補助金（１０／１０） 1,215

（児童青少年課） 5,775３児 童 福 祉 費 26,469

子供家庭支援区市町村包括補助事業補助金（１／２・１０／１０） 5,775補 助 金

（子育て支援課） 20,420

子供家庭支援区市町村包括補助事業補助金（１／２・１０／１０） 8,802

保育所等物価高騰緊急対策事業補助金（１０／１０） 7,331

子ども医療費助成等オンライン資格確認のための自治体システム改修等補助金（１／２） 4,287

（おやこ包括支援センター課） 274

子供家庭支援区市町村包括補助事業補助金（１／２・１０／１０） 274

計 8,521,258 84,683 8,605,941

第17款 都 支 出 金

第 款 繰 入 金20 （補正額 282,850 千円） （単位：千円）

科 目 節

説 明補 正 前 の 額 補 正 額 計
項 目 区 分 金 額

１基 金 繰 入 金 1,918,454 282,850 2,201,304

１財 政 調 整 基 金 1,298,977 282,850 1,581,827

繰 入 金

（財政課） 282,850１財政調整基金 282,850

財政調整基金繰入金 282,850繰 入 金

計 1,952,443 282,850 2,235,293

第20款 繰 入 金

第 款 諸 収 入22 （補正額 43,295 千円） （単位：千円）

科 目 節

説 明補 正 前 の 額 補 正 額 計
項 目 区 分 金 額

４雑 入 980,284 43,295 1,023,579

３雑 入 979,455 43,295 1,022,750

（市民課） 6,619１雑 入 43,295

第22款 諸 収 入



（単位：千円）

科 目 節

説 明補 正 前 の 額 補 正 額 計
項 目 区 分 金 額

― 13 ― ― 14 ―

稲城・府中墓苑組合負担金精算金 6,619３雑 入４

（生活環境課） 36,676

多摩川衛生組合負担金精算金 36,676

計 2,214,888 43,295 2,258,183

第22款 諸 収 入

第 款 市 債23 （補正額 6,100 千円） （単位：千円）

科 目 節

説 明補 正 前 の 額 補 正 額 計
項 目 区 分 金 額

１市 債 2,184,700 6,100 2,190,800

２民 生 債 57,200 2,200 59,400

（財政課） 2,200２児 童 処 遇 債 2,200

民間保育所園舎建替事業債 2,200

５消 防 債 260,000 3,900 263,900

（財政課） 3,900１消 防 債 3,900

Jアラート受信機更新整備事業債 3,900

計 2,184,700 6,100 2,190,800

第23款 市 債



歳 出

第 款 議 会 費１ （補正額 698 千円） （単位：千円）

科 目 補 正 額 の 財 源 内 訳 節

説 明補正前の額 補 正 額 計 特 定 財 源
一般財源項 目 区 分 金 額

国庫支出金 都支出金 地 方 債 そ の 他

― 15 ― ― 16 ―

１議 会 費 309,987 698 310,685 0 0 0 0 698

１議 会 費 309,987 698 310,685 0 0 0 0 698

１ 人件費（人事課） 698344２給 料0 0 0 0 698

２給料 344

人事異動等 344385３職 員 手 当

３職員手当 385

人事異動等 385△31４共 済 費

４共済費 △31

人事異動等 △31

計 309,987 698 310,685 0 0 0 0 698

第１款 議 会 費



第 款 総 務 費２ （補正額 133,895 千円） （単位：千円）

科 目 補 正 額 の 財 源 内 訳 節

説 明補正前の額 補 正 額 計 特 定 財 源
一般財源項 目 区 分 金 額

国庫支出金 都支出金 地 方 債 そ の 他

― 17 ― ― 18 ―

１総 務 管 理 費 3,987,968 92,333 4,080,301 5,502 5,502 0 0 81,329

１一 般 管 理 費 2,439,640 81,329 2,520,969 0 0 0 0 81,329

１ 人件費（人事課） 40,91035,889１報 酬0 0 0 0 40,910

２給料 17,348

人事異動等 17,34815,244２給 料

３職員手当 18,275

人事異動等 18,27522,436３職 員 手 当

４共済費 5,287

人事異動等 5,2877,760４共 済 費

９ 会計年度任用職員関係費（人事課） 43,0460 0 0 0 43,046

１報酬 35,889

人事異動等 35,889

３職員手当 3,989

人事異動等 3,989

４共済費 3,168

人事異動等 3,168

13 再任用職員関係費（人事課） △2,6270 0 0 0 △2,627

２給料 △2,104

人事異動等 △2,104

３職員手当 172

人事異動等 172

４共済費 △695

人事異動等 △695

９電 算 管 理 費 1,207,988 11,004 1,218,992 5,502 5,502 0 0 0

１ 電算管理運営費（ＩＣＴ推進課） 11,00411,00412委 託 料5,502 5,502 0 0 0

12委託料 11,004

システム開発委託 8,470

機器等導入設定委託 2,534

２徴 税 費 460,857 △1,695 459,162 0 0 0 0 △1,695

１税 務 総 務 費 323,865 △1,695 322,170 0 0 0 0 △1,695

１ 人件費（人事課） △1,695△1,076２給 料0 0 0 0 △1,695

２給料 △1,076

人事異動等 △1,076△1,327３職 員 手 当

３職員手当 △1,327

人事異動等 △1,327708４共 済 費

第２款 総 務 費



（単位：千円）

科 目 補 正 額 の 財 源 内 訳 節

説 明補正前の額 補 正 額 計 特 定 財 源
一般財源項 目 区 分 金 額

国庫支出金 都支出金 地 方 債 そ の 他

― 19 ― ― 20 ―

４共済費 708１税 務 総 務 費２

人事異動等 708

３戸籍住民基本台帳費 272,303 41,886 314,189 31,644 0 0 0 10,242

１戸籍住民基本 272,303 41,886 314,189 31,644 0 0 0 10,242

台 帳 費

１ 人件費（人事課） 10,2423,090２給 料0 0 0 0 10,242

２給料 3,090

人事異動等 3,0905,819３職 員 手 当

３職員手当 5,819

人事異動等 5,8191,333４共 済 費

４共済費 1,333

人事異動等 1,33337610需 用 費

３ 個人番号カード関係事業 31,644376５光 熱 水 費31,644 0 0 0 0

（市民課） 21,057

10需用費 376111役 務 費

⑤光熱水費 376

電気料金 37699012委 託 料

11役務費 1

保険料 119,690
13使 用 料 及 び

火災保険料等 1
賃 借 料

12委託料 99010,58714工 事 請 負 費

水栓設置委託 825

インターネット回線用配管敷設委託 165

13使用料及び賃借料 19,690

事務所借上料 19,690

（建築保全課） 10,587

14工事請負費 10,587

（仮称）稲城マイナンバーカードセンター整備工事

４選 挙 費 134,244 1,181 135,425 0 0 0 0 1,181

１選 挙 管 理 28,943 1,181 30,124 0 0 0 0 1,181

委 員 会 費

１ 人件費（人事課） 1,181330２給 料0 0 0 0 1,181

２給料 330

給与改定等 330640３職 員 手 当

３職員手当 640

給与改定等 640211４共 済 費

４共済費 211

第２款 総 務 費



（単位：千円）

科 目 補 正 額 の 財 源 内 訳 節

説 明補正前の額 補 正 額 計 特 定 財 源
一般財源項 目 区 分 金 額

国庫支出金 都支出金 地 方 債 そ の 他

― 21 ― ― 22 ―

給与改定等 211１選 挙 管 理４

委 員 会 費

６監 査 委 員 費 32,824 190 33,014 0 0 0 0 190

１監 査 委 員 費 32,824 190 33,014 0 0 0 0 190

１ 人件費（人事課） 190208２給 料0 0 0 0 190

２給料 208

人事異動等 208△86３職 員 手 当

３職員手当 △86

人事異動等 △8668４共 済 費

４共済費 68

人事異動等 68

計 4,954,538 133,895 5,088,433 37,146 5,502 0 0 91,247

第２款 総 務 費



第 款 民 生 費３ （補正額 322,112 千円） （単位：千円）

科 目 補 正 額 の 財 源 内 訳 節

説 明補正前の額 補 正 額 計 特 定 財 源
一般財源項 目 区 分 金 額

国庫支出金 都支出金 地 方 債 そ の 他

― 23 ― ― 24 ―

１社 会 福 祉 費 6,819,212 211,983 7,031,195 62,697 35,940 0 0 113,346

１社会福祉総務費 952,273 4,538 956,811 0 0 0 0 4,538

１ 人件費（人事課） 4,5381,463２給 料0 0 0 0 4,538

２給料 1,463

人事異動等 1,4632,460３職 員 手 当

３職員手当 2,460

人事異動等 2,460615４共 済 費

４共済費 615

人事異動等 615

２心 身 障 害 者 2,379,244 133,377 2,512,621 62,697 35,940 0 0 34,740

福 祉 費

５ 自立支援給付等事業（障害福祉課） 133,377133,37719扶 助 費62,697 35,940 0 0 34,740

19扶助費 133,377

障害介護給付費 125,393

東京都障害者グループホーム等支援事業 7,984

３老 人 福 祉 費 361,915 1,173 363,088 0 0 0 0 1,173

１ 人件費（人事課） 1,173△148２給 料0 0 0 0 1,173

２給料 △148

人事異動等 △148720３職 員 手 当

３職員手当 720

人事異動等 720601４共 済 費

４共済費 601

人事異動等 601

５国民健康保険 979,901 67,567 1,047,468 0 0 0 0 67,567

事 業 費

１ 人件費（人事課） △101159２給 料0 0 0 0 △101

２給料 159

人事異動等 159△607３職 員 手 当

３職員手当 △607

人事異動等 △607347４共 済 費

４共済費 347

人事異動等 34767,66827繰 出 金

２ 国民健康保険事業特別会計繰出金（保険年金課） 67,6680 0 0 0 67,668

27繰出金 67,668

国民健康保険事業特別会計一般繰出金 67,668

第３款 民 生 費



（単位：千円）

科 目 補 正 額 の 財 源 内 訳 節

説 明補正前の額 補 正 額 計 特 定 財 源
一般財源項 目 区 分 金 額

国庫支出金 都支出金 地 方 債 そ の 他

― 25 ― ― 26 ―

６介護保険事業費１ 1,004,092 2,144 1,006,236 0 0 0 0 2,144

１ 人件費（人事課） 2,144807２給 料0 0 0 0 2,144

２給料 807

人事異動等 807675３職 員 手 当

３職員手当 675

人事異動等 675662４共 済 費

４共済費 662

人事異動等 662

７後 期 高 齢 者 1,111,583 3,184 1,114,767 0 0 0 0 3,184

事 業 費

１ 人件費（人事課） 3,184411２給 料0 0 0 0 3,184

２給料 411

人事異動等 4112,756３職 員 手 当

３職員手当 2,756

人事異動等 2,75617４共 済 費

４共済費 17

人事異動等 17

２児 童 福 祉 費 11,980,979 115,727 12,096,706 47,560 43,241 2,200 0 22,726

１児童福祉総務費 482,116 13,401 495,517 0 274 0 0 13,127

１ 人件費（人事課） 13,1274,301２給 料0 0 0 0 13,127

２給料 4,301

人事異動等 4,3016,725３職 員 手 当

３職員手当 6,725

人事異動等 6,7252,101４共 済 費

４共済費 2,101

人事異動等 2,10127410需 用 費

４ あそびの広場運営事業（おやこ包括支援センター課） 274274１消 耗 品 費0 274 0 0 0

10需用費 274

①消耗品費 274

事務用 274

２児 童 処 遇 費 10,891,501 108,286 10,999,787 47,560 36,947 2,200 0 21,579

４ 保育所等運営委託・補助事業（子育て支援課） 24,05024,050
18負担金補助及び

5,442 15,888 2,200 0 520

18負担金補助及び交付金 24,050
交 付 金

民間保育所等振興費補助金 8,16284,23619扶 助 費

保育所等物価高騰緊急対策事業補助金 7,448

第３款 民 生 費



（単位：千円）

科 目 補 正 額 の 財 源 内 訳 節

説 明補正前の額 補 正 額 計 特 定 財 源
一般財源項 目 区 分 金 額

国庫支出金 都支出金 地 方 債 そ の 他

― 27 ― ― 28 ―

保育所等熱中症対策事業補助金 8,440２児 童 処 遇 費２

５ 障害児支援事業（障害福祉課） 84,23642,118 21,059 0 0 21,059

19扶助費 84,236

障害児通所給付費 84,236

３保 育 所 費 37,965 245 38,210 0 245 0 0 0

１ 公立保育所等運営事業（子育て支援課） 24524510需 用 費0 245 0 0 0

10需用費 245

①消耗品費 245245１消 耗 品 費

事業用 245

４児 童 館 費 122,896 △11,105 111,791 0 875 0 0 △11,980

１ 人件費（人事課） △11,980△5,787２給 料0 0 0 0 △11,980

２給料 △5,787

人事異動等 △5,787△4,553３職 員 手 当

３職員手当 △4,553

人事異動等 △4,553△1,640４共 済 費

４共済費 △1,640

人事異動等 △1,640875
18負担金補助及び

交 付 金

２ 児童館運営事業（児童青少年課） 8750 875 0 0 0

18負担金補助及び交付金 875

児童館熱中症対策事業補助金 875

５学童クラブ費 446,501 4,900 451,401 0 4,900 0 0 0

１ 学童クラブ運営事業（児童青少年課） 4,90052510需 用 費0 4,900 0 0 0

10需用費 525

①消耗品費 525525１消 耗 品 費

第四小学校学童クラブ 175

第六小学校学童クラブ 3504,375
18負担金補助及び

18負担金補助及び交付金 4,375
交 付 金

学童クラブ熱中症対策事業補助金 4,375

３生 活 保 護 費 2,549,455 △6,646 2,542,809 0 0 0 0 △6,646

１生活保護総務費 212,364 △6,646 205,718 0 0 0 0 △6,646

１ 人件費（人事課） △6,646△4,637２給 料0 0 0 0 △6,646

２給料 △4,637

人事異動等 △4,637△699３職 員 手 当

第３款 民 生 費



（単位：千円）

科 目 補 正 額 の 財 源 内 訳 節

説 明補正前の額 補 正 額 計 特 定 財 源
一般財源項 目 区 分 金 額

国庫支出金 都支出金 地 方 債 そ の 他

― 29 ― ― 30 ―

３職員手当 △699△1,310４共 済 費１生活保護総務費３

人事異動等 △699

４共済費 △1,310

人事異動等 △1,310

４国 民 年 金 費 35,108 1,048 36,156 0 0 0 0 1,048

１年 金 総 務 費 35,108 1,048 36,156 0 0 0 0 1,048

１ 人件費（人事課） 1,048453２給 料0 0 0 0 1,048

２給料 453

給与改定等 453551３職 員 手 当

３職員手当 551

給与改定等 55144４共 済 費

４共済費 44

給与改定等 44

計 21,384,924 322,112 21,707,036 110,257 79,181 2,200 0 130,474

第３款 民 生 費



第 款 衛 生 費４ （補正額 4,299 千円） （単位：千円）

科 目 補 正 額 の 財 源 内 訳 節

説 明補正前の額 補 正 額 計 特 定 財 源
一般財源項 目 区 分 金 額

国庫支出金 都支出金 地 方 債 そ の 他

― 31 ― ― 32 ―

１保 健 衛 生 費 2,100,099 4,299 2,104,398 0 0 0 0 4,299

１保健衛生総務費 606,032 4,299 610,331 0 0 0 0 4,299

１ 人件費（人事課） 4,2991,918２給 料0 0 0 0 4,299

２給料 1,918

人事異動等 1,9181,693３職 員 手 当

３職員手当 1,693

人事異動等 1,693688４共 済 費

４共済費 688

人事異動等 688

計 4,467,083 4,299 4,471,382 0 0 0 0 4,299

第４款 衛 生 費



第 款 農 林 費６ （補正額 4,515 千円） （単位：千円）

科 目 補 正 額 の 財 源 内 訳 節

説 明補正前の額 補 正 額 計 特 定 財 源
一般財源項 目 区 分 金 額

国庫支出金 都支出金 地 方 債 そ の 他

― 33 ― ― 34 ―

１農 業 費 112,430 4,515 116,945 0 0 0 0 4,515

２農 業 総 務 費 45,642 4,515 50,157 0 0 0 0 4,515

１ 人件費（人事課） 4,5152,534２給 料0 0 0 0 4,515

２給料 2,534

人事異動等 2,5341,407３職 員 手 当

３職員手当 1,407

人事異動等 1,407574４共 済 費

４共済費 574

人事異動等 574

計 112,430 4,515 116,945 0 0 0 0 4,515

第６款 農 林 費



第 款 商 工 費７ （補正額 2,033 千円） （単位：千円）

科 目 補 正 額 の 財 源 内 訳 節

説 明補正前の額 補 正 額 計 特 定 財 源
一般財源項 目 区 分 金 額

国庫支出金 都支出金 地 方 債 そ の 他

― 35 ― ― 36 ―

１商 工 費 245,343 2,033 247,376 0 0 0 0 2,033

１商 工 総 務 費 77,330 2,033 79,363 0 0 0 0 2,033

１ 人件費（人事課） 2,0331,485２給 料0 0 0 0 2,033

２給料 1,485

人事異動等 1,485△95３職 員 手 当

３職員手当 △95

人事異動等 △95643４共 済 費

４共済費 643

人事異動等 643

計 245,343 2,033 247,376 0 0 0 0 2,033

第７款 商 工 費



第 款 土 木 費８ （補正額 39,463 千円） （単位：千円）

科 目 補 正 額 の 財 源 内 訳 節

説 明補正前の額 補 正 額 計 特 定 財 源
一般財源項 目 区 分 金 額

国庫支出金 都支出金 地 方 債 そ の 他

― 37 ― ― 38 ―

１土 木 管 理 費 630,540 12,017 642,557 0 0 0 0 12,017

１土 木 総 務 費 352,617 12,017 364,634 0 0 0 0 12,017

１ 人件費（人事課） 12,0175,978２給 料0 0 0 0 12,017

２給料 5,978

人事異動等 5,9783,348３職 員 手 当

３職員手当 3,348

人事異動等 3,3482,691４共 済 費

４共済費 2,691

人事異動等 2,691

２道 路 橋 梁 費 2,134,876 35,724 2,170,600 0 0 0 0 35,724

２道 路 維 持 費 423,401 35,724 459,125 0 0 0 0 35,724

２ 街路樹等維持管理経費（管理課） 35,72435,72412委 託 料0 0 0 0 35,724

12委託料 35,724

街路樹剪定及び草刈等業務委託 35,724

４都 市 計 画 費 2,845,302 △8,278 2,837,024 0 0 0 0 △8,278

１都市計画総務費 145,087 5,583 150,670 0 0 0 0 5,583

１ 人件費（人事課） 5,5832,535２給 料0 0 0 0 5,583

２給料 2,535

人事異動等 2,5352,371３職 員 手 当

３職員手当 2,371

人事異動等 2,371677４共 済 費

４共済費 677

人事異動等 677

２土地区画整理費 1,772,491 △4,931 1,767,560 0 0 0 0 △4,931

１ 土地区画整理事業特別会計繰出金（区画整理課） △4,931△4,93127繰 出 金0 0 0 0 △4,931

27繰出金 △4,931

土地区画整理事業特別会計繰出金 △4,931

４公共下水道費 196,048 △8,930 187,118 0 0 0 0 △8,930

１ 下水道事業会計負担金及び補助金（緑と環境課） △8,930△8,930
18負担金補助及び

0 0 0 0 △8,930

18負担金補助及び交付金 △8,930
交 付 金

下水道事業会計負担金及び補助金 △8,930

計 5,747,155 39,463 5,786,618 0 0 0 0 39,463

第８款 土 木 費



第 款 消 防 費９ （補正額 32,774 千円） （単位：千円）

科 目 補 正 額 の 財 源 内 訳 節

説 明補正前の額 補 正 額 計 特 定 財 源
一般財源項 目 区 分 金 額

国庫支出金 都支出金 地 方 債 そ の 他

― 39 ― ― 40 ―

１消 防 費 1,511,927 32,774 1,544,701 0 0 3,900 0 28,874

１常 備 消 防 費 1,073,659 28,808 1,102,467 0 0 0 0 28,808

１ 人件費（人事課） 28,8085,332２給 料0 0 0 0 28,808

２給料 5,332

人事異動等 5,33217,239３職 員 手 当

３職員手当 17,239

人事異動等 17,2396,237４共 済 費

４共済費 6,237

人事異動等 6,237

４災 害 対 策 費 105,872 3,966 109,838 0 0 3,900 0 66

１ 一般事務費（防災課） 3,9663,96617備 品 購 入 費0 0 3,900 0 66

17備品購入費 3,966

事業用 3,966

計 1,511,927 32,774 1,544,701 0 0 3,900 0 28,874

第９款 消 防 費



第 款 教 育 費10 （補正額 24,542 千円） （単位：千円）

科 目 補 正 額 の 財 源 内 訳 節

説 明補正前の額 補 正 額 計 特 定 財 源
一般財源項 目 区 分 金 額

国庫支出金 都支出金 地 方 債 そ の 他

― 41 ― ― 42 ―

１教 育 総 務 費 530,480 20,862 551,342 0 0 0 0 20,862

２事 務 局 費 275,072 20,862 295,934 0 0 0 0 20,862

１ 人件費（人事課） 20,8626,763２給 料0 0 0 0 20,862

２給料 6,763

人事異動等 6,76312,213３職 員 手 当

３職員手当 12,213

人事異動等 12,2131,886４共 済 費

４共済費 1,886

人事異動等 1,886

５社 会 教 育 費 1,193,594 10,031 1,203,625 0 0 0 0 10,031

１社会教育総務費 310,774 10,031 320,805 0 0 0 0 10,031

１ 人件費（人事課） 10,0316,677２給 料0 0 0 0 10,031

２給料 6,677

人事異動等 6,6772,918３職 員 手 当

３職員手当 2,918

人事異動等 2,918436４共 済 費

４共済費 436

人事異動等 436

６保 健 体 育 費 1,840,447 △6,351 1,834,096 0 0 0 0 △6,351

３学 校 給 食 費 1,458,207 △6,351 1,451,856 0 0 0 0 △6,351

１ 人件費（人事課） △6,351△3,402２給 料0 0 0 0 △6,351

２給料 △3,402

人事異動等 △3,402△2,033３職 員 手 当

３職員手当 △2,033

人事異動等 △2,033△916４共 済 費

４共済費 △916

人事異動等 △916

計 6,505,404 24,542 6,529,946 0 0 0 0 24,542

第10款 教 育 費



給　与　費　明　細　書

１　特別職 （単位　千円）

－

(4.20月分)

－

(4.20月分)

比

較

長 等 0 － 0 0 0 0 64 64

― 43 ―

30,300 12,727

共済費 合 計 備 考
給料

期末手当 その他
の手当

計
区 分

職員数
給 与 費

（人） 年間支給率　(月分)
報酬

50,079

7,116 50,143

補

正

前

長 等 3 30,300 12,727 0 43,027 7,052

0 43,027

補

正

後

長 等 3



２　一般職

(1)　総括 

補 正 後
[214]
(17)
529

補 正 前
[197]
(20)
526

比 較
[17]
(△3)
3

職員手当
の内訳

区 分 扶 養 手 当 地 域 手 当
管 理 職
手 当

通 勤 手 当
特 殊 勤 務
手 当

時 間 外
勤 務 手 当

夜 間 勤 務
手 当

宿 日 直
手 当

期 末 ･ 勤 勉
手 当

住 居 手 当 児 童 手 当
管理職員特
別勤務手当

休 日 勤 務
手 当

義 務 教 育 等

教員特別手当

補 正 後 54,878 370,605 61,898 45,225 6,584 154,913 3,735 0 1,194,648 12,212 50,150 240 49,190 181 

補 正 前 54,158 360,873 62,388 44,831 6,584 141,481 3,730 0 1,148,003 13,320 48,515 240 49,190 179 

比 較 720 9,732 △490 394 0 13,432 5 0 46,645 △1,108 1,635 0 0 2 

(2)　報酬、給料及び職員手当の増減額の明細

区 分 増 減 額

報 酬 33,692 

給 料 44,982 

職 員 手 当 70,967 

12,962

△ 14,983 その他の減分

期末・勤勉手当

職員配置等による増分

新陳代謝等による減分

11,836

△ 14,424

育休取得等による減分 △ 33,245

給 与 費 明 細 書

（単位　千円）

区 分 職員数 (人)
給 与 費

共 済 費 合 計 備 考
報 酬 給 料 職 員 手 当 計

5,636,523    

5,467,358    

538,819    2,180,190    2,004,459    4,723,468    913,055    

505,127    2,135,208    1,933,492    4,573,827    893,531    

その他の増分 33,692 

備考　職員数について、()内は再任用職員数、[]内は第１種会計年度任用職員数です。
　　　なお、再任用職員数、第１種会計年度任用職員数は外数であり、本表の職員数には含まれません。

（単位　千円）

増 減 事 由 別 内 訳 説          明 備 考

33,692    44,982    70,967    149,641    19,524    169,165    

33,692

給与改定に伴う増分 80,815

　第１種会計年度任用職員 17人分
月額報酬
通勤分

給与改定に伴う増分 80,815 

△ 35,833 その他の減分

職員配置等による増分

― 45 ―― 44 ―

給与改定に伴う増分 85,950

職員配置等による増分 7,525

新陳代謝等による減分 △ 14,565

育休取得等による減分 △ 20,905

給与改定に伴う増分 85,950 支給率の増　0.05月（再任用職員は0.05月）

時間外勤務増加による増分
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⑶ 給料及び職員手当の状況 

  

ア 職員１人当たり給与 

区 分 行 政 職 ㈠ 行 政 職 ㈡ 

令和７年 11 月１日

現在 

平均給料月額（円） 3 1 8 , 8 6 2 3 2 9 , 9 2 5 

平均給与月額（円） 4 2 8 , 9 0 0 4 0 3 , 1 1 0 

平均年齢   42 歳 0 月 54 歳 1 月 

令和６年 11 月１日

現在 

平均給料月額（円） 3 1 0 , 2 0 9 2 6 0 , 1 8 0 

平均給与月額（円） 4 1 1 , 2 4 9 3 1 5 , 1 7 5 

平均年齢   42 歳１月 54 歳４月 

 

 

イ 初任給 （単位 円） 

区 分 行 政 職 ㈠ 行 政 職 ㈡ 
国の制度 

一般行政職 技能労務職 

Ⅰ類 
改正後 242,000 － 242,000 － 

改正前 225,500 － 230,000 － 

Ⅱ類 
改正後 213,800 － － － 

改正前 199,700 － － － 

Ⅲ類 
改正後 200,300 197,700  200,300 198,200 

改正前 188,000 185,400 188,000 185,700 

 

 

ウ 級別職員数 

区 分 
行 政 職 ㈠ 行 政 職 ㈡ 

級 職員数(人) 構成比(％) 級 職員数(人) 構成比(％) 

令和７年 11 月１日

現在 

５級 11 2.8 － － － 

４級 39 9.9 ４級 0 0.0 

３級 89 22.7 ３級 1 25.0 

２級 85 21.6 ２級 2 50.0 

１級 169 43.0 １級 1 25.0 

計 393 100.0 計 4 100.0 

令和６年 11 月１日

現在 

５級 11 2.8 － － － 

４級 40 10.2 ４級 0 0.0 

３級 88 22.5 ３級 1 20.0 

２級 76 19.5 ２級 3 60.0 

１級 176 45.0 １級 1 20.0 

計 391 100.0 計 5 100.0 



 － 47 －  

（級別の基準となる職務）               

区分 ５級 ４級 ３級 ２級 １級 

行政職㈠ 部長 

統括課長 

課長 

主幹 

係長 副係長 主事 

 

 

エ 昇給 

区           分 合計 
代表的な職種 

行政職㈠ 行政職㈡ 

本 
 

年 
 

度 

職 員 数       （A） (人) 531 394 5 

昇給に係る職員数    (B） (人) 455 331 3 

 １号給 (人) 30 24 0 

 ２号給 (人) 2 2 0 

号 給 数 別 内 訳 ３号給 (人) 7 5 0 

 ４号給 (人) 299 214 2 

 ５号給 (人) 103 73 1 

 ６号給 (人) 14 13 0 

比    率         (B）／（A） (％) 85.7 84.0 60.0 

前 
 

年 
 

度 

職 員 数       （A） (人) 523 391 5 

昇給に係る職員数    (B） (人) 448 326 4 

 １号給 (人) 22 15 0 

 ２号給 (人) 3 2 0 

号 給 数 別 内 訳 ３号給 (人) 10 8 0 

 ４号給 (人) 297 215 4 

 ５号給 (人) 101 76 0 

 ６号給 (人) 15 10 0 

比    率         (B）／（A） (％) 85.7 83.4 80.0 

 

 

オ 期末手当・勤勉手当 

区 分 

支 給 期 別 支 給 率 
支給率計 

 （月分） 

職制上の段階、

職務の級等に

よる加算措置 

備 考 ６月 

（月分） 

12月 

（月分） 

市 

改正後 
(1.275) 

2.425 

(1.325) 

2.475 

(2.60) 

4.90 
有 － 

改正前 
(1.275) 

2.425 

(1.275) 

2.425 

(2.55) 

4.85 

国 

改正後 
(1.20) 

2.30 

(1.25) 

2.35 

(2.45) 

4.65 
有 － 

改正前 
(1.20) 

2.30 

(1.20) 

2.30 

(2.40) 

4.60 

（ ）内は再任用支給率 
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カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当（令和７年11月１日現在） 

区分 
20年勤続 
の者 
（月分） 

25年勤続 
の者 
（月分） 

35年勤続 
の者 
（月分） 

最高限度 
（月分） 

その他の加算措置等 備考 

市の制度 23.00 30.50 43.00 43.00 
定年前早期退職特例 

(２％～ 1 0％加算) 
― 

国の制度 24.586875 33.27075 47.709 47.709 
定年前早期退職特例 

(２％～ 4 5％加算) 
― 

 

 

キ 地域手当（令和７年11月１日現在） 

支 給 対 象 地 域 稲 城 市 

支 給 率 (％) 16.0 

支給対象職員数  (人) 546   

国の指定基準に 

基 づ く 支 給 率 

 

(％) 
   16.0 

 

 

ク 特殊勤務手当  

区 分 全 職 種 
代 表 的 な 職 種 

消 防 職 行 政 職 ㈠ 

給 料 総 額 に 対 す る 

比 率     ( ％ ) 
0.30 0.29 0.01 

支給対象職員の比率(％) 

(令和７年 11月１日現在) 
22.63 20.26 2.37 

代 表 的 な 特 殊 勤 務 

手 当 の 名 称 

支 給 額 の 多 い 手 当 救急手当、出場手当、機関手当 

多くの職員に支給される手当 救急手当、出場手当、機関手当 
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ケ その他の手当（令和７年11月１日現在） （単位 円） 

区 分 
国の制度

との異同 
差 異 の 内 容 

扶養手当 異 な る 

  改定あり 

 

扶養等による区分 
市の場合 

（部長職を除く。） 
国の場合 

配 偶 者 
3,000 

(課長職支給なし) 
3,000 

子 11,500 11,500 

父 母 等 
6,000 

(課長職 3,000) 
6,500 

満16歳の年度初めから満22歳の年

度末までの子１人当たりの加算額 
4,000 5,000 

住居手当 異 な る 

   改定なし 

市の場合 国の場合 

当該年度末に 35歳未

満で、自ら居住するた

め住宅又は貸間を借

り受け、月額 15,000

円以上の家賃を支払

っている世帯主等 

（管理職を除く。） 

15,000 
借家又は借間に居住する職員

に対する支給限度額 28,000 

通勤手当 異 な る 

   改定あり 

 

市の場合 国の場合 

交通機関利用者 運賃相当額

（６か月定期券等）を支給 

月額支給限度額   150,000 

交通用具利用者 距離に応じて

支給 1,000～13,000 

交通機関利用者 運賃相当額

（６か月定期券等）を支給 

月額支給限度額  150,000 

交通用具利用者 距離に応じて

支給 2,000～31,600 

 



（追加） （単位　千円）

国･都支出金 地 方 債 そ の 他

8,976 8,976 8,976

3,885 3,885 3,885

6,105 6,105 6,105

240,839 240,839 240,839

66,932 66,932 66,932

14,874 14,874 14,874

226,108 226,108 226,108

債 務 負 担 行 為 で 翌 年 度 以 降 に わ た る も の に つ い て の 前 年 度 末 ま で の 支 出 額

又 は 支 出 額 の 見 込 み 及 び 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 等 に 関 す る 調 書 の 追 加

事 項 主 管 課 限 度 額
前年度末までの支出（見込）額 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 左 の 財 源 内 訳

期 間 金 額 期 間 金 額
特 定 財 源

一 般 財 源

住民基本台帳ネットワークシステム
機器賃借料

市民課
令和７年度から
令和11年度まで

7,684

稲城市大丸地区会館管理運営事業 総務契約課
令和７年度から
令和12年度まで

施設等の維持管理又は運営
に係る経費が、物価変動等
に伴い変更された場合は、
変更前の経費と変更後の経
費との差を加えた額とす
る。

施設等の維持管理又は運営
に係る経費が、物価変動等
に伴い変更された場合は、
変更前の経費と変更後の経
費との差を加えた額とす
る。

施設等の維持管理又は運営
に係る経費が、物価変動等
に伴い変更された場合は、
変更前の経費と変更後の経
費との差を加えた額とす
る。

稲城市松葉集会所管理運営事業 総務契約課
令和７年度から
令和12年度まで

施設等の維持管理又は運営
に係る経費が、物価変動等
に伴い変更された場合は、
変更前の経費と変更後の経
費との差を加えた額とす
る。

施設等の維持管理又は運営
に係る経費が、物価変動等
に伴い変更された場合は、
変更前の経費と変更後の経
費との差を加えた額とす
る。

施設等の維持管理又は運営
に係る経費が、物価変動等
に伴い変更された場合は、
変更前の経費と変更後の経
費との差を加えた額とす
る。

稲城市押立ふれあい会館
管理運営事業

総務契約課
令和７年度から
令和12年度まで

施設等の維持管理又は運営
に係る経費が、物価変動等
に伴い変更された場合は、
変更前の経費と変更後の経
費との差を加えた額とす
る。

施設等の維持管理又は運営
に係る経費が、物価変動等
に伴い変更された場合は、
変更前の経費と変更後の経
費との差を加えた額とす
る。

施設等の維持管理又は運営
に係る経費が、物価変動等
に伴い変更された場合は、
変更前の経費と変更後の経
費との差を加えた額とす
る。

稲城市地域振興プラザ
管理運営事業

市民協働課
令和７年度から
令和12年度まで

施設等の維持管理又は運営
に係る経費が、物価変動等
に伴い変更された場合は、
変更前の経費と変更後の経
費との差を加えた額とす
る。

施設等の維持管理又は運営
に係る経費が、物価変動等
に伴い変更された場合は、
変更前の経費と変更後の経
費との差を加えた額とす
る。

施設等の維持管理又は運営
に係る経費が、物価変動等
に伴い変更された場合は、
変更前の経費と変更後の経
費との差を加えた額とす
る。

施設等の維持管理又は運営
に係る経費が、物価変動等
に伴い変更された場合は、
変更前の経費と変更後の経
費との差を加えた額とす
る。
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稲城市上谷戸緑地体験学習館
管理運営事業

緑と環境課

稲城市福祉センター管理運営事業 生活福祉課

施設等の維持管理又は運営
に係る経費が、物価変動等
に伴い変更された場合は、
変更前の経費と変更後の経
費との差を加えた額とす
る。

施設等の維持管理又は運営
に係る経費が、物価変動等
に伴い変更された場合は、
変更前の経費と変更後の経
費との差を加えた額とす
る。

施設等の維持管理又は運営
に係る経費が、物価変動等
に伴い変更された場合は、
変更前の経費と変更後の経
費との差を加えた額とす
る。

施設等の維持管理又は運営
に係る経費が、物価変動等
に伴い変更された場合は、
変更前の経費と変更後の経
費との差を加えた額とす
る。

令和７年度から
令和12年度まで

施設等の維持管理又は運営
に係る経費が、物価変動等
に伴い変更された場合は、
変更前の経費と変更後の経
費との差を加えた額とす
る。

稲城長峰スポーツ広場
管理運営事業

スポーツ推進課
令和７年度から
令和12年度まで

令和７年度から
令和10年度まで

7,684 7,684

施設等の維持管理又は運営
に係る経費が、物価変動等
に伴い変更された場合は、
変更前の経費と変更後の経
費との差を加えた額とす
る。

施設等の維持管理又は運営
に係る経費が、物価変動等
に伴い変更された場合は、
変更前の経費と変更後の経
費との差を加えた額とす
る。

施設等の維持管理又は運営
に係る経費が、物価変動等
に伴い変更された場合は、
変更前の経費と変更後の経
費との差を加えた額とす
る。



  　　　　　　　　　　地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
　　　　　　　　　　　当該年度末における現在高の見込みに関する調書の変更

（単位　千円）

当 該 年 度 末

当 該 年 度 中 当 該 年 度 中 現 在 高

起 債 見 込 額 元金償還見込額 見 込 額

当 該 年 度 中 増 減 見 込 額

区　　　　分
前 々 年 度 末
現 在 高

前 年 度 末
現 在 高

1 普 通 債

6,100

補　　正　　前 11,455,960 11,950,573 2,184,700 984,305 13,150,968

11,455,960 11,950,573 2,190,800 984,305 13,157,068

補　　正　　額 6,100

2,200

  (2)　民　　生　　債

補　　正　　前 125,751 178,237 57,200 12,545 222,892

計

補　　正　　前

補　　正　　額 2,200

18,933,426

60,339

計 125,751 178,237 59,400 12,545 225,092

  (7)　消　　防　　債

263,900

6,100 6,100

合  　　　計

補　　正　　前 18,855,224 18,519,939 2,184,700 1,771,213

701,591 729,021 260,000

計 18,855,224 18,519,939 2,190,800

補　　正　　額

― 52 ―

1,771,213 18,939,526

60,339 932,582

928,682

補　　正　　額 3,900 3,900

729,021計 701,591
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議案概要説明書 

議 案 番 号  第78号 担 当 課 企画部財政課  

件 名 令和７年度東京都稲城市一般会計補正予算（第３号） 

【概  要】 

（特に表示がないときは単位  千円）  

補正前の予算総額  

補   正   額 

補正後の予算総額  

47,187,700 

564,331 

47,752,031 

（補正の概要）  

今回の補正の主なものは、令和６年度の稲城・府中墓苑組合負担金及び多摩川衛生

組合負担金の精算金の計上、給与改定、人事異動等に伴う人件費の増額又は減額、マ

イナンバーカードを活用した子ども医療費助成、ひとり親家庭医療費助成及び心身障

害者医療費助成のオンライン資格確認の実施に伴う経費の計上、（仮称）稲城マイナ

ンバーカードセンター開所に伴う準備経費の計上、サービス利用者数及び利用日数の

増等に伴う障害介護給付費、障害児通所給付費及び東京都障害者グループホーム等支

援事業費の増額、令和６年度東京都国民健康保険保険給付費等交付金及び社会保障・

税番号制度システム整備費等補助金の額の確定による返還に伴う国民健康保険事業特

別会計繰出金の増額、拡充された東京都の子供家庭支援区市町村包括補助事業補助金

を活用し、市内の保育所、学童クラブ、児童館及びおやこ包括支援センターにおい

て、熱中症対策を実施することに伴う経費の計上、国の就学前教育・保育施設整備交

付金の補助単価が改定されたことに伴う民間保育所等振興費補助金の増額、東京都の

保育所等物価高騰緊急対策事業補助金の補助対象期間の延長に伴い、市内の保育所等

に対する支援を延長するための保育所等物価高騰緊急対策事業補助金の増額、猛暑の

影響により草刈り業務が増加したことに伴う街路樹剪定及び草刈等業務委託料の増

額、Ｊアラート受信機を新型受信機に更新することに伴う備品購入費の計上等を行う

ものです。  

また、繰越明許費の補正として、（仮称）稲城マイナンバーカードセンター整備工

事及び稲城駅南口駅前広場改良工事に係る経費について年度内に支出が完了しない見

込みであることから繰越明許費を設定するものです。  

さらに、債務負担行為の補正として、住民基本台帳ネットワークシステム機器賃借



－ 2 － 

料及び稲城市大丸地区会館ほか６件の指定管理者の指定に伴う管理運営事業に係る経

費について、債務負担行為を追加するものです。  

加えて、地方債の補正として、Ｊアラート受信機更新整備事業債を計上し、及び民

間保育所園舎建替事業債を増額するものです。 
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第79号議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令 和 ７ 年 度 

東京都稲城市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 
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令 和 ７ 年 度 

 

 

東京都稲城市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 

 

 

令和７年度東京都稲城市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによ

る。 

 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 67,668千円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ 8,065,267千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 

 

令和７年11月26日 

 

 

 

提出者 稲城市長 髙 橋 勝 浩 

 



第１表 歳入歳出予算補正
歳 入 （単位：千円）

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

― 3 ―

925,656 67,668 993,324６ 繰 入 金

925,656 67,668 993,324１ 他 会 計 繰 入 金

歳 入 合 計 7,997,599 67,668 8,065,267

歳 出 （単位：千円）

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

13,701 67,668 81,369６ 諸 支 出 金

13,701 67,668 81,369１ 償還金及び還付加算金

歳 出 合 計 7,997,599 67,668 8,065,267
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歳入歳出予算事項別明細書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



歳 入

第 款 繰 入 金６ （補正額 67,668 千円） （単位：千円）

科 目 節

説 明補 正 前 の 額 補 正 額 計
項 目 区 分 金 額

― 5 ― ― 6 ―

１他 会 計 繰 入 金 925,656 67,668 993,324

１一般会計繰入金 925,656 67,668 993,324

（保険年金課） 67,668１一 般 繰 入 金 67,668

一般繰入金 67,668

計 925,656 67,668 993,324

第６款 繰 入 金



歳 出

第 款 諸 支 出 金６ （補正額 67,668 千円） （単位：千円）

科 目 補 正 額 の 財 源 内 訳 節

説 明補正前の額 補 正 額 計 特 定 財 源
一般財源項 目 区 分 金 額

国庫支出金 都支出金 地 方 債 そ の 他

― 7 ― ― 8 ―

１償 還 金 及 び 13,701 67,668 81,369 0 0 0 0 67,668

還 付 加 算 金

２償 還 金 1 67,668 67,669 0 0 0 0 67,668

１ 償還金（保険年金課） 67,66867,668
22償還金利子及び

0 0 0 0 67,668

22償還金利子及び割引料 67,668
割 引 料

償還金 67,668

計 13,701 67,668 81,369 0 0 0 0 67,668

第６款 諸 支 出 金
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議案概要説明書 

議 案 番 号  第79号 担 当 課 市民部保険年金課  

件 名 令和７年度東京都稲城市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 

【概  要】 

（特に表示がないときは単位  千円）  

補正前の予算総額  

補   正   額 

補正後の予算総額  

7,997,599 

67,668 

8,065,267 

（補正の概要）  

今回の補正は、令和６年度の東京都国民健康保険保険給付費等交付金の額の確定

等に伴う償還金の増額等を行うものです。  

歳入では繰入金を増額し、歳出では諸支出金を増額するものです。  
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第80号議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令 和 ７ 年 度 

東京都稲城市土地区画整理事業特別会計補正予算（第１号） 
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令 和 ７ 年 度 

 

 

東京都稲城市土地区画整理事業特別会計補正予算（第１号） 

 

 

令和７年度東京都稲城市土地区画整理事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによ

る。 

 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ4,931千円を減額し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ 2,878,817千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 

 

令和７年11月26日 

 

 

 

提出者 稲城市長 髙 橋 勝 浩 

 

 

 



第１表 歳入歳出予算補正
歳 入 （単位：千円）

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

― 3 ―

1,772,491 △4,931 1,767,560４ 繰 入 金

1,772,491 △4,931 1,767,560１ 他 会 計 繰 入 金

歳 入 合 計 2,883,748 △4,931 2,878,817

歳 出 （単位：千円）

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

101,647 △4,931 96,716１ 総 務 費

101,647 △4,931 96,716１ 総 務 管 理 費

歳 出 合 計 2,883,748 △4,931 2,878,817
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歳入歳出予算事項別明細書 

 

 



歳 入

第 款 繰 入 金４ （補正額 △4,931 千円） （単位：千円）

科 目 節

説 明補 正 前 の 額 補 正 額 計
項 目 区 分 金 額

― 5 ― ― 6 ―

１他 会 計 繰 入 金 1,772,491 △4,931 1,767,560

１一般会計繰入金 1,772,491 △4,931 1,767,560

（区画整理課） △4,931１一般会計繰入金 △4,931

一般会計繰入金 △4,931

計 1,772,491 △4,931 1,767,560

第４款 繰 入 金



歳 出

第 款 総 務 費１ （補正額 △4,931 千円） （単位：千円）

科 目 補 正 額 の 財 源 内 訳 節

説 明補正前の額 補 正 額 計 特 定 財 源
一般財源項 目 区 分 金 額

国庫支出金 都支出金 地 方 債 そ の 他

― 7 ― ― 8 ―

１総 務 管 理 費 101,647 △4,931 96,716 0 0 0 0 △4,931

１一 般 管 理 費 101,647 △4,931 96,716 0 0 0 0 △4,931

１ 人件費（区画整理課） △4,931△1,898２給 料0 0 0 0 △4,931

２給料 △1,898

人事異動等 △1,898△2,410３職 員 手 当

３職員手当 △2,410

人事異動等 △2,410△623４共 済 費

４共済費 △623

人事異動等 △623

計 101,647 △4,931 96,716 0 0 0 0 △4,931

第１款 総 務 費



一般職

⑴　総括 （単位　千円）

職員数 
(人)

補 正 後 10

補 正 前 11

比 較 △1

職員手当
の内訳

区 分 扶 養 手 当 地 域 手 当
管 理 職
手 当

通 勤 手 当
特 殊 勤 務
手 当

時 間 外
勤 務 手 当

夜 間 勤 務
手 当

宿 日 直
手 当

期 末 ･勤勉
手 当

住 居 手 当 児 童 手 当
管理職員特
別勤務手当

休 日 勤 務
手 当

補 正 後 1,134 6,850 881 484 0 3,230 0 0 20,233 180 1,040 0 0 

補 正 前 1,410 7,199 881 866 0 3,230 0 0 21,196 360 1,300 0 0 

比 較 △276 △349 0 △382 0 0 0 0 △963 △180 △260 0 0 

⑵　給料及び職員手当の増減額の明細

区 分 増 減 額

給 料 △1,898 

職 員 手 当 △2,410 

△ 3,172 その他の減分

職員配置等による減分 △ 2,008

給与改定に伴う増分 1,274

職員配置等による減分

新陳代謝等による増分

△ 3,192

20

給 与 費 明 細 書

1,151 支給率の増　0.05月期末・勤勉手当給与改定に伴う増分 1,151 給与改定に伴う増分

（単位　千円）

増 減 事 由 別 内 訳 説 明

給与改定に伴う増分 1,274 

区 分
給 与 費

共 済 費 合 計 備 考
給 料 職 員 手 当 計

備 考

42,686    36,442    79,128    15,315    94,443    

△1,898    △2,410    △4,308    △623    △4,931    

40,788    34,032    74,820    14,692    89,512    

△ 3,561 その他の減分

― 9 ― ― 10 ―

新陳代謝等による減分 △ 1,553
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⑶ 給料及び職員手当の状況 

  

ア 職員１人当たり給与 

区 分 行 政 職 ㈠ 

令和７年 11 月１日

現在 

平均給料月額（円） 3 3 0 , 3 2 0 

平均給与月額（円） 4 0 9 , 1 6 5 

平均年齢   41歳 10月 

令和６年 11 月１日

現在 

平均給料月額（円） 2 8 0 , 3 6 4 

平均給与月額（円） 3 5 3 , 5 5 7 

平均年齢   39歳 10月 

 

 

イ 初任給                （単位 円） 

区 分 行 政 職 ㈠ 
国の制度 

一般行政職 

Ⅰ類 
改正後 242,000 242,000 

改正前 225,500 230,000 

Ⅱ類 
改正後 213,800 － 

改正前 199,700 － 

Ⅲ類 
改正後 200,300 200,300 

改正前 188,000 188,000 

 

 

ウ 級別職員数 

区 分 
行 政 職 ㈠ 

級 職員数(人) 構成比(％) 

令和７年 11 月１日

現在 

５級 0 0.0 

４級 1 10.0 

３級 2 20.0 

２級 4 40.0 

１級 3 30.0 

計 10 100.0 

令和６年 11 月１日

現在 

５級 0 0.0 

４級 1 9.1 

３級 2 18.2 

２級 2 18.2 

１級 6 54.5 

計 11 100.0 
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（級別の基準となる職務）               

区分 ５級 ４級 ３級 ２級 １級 

行政職㈠ 部長 
統括課長 

課長 
係長 副係長 主事 

 

 

エ 昇給 

区           分 行政職㈠ 

本 
 

年 
 

度 

職 員 数       （A） (人) 10 

昇給に係る職員数    (B） (人) 8 

 １号給 (人) 0 

 ２号給 (人) 0 

号 給 数 別 内 訳 ３号給 (人) 0 

 ４号給 (人) 7 

 ５号給 (人) 0 

 ６号給 (人) 1 

比    率         (B）／（A） (％) 80.0 

前 
 

年 
 

度 

職 員 数       （A） (人) 12 

昇給に係る職員数    (B） (人) 11 

 １号給 (人) 1 

 ２号給 (人) 0 

号 給 数 別 内 訳 ３号給 (人) 0 

 ４号給 (人) 9 

 ５号給 (人) 1 

 ６号給 (人) 0 

比    率         (B）／（A） (％) 91.7 

 

 

オ 期末手当・勤勉手当 

区 分 

支 給 期 別 支 給 率 
支給率計 

 （月分） 

職制上の段階、

職務の級等に

よる加算措置 

備 考 ６月 

（月分） 

12月 

（月分） 

市 

改正後 2.425 2.475 4.90 

有 － 

改正前 2.425 2.425 4.85 

国 
改正後 2.30 2.35 4.65 

有 － 
改正前 2.30 2.30 4.60 
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カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当（令和７年11月１日現在） 

区分 
20年勤続 
の者 
（月分） 

25年勤続 
の者 
（月分） 

35年勤続 
の者 
（月分） 

最高限度 
（月分） 

その他の加算措置等 備考 

市の制度 23.00 30.50 43.00 43.00 
定年前早期退職特例 

(２％～ 1 0％加算) 
― 

国の制度 24.586875 33.27075 47.709 47.709 
定年前早期退職特例 

(２％～ 4 5％加算) 
― 

 

 

キ 地域手当（令和７年11月１日現在） 

支 給 対 象 地 域 稲 城 市 

支 給 率 (％) 16.0 

支給対象職員数  (人) 10 

国の指定基準に 

基 づ く 支 給 率 

 

(％) 
   16.0 

  

 

ク その他の手当（令和７年11月１日現在） （単位 円） 

区 分 
国の制度

との異同 
差 異 の 内 容 

扶養手当 異 な る 

 

   改定あり 
 

扶養等による区分 
市の場合 

（部長職を除く。） 
国の場合 

配 偶 者 
3,000 

（課長職支給なし） 
3,000 

子 11,500 11,500 

父 母 等 
6,000 

（課長職3,000） 
6,500 

満16歳の年度初めから満22歳の年

度末までの子１人当たりの加算額 
4,000 5,000 
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住居手当 異 な る 

     改定なし 

市の場合 国の場合 

当該年度末に 35歳未

満で、自ら居住するた

め住宅又は貸間を借

り受け、月額 15,000

円以上の家賃を支払

っている世帯主等 

（管理職を除く。） 

15,000 
借家又は借間に居住する職員

に対する支給限度額 28,000 

通勤手当 異 な る 

  改定あり 

市の場合 国の場合 

交通機関利用者 運賃相当額

（６か月定期券等）を支給 

月額支給限度額   150,000 

交通用具利用者 距離に応じて

支給 1,000～13,000 

交通機関利用者 運賃相当額

（６か月定期券等）を支給 

月額支給限度額   150,000 

交通用具利用者 距離に応じて

支給 2,000～31,600 
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議案概要説明書 

議 案 番 号  第80号 担 当 課 都市環境整備部区画整理課 

件 名 令和７年度東京都稲城市土地区画整理事業特別会計補正予算（第１号） 

【概  要】 

（特に表示がないときは単位  千円）  

補正前の予算総額  

補   正   額 

補正後の予算総額  

2,883,748 

△4,931 

2,878,817 

（補正の概要）  

今回の補正は、人事異動等に伴う減額補正です。 

歳入では一般会計繰入金を減額し、歳出では人件費を減額するものです。  

 

 

 



－ 1 － 

第81号議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令 和 ７ 年 度 

東京都稲城市後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号） 
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令 和 ７ 年 度 

 

 

東京都稲城市後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号） 

 

 

令和７年度東京都稲城市後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 2,450千円を追加し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ 2,376,166千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 

 

令和７年11月26日 

 

 

 

提出者 稲城市長 髙 橋 勝 浩 

 



第１表 歳入歳出予算補正
歳 入 （単位：千円）

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

― 3 ―

1,082 2,450 3,532６ 諸 収 入

1 2,450 2,451４ 雑 入

歳 入 合 計 2,373,716 2,450 2,376,166

歳 出 （単位：千円）

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

32,628 2,450 35,078４ 諸 支 出 金

1,978 2,450 4,428１ 償還金及び還付加算金

歳 出 合 計 2,373,716 2,450 2,376,166
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歳入歳出予算事項別明細書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



歳 入

第 款 諸 収 入６ （補正額 2,450 千円） （単位：千円）

科 目 節

説 明補 正 前 の 額 補 正 額 計
項 目 区 分 金 額

― 5 ― ― 6 ―

４雑 入 1 2,450 2,451

１雑 入 1 2,450 2,451

（保険年金課） 2,450１雑 入 2,450

令和６年度葬祭費負担金精算分 2,450

計 1,082 2,450 3,532

第６款 諸 収 入



歳 出

第 款 諸 支 出 金４ （補正額 2,450 千円） （単位：千円）

科 目 補 正 額 の 財 源 内 訳 節

説 明補正前の額 補 正 額 計 特 定 財 源
一般財源項 目 区 分 金 額

国庫支出金 都支出金 地 方 債 そ の 他

― 7 ― ― 8 ―

１償 還 金 及 び 1,978 2,450 4,428 0 0 0 2,450 0

還 付 加 算 金

２償 還 金 0 2,450 2,450 0 0 0 2,450 0

１ 償還金（保険年金課） 2,4502,450
22償還金利子及び

0 0 0 2,450 0

22償還金利子及び割引料 2,450
割 引 料

令和６年度葬祭費交付金精算分 2,450

計 32,628 2,450 35,078 0 0 0 2,450 0

第４款 諸 支 出 金
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議案概要説明書 

議 案 番 号  第81号 担 当 課 市民部保険年金課 

件 名 令和７年度東京都稲城市後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号） 

【概  要】 

（特に表示がないときは単位  千円）  

補正前の予算総額  

補   正   額 

補正後の予算総額  

2,373,716 

2,450 

2,376,166 

（補正の概要）  

今回の補正は、令和６年度の葬祭費の額の確定に伴い、東京都後期高齢者医療広域

連合からの葬祭費交付金を返還するための償還金の増額等を行うものです。  

歳入では諸収入を増額し、歳出では諸支出金を増額するものです。  
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第82号議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令 和 ７ 年 度 

東京都稲城市下水道事業会計補正予算（第１号） 
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令 和 ７ 年 度 

 

 

東京都稲城市下水道事業会計補正予算（第１号） 

 

 

（総則） 

第１条 令和７年度東京都稲城市下水道事業会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 

（収益的収入及び支出の補正） 

第２条 令和７年度東京都稲城市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収益

的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

（科  目）  （既決予定額）  （補正予定額）  （計） 

収入       

第１款  下水道事業収益  2,132,827千円  △2,333千円  2,130,494千円 

第２項  営業外収益  863,525千円  △2,333千円  861,192千円 

支出       

第１款  下水道事業費用  2,052,004千円  △2,333千円  2,049,671千円 

第１項  営業費用  1,923,466千円  △2,333千円  1,921,133千円 
 

 

（資本的収入及び支出の補正） 

第３条 予算第４条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

（科  目）  （既決予定額）  （補正予定額）  （計） 

収入       

第１款  資本的収入  1,080,667千円  △6,597千円  1,074,070千円 

第２項  他会計負担金  24,007千円  △456千円  23,551千円 

第３項  他会計補助金  18,808千円  △6,141千円  12,667千円 

支出       

第１款  資本的支出  1,564,343千円  △6,597千円  1,557,746千円 

第１項  建設改良費  1,264,215千円  △6,597千円  1,257,618千円 

 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正） 

第４条 予算第９条に定めた議会の議決を経なければ流用することのできない経費の金額を次のとお

り補正する。 

  （既決予定額）  （補正予定額）  （計） 

 職員給与費  98,040千円  △8,930千円  89,110千円 

  

（他会計からの補助金の補正） 

第５条 予算第10条中「90,284千円」を「82,214千円」に補正する。 
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令和７年11月26日 

 

 

 

提出者 稲城市長 髙 橋 勝 浩 
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東京都稲城市下水道事業会計補正予算（第１号）
に関する説明書
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1

2

2

3

1

1

3

下 水 道

事業費用 営 業 費 用

△ 2,333総 係 費 213,366

事業収益

款 補正予定額

△ 2,333

△ 2,333

下 水 道 2,132,827

既決予定額

（単位：千円）

69,547

計

他 会 計 補 助 金 71,476

支 出

款 項

令和７年度    東京都稲城市下水道事業会計補正予算（第１号）実施計画

収  益  的  収  入  及  び  支  出

収 入

項 目 既決予定額

（単位：千円）

計

2,130,494

営 業 外 収 益 863,525 861,192

他 会 計 負 担 金 9,443 △ 404 9,039

211,033

2,049,671

1,921,133

△ 1,929

補正予定額

△ 2,333

△ 2,333

2,052,004

1,923,466

目
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1

2

1

3

1

1

1

4

1,257,618

建 設 総 係 費 57,424 △ 6,597 50,827

資 本 的 1,564,343 △ 6,597 1,557,746

支 出 建 設 改 良 費 1,264,215 △ 6,597

款 項 目 既決予定額 補正予定額 計

12,667

他 会 計 補 助 金 18,808 △ 6,141 12,667

支 出 （単位：千円）

資 本 的 1,080,667 △ 6,597 1,074,070

収 入

他会計補助金 18,808 △ 6,141

他会計負担金 24,007 △ 456

資  本  的  収  入  及  び  支  出

収 入 （単位：千円）

款 項 目 既決予定額 補正予定額 計

23,551

他 会 計 負 担 金 24,007 △ 456 23,551
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1 下 水 道 事 業 収 益 2,132,827 2,130,494△ 2,333

令 和 ７年 度         東 京 都 稲 城 市 下 水 道

収   益   的   収   入

収      入

款 項 目 既決予定額 補正予定額 計

2 営 業 外 収 益

2,052,004 2,049,671

863,525

△ 2,333

71,476

支 出

款 項 目 既決予定額

1 下 水 道 事 業 費 用

△ 1,9293 他 会 計 補 助 金

861,192

69,547

計

△ 2,333

補正予定額

1 営 業 費 用 1,923,466 △ 2,333 1,921,133

3 総 係 費 213,366 △ 2,333 211,033

2 他 会 計 負 担 金 9,443 △ 404 9,039

- 8 -



5 法定福利費引当金繰入額 18 法定福利費引当金繰入額 18

4 法 定 福 利 費 △ 52 東京都市町村職員共済組合負担金 △ 52

3 賞 与 引 当 金 繰 入 額 114 賞与引当金繰入額 114

事 業 会 計 補 正 予 算 （ 第 １ 号 ） 実 施 計 画 説 明 書

及   び   支   出

節
説                               明

区                 分 金         額

（単位：千円）

金         額

△ 1,929

説                               明

（単位：千円）

節

区                 分

1 一 般 会 計 補 助 金 △ 1,929一般会計補助金

職員７人 △ 6631 給 料 △ 663

手当 △ 1,7502 手 当 △ 1,750

1 一 般 会 計 負 担 金 △ 404 一般会計負担金 △ 404

- 9 -



補正予定額 計

4 建 設 総 係 費 57,424 △ 6,597 50,827

1 資 本 的 支 出 1,564,343 △ 6,597 1,557,746

1 建 設 改 良 費 1,264,215 △ 6,597 1,257,618

3 他 会 計 補 助 金 18,808 △ 6,141 12,667

1 他 会 計 補 助 金 18,808 △ 6,141 12,667

支 出

款

1 資 本 的 収 入 1,080,667

項 目 既決予定額

2 他 会 計 負 担 金 24,007

△ 6,597 1,074,070

款 項 目 既決予定額 補正予定額 計

資    本    的    収    入

収     入

△ 456 23,551

1 他 会 計 負 担 金 24,007 △ 456 23,551
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△ 794

195

1 給 料 △ 3,511 職員２人 △ 3,511

手当 △ 2,514

法定福利費引当金繰入額 195

3 賞 与 引 当 金 繰 入 額 27 賞与引当金繰入額 27

4 法 定 福 利 費 △ 794 東京都市町村職員共済組合負担金

（単位：千円）

節
説                               明

区                 分 金         額

2 手 当 △ 2,514

5 法定福利費引当金繰入額

1 一 般 会 計 補 助 金 △ 6,141 一般会計補助金 △ 6,141

及    び    支    出

（単位：千円）

節
説                               明

区                 分 金         額

1 一 般 会 計 負 担 金 △ 456 一般会計負担金 △ 456
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総括

（　)内は再任用で外数

　

給料及び職員手当の増減額の明細

職員配置等による減分

△ 1,795新陳代謝等による減分

△ 3,749△ 5,544その他の減分

△ 2,358職員配置等による減分△ 5,623その他の減分

職　　員
手　　当

△ 4,123 給与改定に伴う増分 1,500 給与改定に伴う増分 1,500

１.

職　員　数　　（人） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　給　　　　　与　　　　　費

特別職 一般職

0
(0)
9

比　 較

補正前

補正後

0

0

区分
報　酬 給　料 手　当

0 36,970 37,781

0 41,144

6,218 881 786

(0)
10
(0)
-1

給 与 費

41,904

0 △ 4,174 △ 4,123

特 殊 時 間 外

15 3,885

手当の内訳
手 当 勤 務 手 当 勤 務 手 当

地 域 手 当
管 理 職

通 勤 手 当

補正前 1,836 7,020 881 786 15

区分 扶 養 手 当

3,885

補正後 1,002

0 0比　 較 △ 834 △ 802 0 0

２.

区　　分 増減額 増 減 事 由 別 内 訳 説　　　　　　　　　　明

給　　料 △ 4,174 給与改定に伴う増分 1,370

新陳代謝等による減分 △ 3,265

給与改定に伴う増分 1,370

- 12 -



74,751 14,359 89,110

明 細 書

（単位：千円）

法定福利費 合　　　計 備　　　考
計

△ 8,930

83,048 14,992

△ 8,297 △ 633

98,040

管 理 職 員 特 休 日 勤 務 退 職 手 当

勤 務 手 当 手 当 手 当 別 勤 務 手 当 手 当 組 合 負 担 金

夜 間 宿 日 直 期 末 ・ 勤 勉
住 居 手 当 児 童 手 当

0 5,261

0 0 20,194 0 1,320 0 0 5,967

0 0 19,333 180 220 0

0 0 △ 706

（単位：千円）

備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　考

0 0 △ 861 180 △ 1,100

期末・勤勉手当　　　　　　　　　支給率の増　0.05月

- 13 -



給料及び職員手当の状況

職員１人当たり給与

初任給

　

級別職員数

（級別の基準となる職務）

３.

（ア）

区　　　　　　　　分 行　　政　　職（一）

令和７年11月１日　現在

平  均  給  料  月  額 （円） 332,167

平  均  給  与  月  額 （円） 420,271

平     均      年     齢 41 歳 2 月

（イ） （単位：円）

令和６年11月１日　現在

平  均  給  料  月  額 （円） 301,050

平  均  給  与  月  額 （円） 376,428

平     均      年     齢 42 歳 4 月

区　　　　　分 行　政　職（一）
国の制度

一般行政職

225,500 230,000

改正後
Ⅰ類

改正前

242,000 242,000

（ウ）

区　　　分
行　　政　　職　（一）

級 職員数（人） 構成比（％）

199,700 -

188,000 188,000

Ⅱ類
改正後

改正前

Ⅲ類
改正後

改正前

213,800

200,300

-

200,300

令和７年11月１日
現　　　　　　　　在

４　　級 1 11.1

３　　級 3 33.3

２　　級 1 11.1

１　　級 4 44.5

計 9 100.0

５　　級 0 0.0

５　　級 0 0.0

計 10 100.0

令和６年11月１日
現　　　　　　　　在

４　　級 1 10.0

３　　級 3 30.0

２　　級 2 20.0

１　　級 4 40.0

区　　　　分 ５級 ４級 ３級 ２級 １級

行政職㈠ 部長 統括課長・課長 係長 副係長 主事
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昇給

　　

　　　

 

期末手当・勤勉手当

定年退職及び応募認定退職に係る退職手当（令和７年11月１日現在）

（エ）

区　　　　　　　　　　　　　分 合　　　　　計
職　　　　 　　　種

行　　政　　職（一）

本
　
年
　
度

職 員 数 （Ａ） （人） 9 9

昇 給 に 係 る 職 員 数 （Ｂ） （人） 9 9

１号給 （人） 2 2

２号給 （人） 0 0

５号給 （人） 1 1

６号給 （人） 0 0

号 給 数 別 内 訳
３号給 （人） 0 0

４号給 （人） 6 6

10

昇 給 に 係 る 職 員 数 （Ｂ）　 （人） 9 9

比 率 （Ｂ）／（Ａ） （％） 100.0 100.0

職 員 数 （Ａ）　 （人） 10

6

１号給 （人） 0 0

２号給 （人） 0 0

比 率 （Ｂ）／（Ａ） （％） 90.0 90.0

（オ） （　）内は再任用職員支給率

５号給 （人） 3 3

６号給 （人） 0 0

前
　
年
　
度

号 給 数 別 内 訳
３号給 （人） 0 0

４号給 （人） 6

有 -

有 -

(1.275)
2.425

(1.325)
2.475

(2.60)
4.90

区　　　分
支　　給　　期　　別　　支　　給　　率 支　給　率　計 職制上の段階、職務の

備考
６月（月分） 12月（月分） （月分） 級等による加算措置

(1.275)
2.425

(1.275)
2.425

(2.55)
4.85

市
改正後

改正前

国
改正後

（月分） （月分）

（カ）

区　　分
20年勤続の者 25年勤続の者 35年勤続の者 最高限度

(1.20)
2.30

(1.20)
2.30

(2.40)
4.60

国の制度

(1.20)
2.30

(1.25)
2.35

(2.45)
4.65

（２％～45％加算）

-
（２％～10％加算）

24.586875 33.27075 47.709 47.709
定年前早期退職特例

-

市の制度 23.00 30.50 43.00 43.00
定年前早期退職特例

その他の加算措置等 備考
（月分） （月分）

改正前
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地域手当（令和７年11月１日現在）

特殊勤務手当

その他の手当（令和７年11月１日現在）

改定あり

改定なし

改定あり

月額支給限度額　　150,000 月額支給限度額　　150,000

交通用具利用者 距離に応じて支給 交通用具利用者 距離に応じて支給

1,000～13,000 2,000～31,600

（ク）

支 給 対 象 職 員 数 （人） 9

国 の 指 定 基 準 に
（％） 16.0

基 づ く 支 給 率

（キ）

支 給 対 象 地 域 稲 城 市

支 給 率 （％） 16.0

区　　　　　分 全職種

給 料 総 額 に 対 す る
0.04

比 率 （％）

支 給 対 象 職 員 の 比 率 （％）
100.00

（ 令 和 ７ 年 11 月 1 日 現 在 ）

特 殊 勤 務
手 当 の 名 称 下水管渠

きょ

調査手当

市の場合
（部長職を除く。）

国の場合

（ケ） （単位：円）

区　分
国の制度

差 異 の 内 容
との異同

6,500
（課長職3,000）

11,500子

配　　　偶　　　者
3,000

3,000
（課長職 支給なし）

満 16 歳 の 年 度 初 め か ら 満 22 歳 の
4,000 5,000

年 度 末 ま で の 子 １ 人 当 た り の 加 算 額

住居手当 異なる

市 の 場 合 国 の 場 合

当該年度末に35歳未満で、自ら
居住するため住宅又は貸間を借
り受け、月額15,000円以上の家
賃を支払っている世帯主等（管
理職を除く。）

15,000

扶養手当 異なる

扶 養 等 に よ る 区 分

11,500

父　　　母　　　等
6,000

　借家又は借間に居住する職員

　に対する支給限度額　28,000

市 の 場 合 国 の 場 合

交通機関利用者 運賃相当額 交通機関利用者 運賃相当額

（６か月定期券等）を支給 （６か月定期券等）を支給
通勤手当 異なる
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－ 1 － 

議案概要説明書 

議 案 番 号  第82号 担 当 課 都市環境整備部下水道課 

件 名 令和７年度東京都稲城市下水道事業会計補正予算（第１号） 

【概  要】 

今回の補正は、人事異動等に伴う減額補正で、収益的収入及び支出並びに資本的収

入及び支出を減額するものです。  

 

（特に表示がないときは単位 千円）  

【収益的収入及び支出】 

 科  目 既決予定額  補正予定額  計  

 収入 第１款 下水道事業収益  2,132,827 △2,333 2,130,494  

 第２項 営業外収益  863,525 △2,333 861,192  

 支出 第１款 下水道事業費用  2,052,004 △2,333 2,049,671  

 第１項 営業費用  1,923,466 △2,333 1,921,133  

 

【資本的収入及び支出】 

 科  目 既決予定額  補正予定額  計  

 収入 第１款 資本的収入  1,080,667 △6,597 1,074,070  

 第２項 他会計負担金 24,007 △456 23,551  

 第３項 他会計補助金  18,808 △6,141 12,667  

 支出 第１款 資本的支出  1,564,343 △6,597 1,557,746  

 第１項 建設改良費  1,264,215 △6,597 1,257,618  

 

【議会の議決を経なければ流用することのできない経費】  

  既決予定額  補正予定額  計  

 職員給与費  98,040 △8,930 89,110  

 

【他会計からの補助金】 

  既決予定額  補正予定額  計  

 一般会計からの補助金  90,284 △8,070 82,214  
 

 



第83号議案

令　和　7　年　度

東京都稲城市病院事業会計補正予算（第２号）

－ 1 －



ころによる。

令和７年11月26日 提出

 稲城市長　髙　橋　勝　浩

         10.0%以内

ただし、利率見直し方式で
借り入れる資金について、
利率の見直しを行った後に
おいては、当該見直し後の
利率

償還の方法

借入のときから据置期間を
含め15年以内に償還する。
ただし、財政その他の都合
により据置期間及び償還年
限を短縮し、若しくは繰上
償還し、又は低利に借り換
えることができる。

1,600,000千円

限度額 起債の方法

証書借入
又は

証券発行

利率

第３条　予算第６条に定めた企業債に次のように加える。

600,000千円 1,600,000千円

　（一時借入金の補正）

第４条　予算第７条に定めた一時借入金の限度額を次のとおり補正する。

（既決限度額） （補正予定額） （計）

　（企業債の補正）

令　和　７　年　度

東京都稲城市病院事業会計補正予算（第２号）

　（総則）

第１条 令和７年度東京都稲城市病院事業会計補正予算（第２号）は、次に定めると

　（収益的収入及び支出の補正）

第２条　令和７年度東京都稲城市病院事業会計予算（以下「予算」という。）第３条本

（既決予定額） （補正予定額） （計）

1,000,000千円

文に次のように加える。

　なお、病院事業費用の財源に充てるため、企業債1,600,000千円を借り入れる。

　（議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正）

第５条　予算第９条に定めた議会の議決を経なければ流用することのできない経費の

病院事業費用
に充てるため

起債の目的

　金額を次のとおり補正する。

職員給与費 4,763,381千円 13,573千円 4,776,954千円

－ 2 －



東京都稲城市病院事業会計補正予算（第２号）
に関する説明書
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令和７年度　東京都稲城市病院事業会計補正予算（第２号）実施計画

収　益　的　収　入　及　び　支　出　

補正予定額 計

支出 （単位：千円）

8,400,305医 業 費 用 0

款 項 目 既決予定額

１ 病 院 事 業 費 用 8,499,338

8,400,305

4,776,954

0 8,499,338

１

１ 給 与 費 4,763,381 13,573

1,886,428３ 経 費 1,900,001 △ 13,573

－ 4 －
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支出

令 和 ７年 度　　東 京 都 稲 城 市 病 院 事 業 会 計

収　益　的　収　入

款 項 目 既決予定額 補正予定額 計

１ 病 院 事 業 費 用 8,499,338 0 8,499,338

１ 医 業 費 用 8,400,305 0 8,400,305

１ 給 与 費 4,763,381 13,573 4,776,954

３ 経 費 1,900,001 △ 13,573 1,886,428

－ 6 －



会計年度任用職員

建物設備修繕費

　補 正 予 算 （ 第 ２ 号 ） 実 施 計 画 説 明 書

　及　び　支　出

（単位：千円）

節
説　　　　明

区　　　分 金　　額

１ 給 料 81,498 △ 15,837医療職（1）

医療職（2） 4,701

医療職（3） △ 3,565

行政職 (1) △ 2,327

98,526

２ 手 当 △ 31,644 特別職 136

医療職（1） △ 10,856

医療職（2） △ 4,953

医療職（3） 8,358

行政職 (1) △ 4,069

会計年度任用職員 △ 20,260

４ 法 定 福 利 費 △ 36,281 東京都市町村職員共済組合負担金 △ 24,183

　　〃　　追加費用

11 修 繕 費 △ 13,573 △ 13,573

　　〃　　事務費

　　〃　　恩給組合条例給付

地方公務員災害補償基金負担金

労働災害補償保険負担金

社会保険料

雇用保険料 △ 3,960

△ 2,238

△ 3,920

△ 1

271

2,168

△ 4,418
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（　）内は再任用短時間勤務職員数、｛　｝内は会計年度任用職員数について外書きしている。

給料及び職員手当の増減額の明細

時間外勤務等減少による減分 △ 35,214

給　　料 81,498 給与改定に伴う増分 42,980 給与改定に伴う増分 42,980

△ 1,535

２.

区　　分 増減額 増 減 事 由 別 内 訳 説　　　　　　　　　　明

比　 較 0 △ 502 0 0 △ 34,820

26,268

補正前 20,582 226,437 43,860 29,952 147,490 27,803

補正後 20,582 225,935 43,860 29,952 112,670

時 間 外 夜 間

の 内 訳 手 当 調整手当 勤務手当 勤務手当

職 員 手 当
区分 扶養手当 地域手当

管 理 職 初 任 給

3,750,469

比　較 0
△７
（０）
｛９｝

0 81,498 △ 31,644 49,854

補正前 2
345
(2)

{341}
1,080 2,231,432 1,517,957

手　当 計

補正後 2
338
（2）

｛350｝
1,080 2,312,930 1,486,313 3,800,323

給 与 費

１. 総 括

区　　　　　　分
職　員　数 給　　　　　与　　　　　費

特別職 一般職 報　酬 給　料

育休取得等による減分 △ 7,248

職員手当 △ 31,644 給与改定に伴う増分 41,698 給与改定に伴う増分 41,698

その他の増分 38,518 職員配置等による増分 47,963

育休取得等による減分 △ 9,445

その他の減分 △ 73,342 新陳代謝等による減分 △ 30,880

－ 8 －



期末・勤勉手当 支給率の増　0.05月

0

（単位：千円） 

備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　考

0 5,213 0 0 0 0

管 理 職

555

264,033 562,983 6,300 133,278 34,584 20,100 555

264,033

特 殊

6,300 133,278 34,584 20,100

児童手当

568,196

684,482

勤務手当 勤勉手当 手 当 特別勤務手当

△ 36,281 0 0 13,573

合　　　計

期 末
住居手当

宿 日 直
通勤手当

648,201 49,609 278,821 4,776,954

備　　　考

49,609 278,821 4,763,381

明 細 書

（単位：千円）

法定福利費 退職給与金
賞与引当金

繰入額
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給料及び職員手当の状況

職員１人当たり給与（再任用短時間勤務職員は外数のため、本表に含まれていない。）

級別職員数（再任用短時間勤務職員は外数のため、本表に含まれていない。）

計 25 100.0 計 50 100.0

５　　級 1 4.0

48.0

現　　　　　　　在 ４　　級 4 16.0

令和６年11月１日 ３　　級 5 20.0 ３　　級 24

２　　級 6 24.0 ２　　級 18 36.0

１　　級 9 36.0 １　　級 8 16.0

計 27 100.0 計 45 100.0

５　　級 1 3.7

55.6

現　　　　　　　在 ４　　級 4 14.8

令和７年11月１日 ３　　級 5 18.5 ３　　級 25

２　　級 6 22.2 ２　　級 11 24.4

１　　級 11 40.8 １　　級 9 20.0

区　　　分
行　　政　　職 医　　師　　職

級 職員数 構成比 級 職員数 構成比

362,100 236,700

改正後

改正前

（ウ）

199,700 210,000
短大卒

歳 7 月

（イ） 初任給（一般会計の制度と同じであるが、医師職と准看護師は一般会計に制度がない。）

区　　　　　分 行　政　職 医　師　職 医療技術職

令和６年11月１日　現在

平  均  給  料  月  額 （円） 334,329

平  均  給  与  月  額 （円） 472,528

平     均      年     齢 （歳） 44

480,679

平     均      年     齢 （歳） 45 歳 5 月

３

（ア）

区　　　　　　　　分 行　　政　　職

令和７年11月１日　現在

平  均  給  料  月  額 （円） 333,855

平  均  給  与  月  額 （円）

大学卒
（4年）

大学卒
（6年）

200,300

213,800 224,900

高校卒
188,000

242,000 243,400

373,300 252,400

225,500 226,900

改正後

改正前

改正後

改正前

改正後

改正前
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（単位：人・％）

計 74 100.0 計 189 100.0

５　　級 1 1.3 ５　　級 1 0.5

４　　級 5 6.8 ４　　級 2 1.1

３　　級 10 13.5 ３　　級 14 7.4

２　　級 29 39.2 ２　　級 33 17.5

１　　級 29 39.2 １　　級 139 73.5

計 72 100.0 計 194 100.0

５　　級 1 1.4 ５　　級 1 0.5

４　　級 7 9.7 ４　　級 1 0.5

３　　級 9 12.5 ３　　級 13 6.7

２　　級 29 40.3 ２　　級 35 18.0

１　　級 26 36.1 １　　級 144 74.3

級 職員数 構成比 級 職員数 構成比

249,000

医　療　技　術　職 看　　護　　職

看　　　　　護　　　　　職

241,400 208,100

看　護　師 准 看 護 師

月 43 歳 4 月

（単位：円）

975,341 418,930 460,420

46 歳 11 月 42 歳 5

43 歳 4 月

506,766 309,652 292,418

1 月 41 歳 11 月

看　護　職

521,343 319,095 294,859

1,002,529 440,104 461,360

225,700 195,800

232,500

医　師　職 医療技術職

48 歳

－ 11 －



（Ａ）　（人）

（Ｂ）　（人）

（Ａ）　（人）

（Ｂ）　（人）

　（　）内は再任用職員の支給率

定年退職及び応募認定退職に係る退職手当（令和7年11月1日現在）

支 給 率 等 23.00 30.50 43.00 43.00

一 般 会 計
23.00 30.50 43.00 43.00

の 制 度

（カ） （単位 ： 月分）

区　　分 20年勤続の者 25年勤続の者 35年勤続の者 最高限度

改 正 前 2.425（1.275） 2.425（1.275） 4.85（2.55）

一 般 会 計 の 制 度 2.425（1.275） 2.475（1.325） 4.90（2.60）

区　　　分
支　　給　　期　　別　　支　　給　　率

支給率計
6月 12月

改 正 後 2.425（1.275） 2.475（1.325） 4.90（2.60）

比　　　　　率　　　　（Ｂ）／（Ａ）　　　（％） 87.2 96.0

（オ） 期末手当・勤勉手当 （単位 ： 月分）

5号給 （人） 57 5

6号給 （人） 5 0

号 給 数 別 内 訳
3号給 （人） 4 0

4号給 （人） 195 19

1号給 （人） 31 0

2号給 （人） 2 0

比　　　　　率　　　　（Ｂ）／（Ａ）　　　（％） 84.5 80.0

前
　
年
　
度

職 員 数 337 25

昇 給 に 係 る 職 員 数 294 24

5号給 （人） 57 5

6号給 （人） 13 0

号 給 数 別 内 訳
3号給 （人） 4 0

4号給 （人） 173 14

20

1号給 （人） 37 1

2号給 （人） 4 0

区　　　　　　　　　　　　　分 合　　　　　計
行　　政　　職

本
　
年
　
度

職 員 数 341 25

昇 給 に 係 る 職 員 数 288

看 護 職 准看護師　看護師　助産師　保健師 主　　任
統 括 看 護 師 長
看 護 師 長

（エ） 昇　　給 （各年度7月1日現在の職員数を使用。再任用短時間勤務職員は外数のため、含まれていない。）

医 師 職 医　　員
統括医長
医　　長

院 長
副 院 長
参 事
診 療 部 長
セ ン タ ー 長
診 療 科 部 長

医 療 技 術 職 主　　事 主　　任
課 長 補 佐
係 長

（ 級 別 の 基 準 と な る 職 務 ）

区　　　　分 1　　級 2　　級 3　　級

行 政 職 主　　事 副係長 係　　長

－ 12 －



その他の加算措置等 備　　　　　          　考

定年前早期退職特例

（２％～10％加算）

定年前早期退職特例

（２％～10％加算）

職制上の段階・職務の
備　　　　　　　　　　　考

級 等 に よ る 加 算 措 置

有

有

有

0 1 4

86.3 86.1 86.8

24 44 108

11 12 29

1 0 1

1 0 3

44 62 164

7 5 19

84.4 83.6 85.4

51 72 189

8 11 33

5 2 6

2 0 2

18 43 98

5 3 28

0 2 2

45 73 198

38 61 169

統 括 看 護 科 長
看 護 科 長

部 長

職　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　種

医 師 職 医 療 技 術 職 看 護 職

4　　級 5　　級

統 括 課 長
課 長

事 務 長

統 括 技 師 長
技 師 長 ・ 科 長

部 長
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地域手当（令和7年11月1日現在）

（　)内は再任用短時間勤務職員数で、外書きしている。支給率は一般会計の制度と同じである。

特殊勤務手当（再任用短時間勤務職員は外数のため、本表には含まれていない。）

その他の手当（令和7年11月1日現在）

月額支給限度額 150,000 月額支給限度額 150,000

交通用具利用者 距離に応じて支給 交通用具利用者 距離に応じて支給

1,000～13,000 1,000～13,000

当該年度末に35歳未満で、
自ら居住するため住宅又は
貸間を借り受け、月額15,000
円以上の家賃を支払ってい
る世帯主等（管理職を除く。）

15,000

通勤手当 同じ

病院事業の場合 一般会計の場合

交通機関利用者 運賃相当額 交通機関利用者 運賃相当額

（６か月定期券等）を支給 （６か月定期券等）を支給

満16歳の年度初めから満22歳の
4,000 4,000

年度末までの子１人当たりの加算額

住居手当 同じ

病院事業の場合 一般会計の場合

当該年度末に35歳未満で、
自ら居住するため住宅又は
貸間を借り受け、月額15,000
円以上の家賃を支払ってい
る世帯主等（管理職を除く。）

15,000

子 11,500 11,500

父　　　母　　　等
6,000 6,000

（課長職3,000） （課長職3,000）

扶養手当 同じ

扶 養 等 に よ る 区 分
病院事業の場合
（部長職を除く。）

一般会計の場合
（部長職を除く。）

配　　　偶　　　者
3,000 3,000

（課長職支給なし） （課長職支給なし）

（ケ） （単位：円）

区　分
一般会計の

差 異 の 内 容
制度との異同

代 表 的 な 特 殊 勤 務
支給額の多い手当 夜 間 看 護 手 当 医 業 従 事 手 当 手 術 手 当

手 当 の 名 称 多 く の 職 員 に
危険手当 夜間看護手当 夜間勤務者調整手当

支 給 さ れ て い る 手 当

支 給 対 象 職 員 の 比 率
92.1 0.0 13.9 20.9 57.3

令和7年11月1日現在 （％）

給 料 総 額 に 対 す る
12.6 0.0 6.4 0.1 6.1

比 率 （％）

（ク）

区　　　　　分 全職員
代　　表　　的　　な　　職　　種

行政職 医師職 医療技術職 看護職

支 給 対 象 職 員 数 （人） 338（２）

国 の 指 定 基 準 に
（％） 16.0

基 づ く 支 給 率

（キ）

支 給 対 象 地 域 稲 城 市

支 給 率 （％） 16.0

－ 14 －
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議案概要説明書 

議 案 番 号  第83号 担 当 課 市立病院事務部経営企画課  

件 名 令和７年度東京都稲城市病院事業会計補正予算（第２号）  

【概  要】 

今回の補正は、収益的収入及び支出において、病院事業費用の財源に充てるための

企業債を借り入れる旨を追加するとともに、企業債について、病院事業費用に充てる

ために起債を追加するほか、一時借入金の限度額を増額し、議会の議決を経なければ

流用することのできない経費である職員給与費を増額するものです。  

 

（特に表示がないときは単位  千円） 

【収益的収入及び支出】 

 科  目 既決予定額  補正予定額  計  

 支出 第１款 病院事業費用  8,499,338 0 8,499,338  

 第１項 医業費用  8,400,305 0 8,400,305  

病院事業費用の財源に充てるため、企業債 1,600,000千円を借り入れる。  

 

【企業債】  

起債の

目的 

既決 

限度額 

補正 

予定額 
計 利率 償還の方法 

病院事

業費用

に充て

るため 

0 1,600,000 1,600,000 

10.0%以内  

ただし、利率見直

し方式で借り入れ

る資金について、

利率の見直しを行

っ た 後 に お い て

は、当該見直し後

の利率  

借入のときから据置期間

を含め 15年以内に償還す

る。ただし、財政その他

の都合により据置期間及

び償還年限を短縮し、若

しくは繰上償還し、又は

低利に借り換えることが

できる。  

 

【一時借入金】  

  既決限度額  補正予定額  計  

 一時借入金  1,000,000 600,000 1,600,000  

 

【議会の議決を経なければ流用することのできない経費】  

  既決予定額 補正予定額  計  

 職員給与費  4,763,381 13,573 4,776,954  
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第84号議案 

 

 

 

稲城市道路線の認定について（稲城南山東部土地区画整理事業区域における

電線共同溝路線指定関係・５路線） 

 

 

上記の議案を提出する。 

 

 

令和７年11月26日 

 

 

提出者 稲城市長 髙 橋 勝 浩 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

稲城南山東部土地区画整理事業において築造する道路を電線共同溝の整備等に関

する特別措置法（平成７年法律第39号）第３条第１項の電線共同溝を整備すべき道

路に指定するため、これを稲城市道路線に認定する必要があることから、道路法

（昭和27年法律第180号）第８条第２項の規定により、本案を提出する。 
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稲城市道路線の認定について（稲城南山東部土地区画整理事業区域における

電線共同溝路線指定関係・５路線） 

 

電線共同溝の整備等に関する特別措置法（平成７年法律第39号）第３条第１項の

電線共同溝を整備すべき道路に指定するため、道路法（昭和27年法律第180号）第

８条第１項の規定に基づき、次の路線を稲城市道路線に認定する。 

 

整理

番号 
路線名 起 点 終 点 

１ 市道矢野口2207号線 矢野口3294番１地先 矢野口3569番地先 

２ 市道矢野口2208号線 矢野口3588番地先 矢野口3297番３地先 

３ 市道矢野口2209号線 矢野口3587番地先 矢野口3352番２地先 

４ 市道矢野口2210号線 矢野口3592番地先 矢野口3354番地先 

５ 市道矢野口2211号線 矢野口3594番地先 矢野口3596番地先 
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議案概要説明書  

議 案 番 号  第84号 担 当 課 都市建設部管理課  

件 名 
稲城市道路線の認定について（稲城南山東部土地区画整理事業区域にお

ける電線共同溝路線指定関係・５路線）  

【概  要】 

本案は、稲城南山東部土地区画整理事業において築造する道路を電線共同溝の整備

等に関する特別措置法（平成７年法律第 39号）第３条第１項の電線共同溝を整備すべ

き道路に指定するため、これを稲城市道路線に認定する必要があることから、道路法

（昭和 27年法律第 180号）第８条第２項の規定により、議会の議決を求めるもので

す。 
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路 線 一 覧 表 

認定路線 

№ 路線名 起点 終点 延長(ｍ) 幅員(ｍ) 

１ 市道矢野口 2207号線 矢野口 3294番１地先 矢野口 3569番地先 543.16 
6.00～

8.00 

２ 市道矢野口 2208号線 矢野口 3588番地先 矢野口 3297番３地先 136.85 8.00 

３ 市道矢野口 2209号線 矢野口 3587番地先 矢野口 3352番２地先 140.98 6.00 

４ 市道矢野口 2210号線 矢野口 3592番地先 矢野口 3354番地先 148.78 6.00 

５ 市道矢野口 2211号線 矢野口 3594番地先 矢野口 3596番地先 64.80 4.00 

 

第84号議案関係資料 
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京王電鉄相模原線

尾根幹線道路
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稲城市役所

案　内　図 

凡　例
認 定 路 線

稲  城  南  山  東  部

土地区画整理事業区域界

認定済路線

kai-katsuta
引き出し線
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kai-katsuta
引き出し線
－ 3 －



3587

3594

3294-1

3596

3569

3592

3352-2
3297-3

3588

3354

kai-katsuta
引き出し線
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第85号議案 

 

 

 

稲城市道路線の認定について（稲城南山東部土地区画整理事業関係・１路線） 

 

 

上記の議案を提出する。 

 

 

令和７年11月26日 

 

 

提出者 稲城市長 髙 橋 勝 浩 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

稲城南山東部土地区画整理事業において築造した道路を稲城市道路線に認定する

ため、道路法（昭和27年法律第180号）第８条第２項の規定により、本案を提出す

る。 
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稲城市道路線の認定について（稲城南山東部土地区画整理事業関係・１路線） 

 

道路法（昭和27年法律第180号）第８条第１項の規定に基づき、次の路線を稲城

市道路線に認定する。 

 

路線名 起 点 終 点 

市道矢野口2212号線 矢野口3641番地先 矢野口3567番地先 

 



－ 1 － 

議案概要説明書  

議 案 番 号  第85号 担 当 課 都市建設部管理課  

件 名 
稲城市道路線の認定について（稲城南山東部土地区画整理事業関係・１

路線）  

【概  要】 

本案は、稲城南山東部土地区画整理事業において築造した道路を稲城市道路線に認

定するため、道路法（昭和 27年法律第 180号）第８条第２項の規定により、議会の議

決を求めるものです。  
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路 線 一 覧 表 

認定路線 

路線名 起点 終点 延長(ｍ) 幅員(ｍ) 

市道矢野口 2212号線 矢野口 3641番地先 矢野口 3567番地先 255.23 9.00 

 

第85号議案関係資料 
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凡　例
認 定 路 線

稲  城  南  山  東  部

土地区画整理事業区域界

認定済路線

kai-katsuta
引き出し線
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kai-katsuta
引き出し線
－ 3 －



3567

3641

kai-katsuta
引き出し線
－ 4 －
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第86号議案 

 

 

 

稲城市道路線の認定について（坂浜における民間宅地開発関係・１路線） 

 

 

上記の議案を提出する。 

 

 

令和７年11月26日 

 

 

提出者 稲城市長 髙 橋 勝 浩 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

坂浜地区の民間宅地開発において築造した道路が市に移管されたことに伴い、稲

城市道路線に認定するため、道路法（昭和27年法律第180号）第８条第２項の規定

により、本案を提出する。 
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稲城市道路線の認定について（坂浜における民間宅地開発関係・１路線） 

 

道路法（昭和27年法律第180号）第８条第１項の規定に基づき、次の路線を稲城

市道路線に認定する。 

 

路線名 起 点 終 点 

市道坂浜2213号線 坂浜五丁目２番31地先 坂浜五丁目２番29地先 
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議案概要説明書  

議 案 番 号  第86号 担 当 課 都市建設部管理課  

件 名 稲城市道路線の認定について（坂浜における民間宅地開発関係・１路線） 

【概  要】 

本案は、坂浜地区の民間宅地開発において築造した道路が市に移管されたことに伴

い、稲城市道路線に認定するため、道路法（昭和 27年法律第 180号）第８条第２項の

規定により、議会の議決を求めるものです。  
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路 線 一 覧 表 

認定路線 

路線名 起点 終点 延長(ｍ) 幅員(ｍ) 

市道坂浜 2213号線 坂浜五丁目２番 31地先 坂浜五丁目２番 29地先 135.75 6.00 

 

第86号議案関係資料 



案 内 図

認定路線

凡　例

－ 2 －



認定路線

起　　　点

終　　　点

凡　　例

位 置 図

－ 3 －



公 図 写

認定路線

起　　　点

終　　　点

凡　　例

坂浜五丁目

－ 4 －



－ 1 － 

第87号議案 

 

 

 

稲城市道路線の廃止について（多摩都市計画道路７・５・３号宿榎戸線新設

整備事業関係・１路線） 

 

 

上記の議案を提出する。 

 

 

令和７年11月26日 

 

 

提出者 稲城市長 髙 橋 勝 浩 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

多摩都市計画道路７・５・３号宿榎戸線新設整備事業により道路としての機能が

消滅し、一般交通の用に供する必要がなくなった市道265号線の一部を廃止するた

め、道路法（昭和27年法律第180号）第10条第３項において準用する同法第８条第

２項の規定により、本案を提出する。 



－ 2 － 

稲城市道路線の廃止について（多摩都市計画道路７・５・３号宿榎戸線新設

整備事業関係・１路線） 

 

道路法（昭和27年法律第180号）第10条第１項の規定により、次の稲城市道路線

の一部を廃止する。 

 

路線名 旧新別 起 点 終 点 

市道265号線 
旧 矢野口1074番１地先 東長沼1747番２地先 

新 矢野口1073番１地先 東長沼1747番２地先 

 



－ 1 － 

議案概要説明書  

議 案 番 号  第87号 担 当 課 都市建設部管理課  

件 名 
稲城市道路線の廃止について（多摩都市計画道路７・５・３号宿榎戸線

新設整備事業関係・１路線）  

【概  要】 

本案は、多摩都市計画道路７・５・３号宿榎戸線新設整備事業により道路としての

機能が消滅し、一般交通の用に供する必要がなくなった市道 265号線の一部を廃止す

るため、道路法（昭和 27年法律第 180号）第 10条第３項において準用する同法第８条

第２項の規定により、議会の議決を求めるものです。  

 



－ 1 － 

 

路 線 一 覧 表 

一部廃止路線 

路線名 旧新別 起点 終点 延長(ｍ) 幅員(ｍ) 

市道 265号線 

旧 矢野口 1074番１地先 東長沼 1747番２地先 584.67 
2.73～

6.00 

新 矢野口 1073番１地先 変更無し 552.06 変更無し 

 

第87号議案関係資料 



案 内 図

－ 2 －

稲城第一小学校

旧鶴川街道

一部廃止路線

凡　　　例



一部廃止路線

廃 止 区 間

旧　 起　 点

新　 起　 点

終         点

凡　　　　例

位 置 図

－ 3 －

稲城第一小学校

旧鶴川街道



一部廃止路線

廃 止 区 間

旧　 起　 点

新　 起　 点

終         点

凡　　　　例

公 図 写

－ 4 －

稲城第一小学校

旧鶴川街道

1747-2

1073-1

1074-1



－ 1 － 

第88号議案 

 

 

 

稲城市大丸地区会館の指定管理者の指定について 

 

 

上記の議案を提出する。 

 

 

令和７年11月26日 

 

 

提出者 稲城市長 髙 橋 勝 浩 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

稲城市大丸地区会館の指定管理者の指定期間が令和８年３月31日付けで満了する

ため、以後の期間の指定管理者を指定する必要があるので、地方自治法（昭和22年

法律第67号）第244条の２第６項及び稲城市大丸地区会館設置条例（昭和59年稲城

市条例第13号）第13条の規定により、本案を提出する。 



－ 2 － 

稲城市大丸地区会館の指定管理者の指定について 

 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３項及び稲城市大丸地区会館

設置条例（昭和59年稲城市条例第13号）第９条の規定により、公の施設の管理を行

わせる者を次のとおり指定する。 

 

１ 公の施設の名称及び位置 

名 称 稲城市大丸地区会館 

位 置 東京都稲城市大丸251番地 

 

２ 指定管理者の名称、代表者及び所在地 

名 称 大丸自治会 

代表者 会長 藤井 勝治 

所在地 東京都稲城市大丸842番地の１ 

 

３ 指定の期間 

令和８年４月１日から令和13年３月31日まで 

 

 



－ 1 － 

議案概要説明書 

議 案 番 号  第88号 担 当 課 総務部総務契約課 

件 名 稲城市大丸地区会館の指定管理者の指定について  

【概  要】 

本案は、稲城市大丸地区会館の指定管理者の指定期間が令和８年３月31日付けで満

了するため、以後の期間の指定管理者を指定する必要があるので、地方自治法（昭和

22年法律第 67号）第 244条の２第６項及び稲城市大丸地区会館設置条例（昭和 59年稲

城市条例第13号）第13条の規定により、議会の議決を求めるものです。  

 

【施設概要】  

１ 名  称 稲城市大丸地区会館  

２ 位  置 東京都稲城市大丸251番地 

３ 設置年月  昭和59年７月 

 

【特命理由】 

大丸自治会は、昭和59年から継続して稲城市大丸地区会館の管理運営に当たってお

り、これまでに蓄積した実績、知識及び運営のノウハウを活用することで、その設置

目的を効率的かつ効果的に達成することができます。また、大丸自治会が稲城市大丸

地区会館が所在する地域の自治会であることを勘案すると、同自治会が引き続き管理

運営に当たる必要があります。  

 

【選定結果等】 

１ 選定日 令和７年９月25日 

２ 候補者 名 称 大丸自治会  

代表者 会長 藤井 勝治 

所在地  東京都稲城市大丸842番地の１  

３ 指定の期間 令和８年４月１日から令和 13年３月31日まで  

 



－ 1 － 

第89号議案 

 

 

 

稲城市松葉集会所の指定管理者の指定について 

 

 

上記の議案を提出する。 

 

 

令和７年11月26日 

 

 

提出者 稲城市長 髙 橋 勝 浩 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

稲城市松葉集会所の指定管理者の指定期間が令和８年３月31日付けで満了するた

め、以後の期間の指定管理者を指定する必要があるので、地方自治法（昭和22年法

律第67号）第244条の２第６項及び稲城市松葉集会所設置条例（平成６年稲城市条

例第23号）第13条の規定により、本案を提出する。 



－ 2 － 

稲城市松葉集会所の指定管理者の指定について 

 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３項及び稲城市松葉集会所設

置条例（平成６年稲城市条例第23号）第９条の規定により、公の施設の管理を行わ

せる者を次のとおり指定する。 

 

１ 公の施設の名称及び位置 

名 称 稲城市松葉集会所 

位 置 東京都稲城市矢野口1892番地 

 

２ 指定管理者の名称、代表者及び所在地 

名 称 矢野口自治会 

代表者 会長 原田 和哉 

所在地 東京都稲城市矢野口1604番地  

 

３ 指定の期間 

令和８年４月１日から令和13年３月31日まで 

 

 



－ 1 － 

議案概要説明書 

議 案 番 号  第89号 担 当 課 総務部総務契約課  

件 名 稲城市松葉集会所の指定管理者の指定について  

【概  要】 

本案は、稲城市松葉集会所の指定管理者の指定期間が令和８年３月31日付けで満了

するため、以後の期間の指定管理者を指定する必要があるので、地方自治法（昭和 22

年法律第 67号）第 244条の２第６項及び稲城市松葉集会所設置条例（平成６年稲城市

条例第23号）第13条の規定により、議会の議決を求めるものです。  

 

【施設概要】  

１ 名  称 稲城市松葉集会所  

２ 位  置 東京都稲城市矢野口 1892番地 

３ 設置年月  平成７年１月  

 

【特命理由】 

矢野口自治会は、平成７年から継続して稲城市松葉集会所の管理運営に当たってお

り、これまでに蓄積した実績、知識及び運営のノウハウを活用することで、その設置

目的を効率的かつ効果的に達成することができます。また、矢野口自治会が稲城市松

葉集会所が所在する地域の自治会であることを勘案すると、同自治会が引き続き管理

運営に当たる必要があります。  

 

【選定結果等】  

１ 選定日 令和７年９月25日 

２ 候補者 名 称 矢野口自治会  

代表者 会長 原田 和哉 

所在地  東京都稲城市矢野口1604番地 

３ 指定の期間 令和８年４月１日から令和 13年３月31日まで  

 



－ 1 － 

第90号議案 

 

 

 

稲城市押立ふれあい会館の指定管理者の指定について 

 

 

上記の議案を提出する。 

 

 

令和７年11月26日 

 

 

提出者 稲城市長 髙 橋 勝 浩 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

稲城市押立ふれあい会館の指定管理者の指定期間が令和８年３月31日付けで満了

するため、以後の期間の指定管理者を指定する必要があるので、地方自治法（昭和

22年法律第67号）第244条の２第６項及び稲城市押立ふれあい会館設置条例（平成

９年稲城市条例第12号）第16条の規定により、本案を提出する。 



－ 2 － 

稲城市押立ふれあい会館の指定管理者の指定について 

 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３項及び稲城市押立ふれあい

会館設置条例（平成９年稲城市条例第12号）第12条の規定により、公の施設の管理

を行わせる者を次のとおり指定する。 

 

１ 公の施設の名称及び位置 

名 称 稲城市押立ふれあい会館 

位 置 東京都稲城市押立663番地 

 

２ 指定管理者の名称、代表者及び所在地 

名 称 押立自治会 

代表者 会長 田中 雄二 

所在地 東京都稲城市押立692番地の３  

 

３ 指定の期間 

令和８年４月１日から令和13年３月31日まで 

 



－ 1 － 

議案概要説明書 

議 案 番 号  第90号 担 当 課 総務部総務契約課  

件 名 稲城市押立ふれあい会館の指定管理者の指定について  

【概  要】 

本案は、稲城市押立ふれあい会館の指定管理者の指定期間が令和８年３月31日付け

で満了するため、以後の期間の指定管理者を指定する必要があるので、地方自治法

（昭和 22年法律第 67号）第 244条の２第６項及び稲城市押立ふれあい会館設置条例

（平成９年稲城市条例第12号）第16条の規定により、議会の議決を求めるものです。  

 

【施設概要】  

１ 名  称 稲城市押立ふれあい会館  

２ 位  置 東京都稲城市押立663番地 

３ 設置年月  平成10年４月 

 

【特命理由】 

押立自治会は、平成10年から継続して稲城市押立ふれあい会館の管理運営に当たっ

ており、これまでに蓄積した実績、知識及び運営のノウハウを活用することで、その

設置目的を効率的かつ効果的に達成することができます。また、押立自治会が稲城市

押立ふれあい会館が所在する地域の自治会であることを勘案すると、同自治会が引き

続き管理運営に当たる必要があります。  

 

【選定結果等】  

１ 選定日 令和７年９月25日 

２ 候補者 名 称 押立自治会  

代表者 会長 田中 雄二 

所在地  東京都稲城市押立692番地の３  

３ 指定の期間 令和８年４月１日から令和 13年３月31日まで  

 



－ 1 － 

第91号議案 

 

 

 

稲城市地域振興プラザの指定管理者の指定について 

 

 

上記の議案を提出する。 

 

 

令和７年11月26日 

 

 

提出者 稲城市長 髙 橋 勝 浩 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

稲城市地域振興プラザの指定管理者の指定期間が令和８年３月31日付けで満了す

るため、以後の期間の指定管理者を指定する必要があるので、地方自治法（昭和22

年法律第67号）第244条の２第６項及び稲城市地域振興プラザ条例（平成24年稲城

市条例第22号）第16条の規定により、本案を提出する。 



－ 2 － 

稲城市地域振興プラザの指定管理者の指定について 

 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３項及び稲城市地域振興プラ

ザ条例（平成24年稲城市条例第22号）第13条の規定により、公の施設の管理を行わ

せる者を次のとおり指定する。 

 

１ 公の施設の名称及び位置 

名 称 稲城市地域振興プラザ 

位 置 東京都稲城市東長沼2112番地の１ 

 

２ 指定管理者の名称、代表者及び所在地 

名 称 特定非営利活動法人市民活動サポートセンターいなぎ 

代表者 理事長 角田 享 

所在地 東京都稲城市東長沼2112番地の１ 稲城市地域振興プラザ内 

 

３ 指定の期間 

令和８年４月１日から令和13年３月31日まで 

 



－ 1 － 

議案概要説明書 

議 案 番 号  第91号 担 当 課 産業文化スポーツ部市民協働課  

件 名 稲城市地域振興プラザの指定管理者の指定について  

【概  要】 

本案は、稲城市地域振興プラザの指定管理者の指定期間が令和８年３月 31日付けで

満了するため、以後の期間の指定管理者を指定する必要があるので、地方自治法（昭

和 22年法律第 67号）第 244条の２第６項及び稲城市地域振興プラザ条例（平成 24年稲

城市条例第22号）第16条の規定により、議会の議決を求めるものです。  

 

【施設概要】  

１ 名  称 稲城市地域振興プラザ  

２ 位  置 東京都稲城市東長沼 2112番地の１  

３ 設置年月  平成17年４月 

 

【特命理由】  

特定非営利活動法人市民活動サポートセンターいなぎは、平成 25年から継続して稲

城市地域振興プラザの管理運営に当たっており、これまでに蓄積した実績、知識及び

運営のノウハウを活用することで、その設置目的を効率的かつ効果的に達成すること

ができます。また、特定非営利活動法人市民活動サポートセンターいなぎが設立され

た経緯、社会的な役割等を勘案すると、同法人が引き続き管理運営に当たる必要があ

ります。  

 

【選定結果等】  

１ 選定日 令和７年８月１日  

２ 候補者 名 称 特定非営利活動法人市民活動サポートセンターいなぎ  

代表者  理事長 角田 享 

所在地  東京都稲城市東長沼2112番地の１ 稲城市地域振興プラザ内  

３ 指定の期間 令和８年４月１日から令和 13年３月31日まで  

 



－ 1 － 

第92号議案 

 

 

 

稲城市福祉センターの指定管理者の指定について 

 

 

 

上記の議案を提出する。 

 

 

令和７年11月26日 

 

 

提出者 稲城市長 髙 橋 勝 浩 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

稲城市福祉センターの指定管理者の指定期間が令和８年３月31日付けで満了する

ため、以後の期間の指定管理者を指定する必要があるので、地方自治法（昭和22年

法律第67号）第244条の２第６項及び稲城市福祉センター条例（平成17年稲城市条

例第24号）第13条の規定により、本案を提出する。 



－ 2 － 

稲城市福祉センターの指定管理者の指定について 

 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３項及び稲城市福祉センター

条例（平成17年稲城市条例第24号）第９条の規定により、公の施設の管理を行わせ

る者を次のとおり指定する。 

 

１ 公の施設の名称及び位置 

名 称 稲城市福祉センター 

位 置 東京都稲城市百村７番地 

 

２ 指定管理者の名称、代表者及び所在地 

名 称 社会福祉法人稲城市社会福祉協議会 

代表者 会長 川島 幹雄 

所在地 東京都稲城市百村７番地 

 

３ 指定の期間 

令和８年４月１日から令和13年３月31日まで 

 

 



－ 1 － 

議案概要説明書  

議 案 番 号  第 92号  担 当 課  福祉部生活福祉課  

件 名  稲城市福祉センターの指定管理者の指定について  

【概   要】  

本案は、稲城市福祉センターの指定管理者の指定期間が令和８年３月 31日付

けで満了するため、以後の期間の指定管理者を指定する必要があるので、地方

自治法（昭和 22年法律第 67号）第 244条の２第６項及び稲城市福祉センター条

例（平成 17年稲城市条例第 24号）第 13条の規定により、議会の議決を求めるも

のです。  

 

【施設概要】  

１  名   称  稲城市福祉センター  

２  位   置  東京都稲城市百村７番地  

３  設置年月  昭和 57年 11月  

 

【特命理由】  

社会福祉法人稲城市社会福祉協議会は、昭和 57年から継続して稲城市福祉セ

ンターの管理運営に当たっており、これまでに蓄積した実績、知識及び運営の

ノウハウを活用することで、その設置目的を効率的かつ効果的に達成すること

ができます。また、社会福祉法人稲城市社会福祉協議会の設立された経緯、社

会的な役割等を勘案すると、同法人が引き続き管理運営に当たる必要がありま

す。  

 

【選定結果等】  

１  選定日  令和７年９月 25日  

２  候補者  名  称  社会福祉法人稲城市社会福祉協議会  

代表者  会長  川島  幹雄  

所在地  東京都稲城市百村７番地  

３  指定の期間  令和８年４月１日から令和 13年３月 31日まで  
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第93号議案 

 

 

 

稲城市上谷戸緑地体験学習館等の指定管理者の指定について 

 

 

上記の議案を提出する。 

 

 

令和７年11月26日 

 

 

提出者 稲城市長 髙 橋 勝 浩 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

稲城市上谷戸緑地体験学習館等の指定管理者の指定期間が令和８年３月31日付け

で満了するため、以後の期間の指定管理者を指定する必要があるので、地方自治法

（昭和22年法律第67号）第244条の２第６項、稲城市上谷戸緑地体験学習館条例

（平成17年稲城市条例第17号）第14条及び稲城市立公園条例（昭和63年稲城市条例

第13号）第21条の規定により、本案を提出する。 
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稲城市上谷戸緑地体験学習館等の指定管理者の指定について 

 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３項、稲城市上谷戸緑地体験

学習館条例（平成17年稲城市条例第17号）第10条及び稲城市立公園条例（昭和63年

稲城市条例第13号）第17条の規定により、公の施設の管理を行わせる者を次のとお

り指定する。 

 

１ 公の施設の名称及び位置 

名称 位置 

稲城市上谷戸緑地体験学習館 東京都稲城市若葉台一丁目28番地の２ 

上谷戸親水公園の一部 

東京都稲城市若葉台一丁目28番地の１、28番地

の２、28番地の３、29番地、30番地の１、31番

地、105番地の１、105番地の２、105番地の３、

107番地の10の一部、107番地の15の一部及び107

番地の19の一部 

 

２ 指定管理者の名称、代表者及び所在地 

名 称 坂浜自治会 

代表者 会長 榎本 勝美 

所在地 東京都稲城市坂浜436番地 

 

３ 指定の期間 

令和８年４月１日から令和11年３月31日まで 
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議案概要説明書 

議 案 番 号  第93号 担 当 課 都市環境整備部緑と環境課 

件 名 稲城市上谷戸緑地体験学習館等の指定管理者の指定について  

【概  要】 

本案は、稲城市上谷戸緑地体験学習館等の指定管理者の指定期間が令和８年３月31

日付けで満了するため、以後の期間の指定管理者を指定する必要があるので、地方自

治法（昭和 22年法律第 67号）第 244条の２第６項、稲城市上谷戸緑地体験学習館条例

（平成17年稲城市条例第17号）第14条及び稲城市立公園条例（昭和 63年稲城市条例第

13号）第21条の規定により、議会の議決を求めるものです。  

 

【施設概要】 

名称  位置 設置年月  

稲城市上谷戸緑地体験学習館  東京都稲城市若葉台一丁目28番地の２  平成18年４月 

上谷戸親水公園の一部  

東京都稲城市若葉台一丁目 28番地の

１、 28番地の２、 28番地の３、 29番

地、 30番地の１、 31番地、 105番地の

１、 105番地の２、 105番地の３、 107

番地の 10の一部、 107番地の 15の一部

及び107番地の19の一部 

平成18年６月 

 

【特命理由】 

坂浜自治会は、平成18年から継続して稲城市上谷戸緑地体験学習館等の管理運営に

当たっており、これまでに蓄積した実績、知識及び運営のノウハウを活用すること

で、その設置目的を効率的かつ効果的に達成することができます。また、坂浜自治会

が稲城市上谷戸緑地体験学習館等が所在する地域の自治会であることを勘案すると、

同自治会が引き続き管理運営に当たる必要があります。  

 

【選定結果等】 

１ 選定日 令和７年９月25日 
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２ 候補者 名 称 坂浜自治会  

代表者 会長 榎本 勝美 

所在地 東京都稲城市坂浜436番地 

３ 指定の期間 令和８年４月１日から令和 11年３月31日まで 
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第94号議案 

 

 

 

稲城長峰スポーツ広場の指定管理者の指定について 

 

 

上記の議案を提出する。 

 

 

令和７年11月26日 

 

 

提出者 稲城市長 髙 橋 勝 浩 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

稲城長峰スポーツ広場の指定管理者の指定期間が令和８年３月31日付けで満了す

るため、以後の期間の指定管理者を指定する必要があるので、地方自治法（昭和22

年法律第67号）第244条の２第６項及び稲城市体育施設条例（平成25年稲城市条例

第12号）第20条の規定により、本案を提出する。 
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稲城長峰スポーツ広場の指定管理者の指定について 

 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３項及び稲城市体育施設条例

（平成25年稲城市条例第12号）第16条の規定により、公の施設の管理を行わせる者

を次のとおり指定する。 

 

１ 公の施設の名称及び位置 

名 称 稲城長峰スポーツ広場 

位 置 東京都稲城市長峰三丁目10番地の１ 

 

２ 指定管理者の名称、代表者及び所在地 

名 称 東京ヴェルディグループ 

代表者 東京ヴェルディ株式会社 代表取締役社長 中村 考昭 

所在地 東京都稲城市矢野口4015番地１ 

 

３ 指定の期間 

令和８年４月１日から令和13年３月31日まで 
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議案概要説明書 

議 案 番 号  第94号 担 当 課 産業文化スポーツ部スポーツ推進課 

件 名 稲城長峰スポーツ広場の指定管理者の指定について  

【概  要】 

本案は、稲城長峰スポーツ広場の指定管理者の指定期間が令和８年３月31日付けで

満了するため、以後の期間の指定管理者を指定する必要があるので、地方自治法（昭

和 22年法律第 67号）第 244条の２第６項及び稲城市体育施設条例（平成 25年稲城市条

例第12号）第20条の規定により、議会の議決を求めるものです。  

 

【施設概要】 

１ 名  称 稲城長峰スポーツ広場  

２ 位  置 東京都稲城市長峰三丁目 10番地の１  

３ 設置年月  平成27年１月 

 

【選定経緯】 

１ 選定方法  

公募型プロポーザル方式により募集を行い、応募申請者について、稲城市公の施

設指定管理者選定委員会（以下「選定委員会」という。）において提案内容を審査

し、候補者を選定しました。  

２ 選定委員会  

稲城市公の施設指定管理者選定委員会設置要綱（平成 23年６月20日市長決裁）に

基づき、次の５人で構成しました。  

委員長  稲城市副市長 

副委員長 税理士（市長が特に必要と認める者）  

委員   総務部長  

委員   産業文化スポーツ部長  

委員   稲城市スポーツ協会会長（市長が特に必要と認める者）  

３ 選定経過  

令和７年７月 24日 第１回選定委員会  
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管理基準書、募集要項、審査方法等について  

令和７年８月１日  公募開始（公募型プロポーザル方式）  

令和７年９月１日及び２日 申請受付（応募数１者）  

令和７年10月２日  第２回選定委員会  

応募者プレゼンテーション、質疑応答及び審査・評価の決定  

＊審査結果  

総合点 107点 東京ヴェルディグループ  

令和７年10月28日  東京ヴェルディグループを候補者として選定  

 

【候補者】  

１ 名称   東京ヴェルディグループ  

２ 構成団体  東京ヴェルディ株式会社  

株式会社オーエンス  

３ 代表者  東京ヴェルディ株式会社  

代表取締役社長 中村 考昭 

４ 所在地  東京都稲城市矢野口 4015番地１ 

 

【指定期間】  

令和８年４月１日から令和13年３月31日まで  
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第95号議案 

 

 

 

坂浜地区の一部における住居表示を実施する市街地の区域及び当該区域内の

住居表示の方法について 

 

 

上記の議案を提出する。 

 

 

令和７年11月26日 

 

 

提出者 稲城市長 髙 橋 勝 浩 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

坂浜地区の一部における住居表示を実施する市街地の区域及び当該区域内の住居

表示の方法について定めるため、住居表示に関する法律（昭和37年法律第119号）

第３条第１項の規定により、本案を提出する。 
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坂浜地区の一部における住居表示を実施する市街地の区域及び当該区域内の

住居表示の方法について 

 

住居表示に関する法律（昭和37年法律第119号）第３条第１項の規定により、住

居表示を実施する市街地の区域を別図のとおり定め、当該区域における住居表示の

方法は街区方式によるものとする。 
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住居表示を実施する市街地の区域の境界 

（あ）～（い）線 大字界（大字坂浜・大字百村） 

（い）～（う）線 大字界（大字坂浜・大字東長沼） 

（う）～（え）線 市街化区域界 

（え）～（お）線 大字界（大字坂浜・坂浜三丁目） 

（お）～（あ）線 京王相模原線（鉄道敷を含む。） 

別図 
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議案概要説明書 

議 案 番 号  第95号 担 当 課 都市建設部まちづくり再生課 

件 名 
坂浜地区の一部における住居表示を実施する市街地の区域及び当該区域

内の住居表示の方法について  

【概  要】 

本案は、坂浜地区の一部における住居表示を実施する市街地の区域及び当該区域内

の住居表示の方法について定めるため、住居表示に関する法律（昭和 37年法律第 119

号）第３条第１項の規定により、議会の議決を求めるものです。  

 

【対象区域】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住居表示を実施する市街地の区域の境界 

（あ）～（い）線  大字界（大字坂浜・大字百村）  

（い）～（う）線  大字界（大字坂浜・大字東長沼）  

（う）～（え）線  市街化区域界  

（え）～（お）線  大字界（大字坂浜・坂浜三丁目）  

（お）～（あ）線  京王相模原線（鉄道敷を含む。） 
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【住居表示の方法】  

当該区域における住居表示の方法は街区方式によるものとします。  
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第96号議案 

 

 

 

坂浜地区の一部における町の区域の新設及び字の区域の変更について 

 

 

上記の議案を提出する。 

 

 

令和７年11月26日 

 

 

提出者 稲城市長 髙 橋 勝 浩 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

坂浜地区の一部において町の区域を新設し、及び字の区域を変更するため、地方

自治法（昭和22年法律第67号）第260条第１項の規定により、本案を提出する。 
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坂浜地区の一部における町の区域の新設及び字の区域の変更について 

 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第260条第１項の規定により、町の区域及び

字の区域を別図のとおり新設し、及び変更する。 



 

－ 3 － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区域の境界 新町名 

(あ)～(い)線 大字界（大字坂浜・大字百村） 

坂浜一丁目 

(い)～(う)線 大字界（大字坂浜・大字東長沼） 

(う)～(こ)線 市街化区域界 

(こ)～(け)線 市道 924 号線（道路を含まない。） 

(け)～(く)線 市道 921 号線（道路を含まない。） 

(く)～(き)線 市道 1413 号線（道路を含まない。） 

(き)～(か)線 市道 910 号線（道路を含む。） 

(か)～(あ)線 京王相模原線（鉄道敷を含む。） 

(か)～(き)線 市道 910 号線（道路を含まない。） 

坂浜二丁目 

(き)～(く)線 市道 1413 号線（道路を含む。） 

(く)～(け)線 市道 921 号線（道路を含む。） 

(け)～(こ)線 市道 924 号線（道路を含む。） 

(こ)～(え)線 市街化区域界 

(え)～(お)線 大字界（大字坂浜・坂浜三丁目） 

(お)～(か)線 京王相模原線（鉄道敷を含む。） 

別図 
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議案概要説明書 

議 案 番 号  第96号 担 当 課 都市建設部まちづくり再生課 

件 名 坂浜地区の一部における町の区域の新設及び字の区域の変更について  

【概  要】 

本案は、坂浜地区の一部において町の区域を新設し、及び字の区域を変更するた

め、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 260条第１項の規定により、議会の議決を

求めるものです。  

 

【対象区域】  

 

 

 

 

 

 

区域の境界  新町名 

（あ）～（い）線  大字界（大字坂浜・大字百村）  

坂浜一丁目  

（い）～（う）線  大字界（大字坂浜・大字東長沼）  

（う）～（こ）線  市街化区域界  

（こ）～（け）線  市道924号線（道路を含まない。） 

（け）～（く）線  市道921号線（道路を含まない。） 

（く）～（き）線  市道1413号線（道路を含まない。） 

（き）～（か）線  市道910号線（道路を含む。） 

（か）～（あ）線  京王相模原線（鉄道敷を含む。） 

（か）～（き）線  市道910号線（道路を含まない。） 

坂浜二丁目  

（き）～（く）線  市道1413号線（道路を含む。） 

（く）～（け）線  市道921号線（道路を含む。） 

（け）～（こ）線  市道924号線（道路を含む。） 

（こ）～（え）線  市街化区域界  

（え）～（お）線  大字界（大字坂浜・坂浜三丁目）  

（お）～（か）線  京王相模原線（鉄道敷を含む。） 
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第97号議案 

 

 

 

矢野口・東長沼・百村地区の一部における町の区域の新設及び字の区域の変

更について 

 

 

上記の議案を提出する。 

 

 

令和７年11月26日 

 

 

提出者 稲城市長 髙 橋 勝 浩 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

矢野口・東長沼・百村地区の一部において町の区域を新設し、及び字の区域を変

更するため、地方自治法（昭和22年法律第67号）第260条第１項の規定により、本

案を提出する。 
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矢野口・東長沼・百村地区の一部における町の区域の新設及び字の区域の変

更について 

 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第260条第１項の規定により、町の区域及び

字の区域を別図のとおり新設し、及び変更する。 
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新　 町　 界

太字は新町名です。

細字は現町(字)名です。

(　)内は新設する町区域に存する

旧町(字)名です。

町　（字）　界

旧 　字　 界

町区域等新設

及び変更区域

凡　　　　例

toshikeikaku
スタンプ



稲城市町区域等新設調書
　　　　　　　　　　　　　　　（土地の表示は令和７年７月２日現在による）

町　　名

大字百村字十五号 １４５７番１の一部 １４５７番２の一部 １４５８番の一部 １４５９番１の一部

１４６０番の一部 １４６１番１の一部 １４６１番２の一部 １４６１番３の一部

１４６２番１ １４６２番２ １４６３番１の一部 １４６３番２

１４６３番３ １４６４番２ １４６４番３ １４６４番７

１４６４番９ １４６４番１１ １４６４番１２ １４６４番１４

１４６４番１７から
１４６４番２４まで

１４６４番２５の一部 １４６４番２６ １４６４番２７

１４６４番２８の一部 １４６４番２９ １４６４番３０の一部 １４６４番３１

１４６６番１１から
１４６６番１３まで

１４７０番２の一部 １４７１番の一部

大字百村字十七号 １６２３番１ １６２３番２ １６２４番１ １６２４番３

１６２５番１ １６２５番２
１６２６番１から
１６２６番４まで

１６２７番１

１６２７番２
１６２８番１から
１６２８番６まで

１６２９番１から
１６２９番１４まで

１６３０番１から
１６３０番８まで

１６５６番 １６５７番１ １６５７番２ １６５８番

１６５９番１ １６５９番２ １６６０番 １６６１番１

１６６１番２ １６６２番 １６６３番

大字東長沼字七号 ２１４３番８
２２１２番３から
２２１２番５まで

２２８３番２ ２２８３番４

２３８３番６ ２３８３番７ ２３８７番４ ２３８８番１

２３８８番５

大字東長沼字八号 ２４０６番１ ２４０６番３ ２４０６番４ ２４０６番８

２４０６番９ ２４０６番１１
２４１１番１から
２４１１番４まで

２４１２番１から
２４１２番９まで

２４１３番 ２４１４番２ ２４１４番 ２４１５番

２４１６番１から
２４１６番４まで

２４１７番 ２４１８番１ ２４１８番２

２４１９番 ２４２０番 ２４２１番１
２４２１番４から
２４２１番６まで

２４２２番１から
２４２２番６まで

２４２３番 ２４２４番１ ２４２４番２

次の区域をもって、新たに南山一丁目
みなみやまいっちょうめ

を画する。

地　　　番
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２４２５番
２４２６番１から
２４２６番４まで

２４２７番１から
２４２７番５まで

２４２８番から
２４３７番まで

２４３８番１ ２４３８番２ ２４３９番 ２４４０番１

２４４０番２
２４４１番から
２４４６番まで

２４４７番イ ２４４７番ロ

２４４７番３ ２４４８番
２４４９番１から
２４４９番３まで

２４５０番から
２４５７番まで

２４５８番１ ２４５８番２
２４５９番１から
２４５９番４まで

２４６０番から
２４６３番まで

２４６４番１から
２４６４番４まで

２４６５番
２４６６番１から
２４６６番３まで

２４６７番から
２４７１番まで

２４７２番１ ２４７２番２ ２４７３番 ２４７４番

２４７５番１から
２４７５番３まで

２４７６番 ２４７７番の一部 ２４７８番の一部

２４８０番１の一部 ２４８０番２の一部 ２４８１番の一部 ２４８２番の一部

２４８３番から
２４８６番まで

２４８７番の一部 ２４８８番の一部 ２４８９番の一部

大字東長沼字九号 ２５３５番１の一部 ２５３５番２の一部 ２５３６番１の一部 ２５３７番の一部

２５３８番 ２５３９番の一部 ２５４０番の一部 ２５７７番１の一部

２５７８番 ２５７９番の一部

大字東長沼字十八号 ３１０８番１ ３１０８番３ ３１０９番 ３１１０番１

３１１０番２ ３１１１番１ ３１１１番３ ３１１２番１

３１１２番３
３１１３番１から
３１１３番７まで

３１１４番１から
３１１４番１３まで

３１１５番１から
３１１５番１１まで

３１１６番から
３１１８番まで

３１２７番 ３１２８番
３１２９番１から
３１２９番３まで

３１３０番から
３１３４番まで

大字矢野口字根方 ２６９３番３ ２６９４番１
２６９４番４から
２６９４番６まで

２６９５番１から
２６９５番３まで

２８３６番 ２８３７番１ ２８３８番１ ２８３８番３

２８３８番４ ２８３９番１ ２８３９番２ ２８４３番１

２８４３番３ ２８４５番１ ２８４７番１
２８４７番３から
２８４７番５まで

２９８５番１ ２９８５番３
２９８５番６から
２９８５番８まで

２９８６番１

２９８７番２
２９８８番１から
２９８８番３まで

２９８８番１０ ２９８８番１１

２９９１番１ ２９９１番２
２９９３番１から
２９９３番１１まで

２９９４番１から
２９９４番１１まで
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２９９５番１から
２９９５番７まで

２９９６番１から
２９９６番３まで

２９９７番２ ２９９８番３

２９９８番５ ２９９９番２０ ３０９９番２ ３０９９番４

３１００番１ ３１００番２ ３１０４番３ ３１１３番２

３１１３番３ ３１１４番２ ３１１５番３ ３１１５番４

大字矢野口字西山 ３１１６番１ ３１１６番２
３１１７番１から
３１１７番１０まで

３１１８番１から
３１１８番１６まで

３１１９番１から
３１１９番７まで

３１１９番１０
３１１９番１２から
３１１９番１８まで

３１１９番２０から
３１１９番４１まで

３１１９番４２の一部 ３１１９番４３の一部
３１１９番４４から
３１１９番４６まで

３１１９番４７の一部

３１１９番４８の一部 ３１１９番４９の一部
３１１９番５０から
３１１９番５３まで

３１１９番５４の一部

３１１９番５５の一部 ３１１９番５６の一部
３１１９番５７から
３１１９番６０まで

３１２３番２から
３１２３番１０まで

３１２４番２から
３１２４番１５まで

３１２４番１６の一部 ３１２４番１９ ３１２４番２０の一部

３１２４番２２ ３１２５番の一部 ３１２６番２の一部 ３１２６番１３の一部

３１２９番１ ３１２９番２ ３１３０番
３１３１番１から
３１３１番４まで

３１３１番６ ３１３１番７
３１３１番９から
３１３１番１１まで

３１３２番１

３１３２番４ ３１３２番５ ３１３３番１
３１３３番４から
３１３３番１８まで

３１３４番２
３１３４番６から
３１３４番８まで

３１３５番１ ３１３５番２の一部

３１３６番３ ３１３６番４ ３１３６番５の一部 ３１３６番６の一部

３１３６番１０の一部 ３１３６番１１の一部 ３１３６番１３の一部
３１３６番２０から
３１３６番２５まで

３１３７番１から
３１３７番３まで

３１３７番８の一部 ３１３７番９の一部
３１３７番１０から
３１３７番２１まで

３１３７番２２の一部 ３１３７番２３の一部 ３１３７番２４
３１３８番２から
３１３８番６まで

３１３８番８
３１３８番１０から
３１３８番１３まで

３１３８番２０
３１３８番２４から
３１３８番４０まで

３１４０番１から
３１４０番６まで

３１４１番１ ３１４１番２の一部 ３１４１番３

３１４１番４
３１４２番１から
３１４２番５まで

３１４３番１から
３１４３番３まで

３１４４番

３１４５番３ ３１４５番８ ３１４６番７の一部 ３１５７番３の一部

３１５８番１の一部 ３１５８番２の一部 ３１５９番１の一部 ３１５９番５の一部

３１７０番１の一部 ３１７０番５の一部 ３１７０番９の一部 ３１７０番１０の一部
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３１７０番１１ ３１７０番１８の一部 ３７４８番

町　　名

大字東長沼字八号 ２４７７番の一部 ２４７８番の一部 ２４７９番 ２４８０番１の一部

２４８０番２の一部 ２４８１番の一部 ２４８２番の一部 ２４８７番の一部

２４８８番の一部 ２４８９番の一部

大字東長沼字九号
２４９０番から
２５００番まで

２５０１番１から
２５０１番３まで

２５０２番１から
２５０２番４まで

２５０３番から
２５０７番まで

２５０８番１から
２５０８番３まで

２５０９番の一部 ２５１０番３の一部 ２５１１番１の一部

２５１１番２の一部
２５１２番から
２５１６番まで

２５１７番１から
２５１７番４まで

２５１８番

２５１９番
２５２０番１から
２５２０番４まで

２５２１番から
２５２９番まで

２５３０番の一部

２５３１番から
２５３４番まで

２５３５番１の一部 ２５３５番２の一部 ２５３６番１の一部

２５３６番２ ２５３７番の一部 ２５４１番の一部 ２５４２番

２５４３番 ２５４４番２ ２５４４番イ ２５４４番３の一部

２５４５番から
２５５０番まで

２５５１番の一部 ２５５２番の一部 ２５５３番

２５５４番１の一部 ２５５５番１の一部 ２５５９番１の一部 ２５６０番の一部

２５６１番の一部 ２５６２番の一部 ２５７５番２の一部

大字矢野口字根方 ２４２２番１の一部 ２４２３番１の一部 ２４２４番１の一部 ２４２５番イ

２４２５番ロ ２４２６番１の一部 ２４２６番３の一部 ２４２６番４

２４２７番１の一部 ２４２８番１の一部 ２４２８番６の一部 ２４３１番の一部

２４３２番の一部 ２４３４番１の一部 ２４３４番３の一部 ２４３５番

２４３６番 ２４３７番の一部 ２４３８番の一部 ２４４３番１の一部

２４４５番３の一部

大字矢野口字西山 ３１１９番４２の一部 ３１１９番４３の一部 ３１１９番４７の一部 ３１１９番４８の一部

上記の区域に介在する道路、水路である公有地の全部

次の区域をもって、新たに南山二丁目
みなみやまにちょうめ

を画する。

地　　　番
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３１１９番４９の一部 ３１１９番５４の一部 ３１１９番５５の一部 ３１１９番５６の一部

３１２４番１６の一部 ３１２４番１７ ３１２４番１８ ３１２４番２０の一部

３１２４番２１ ３１２５番の一部 ３１２６番１ ３１２６番２の一部

３１２６番５
３１２６番７から
３１２６番９まで

３１２６番１１ ３１２６番１３の一部

３１２６番１４から
３１２６番２４まで

３１２６番２７
３１２７番１から
３１２７番３まで

３１３５番２の一部

３１３６番１ ３１３６番５の一部 ３１３６番６の一部 ３１３６番７

３１３６番９ ３１３６番１０の一部 ３１３６番１１の一部 ３１３６番１２

３１３６番１３の一部
３１３６番１４から
３１３６番１９まで

３１３７番８の一部 ３１３７番９の一部

３１３７番２２の一部 ３１３７番２３の一部 ３１４１番２の一部 ３１５２番１の一部

３１５２番２の一部 ３１５３番１の一部 ３１５３番２の一部 ３１５４番

３１５５番 ３１５６番の一部 ３１５８番１の一部 ３１５８番２の一部

３１５９番１の一部 ３１５９番２ ３１５９番４ ３１５９番５の一部

３１５９番６ ３１５９番７ ３１６０番１ ３１６０番２

３１６１番から
３１６９番まで

３１７０番１の一部
３１７０番２から
３１７０番４まで

３１７０番５の一部

３１７０番６ ３１７０番９の一部 ３１７０番１０の一部 ３１７０番１８の一部

３１７０番１９から
３１７０番２１まで

３１７１番から
３１７８番まで

３１７９番の一部
３１８０番から
３１８２番まで

３１８３番の一部 ３１８４番の一部 ３１８５番の一部 ３１８６番の一部

３１８７番の一部

大字矢野口字谷戸 ３１８９番の一部 ３１９１番の一部
３１９２番から
３１９６番まで

３１９７番イ

３１９７番ロ ３１９８番 ３１９９番 ３２００番１の一部

３２００番２の一部 ３２０１番１ ３２０２番１の一部
３２０３番４から
３２０３番７まで

３２０４番 ３２２５番１の一部 ３２２５番２の一部 ３２２５番３の一部

３２３３番の一部

大字矢野口字大久保 ３６０８番の一部 ３６０９番イの一部 ３６０９番ロの一部 ３６０９番ハの一部

３６０９番ニの一部 ３６０９番ホの一部 ３６０９番ヘの一部 ３６０９番トの一部
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３６０９番チの一部 ３６０９番ヌの一部 ３６０９番ルの一部 ３６０９番ヲの一部

３６０９番ワの一部 ３６０９番カの一部 ３６０９番ヨの一部 ３６０９番タの一部

３６１０番の一部 ３６１１番の一部 ３６１２番の一部 ３６１３番の一部

大字矢野口字上網
３６１４番から
３６２２番まで

３６２３番イ ３６２３番ロ
３６２４番から
３６２７番まで

３６２８番の一部 ３６２９番の一部 ３６３０番の一部 ３６３１番

３６３２番の一部 ３６３３番の一部 ３６３４番の一部 ３６４０番の一部

３６４１番の一部 ３６４３番の一部 ３６４４番の一部 ３６４５番

３６７７番１の一部 ３６７８番の一部

町　　名

大字東長沼字九号 ２５０９番の一部

大字矢野口字西山 ３１５３番１の一部 ３１５３番２の一部 ３１７９番の一部 ３１８３番の一部

３１８４番の一部 ３１８５番の一部 ３１８６番の一部 ３１８７番の一部

大字矢野口字谷戸 ３１８８番 ３１８９番の一部 ３１９０番 ３１９１番の一部

３２００番１の一部 ３２００番２の一部 ３２０２番１の一部 ３２１０番４

３２１７番１の一部 ３２１７番２ ３２１７番３ ３２２０番２

３２２１番１ ３２２１番２ ３２２２番１ ３２２２番２

３２２３番１ ３２２３番２
３２２４番１から
３２２４番３まで

３２２５番１の一部

３２２５番２の一部 ３２２５番３の一部
３２２６番から
３２３１番まで

３２３２番１から
３２３２番３まで

３２３３番の一部
３２３４番１から
３２３４番４まで

大字矢野口字坂上 ３２９４番１の一部
３２９７番２から
３２９７番７まで

３３０２番４ ３３２７番

３３２８番
３３３０番４から
３３３０番６まで

３３５２番１ ３３５２番２

３３５３番１ ３３５３番２
３３５４番１から
３３５４番４まで

３３５５番から
３３５９番まで

上記の区域に隣接介在する道路、水路である公有地の全部

次の区域をもって、新たに南山三丁目
みなみやまさんちょうめ

を画する。

地　　　番
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３３６０番１ ３３６０番２ ３３６１番１ ３３６１番２

大字矢野口字大久保
３５６４番１から
３５６４番３まで

３５６７番から
３５７０番まで

３５７１番１から
３５７１番３まで

３５７６番１

３５７６番２
３５８１番から
３５８４番まで

３５８５番１ ３５８５番２

３５８６番から
３５９６番まで

３５９７番１ ３５９７番２ ３５９８番１

３５９８番２ ３５９９番１ ３５９９番２
３６００番から
３６０７番まで

３６０８番の一部 ３６０９番１ ３６０９番２ ３６０９番イの一部

３６０９番ロの一部 ３６０９番ハの一部 ３６０９番ニの一部 ３６０９番ホの一部

３６０９番ヘの一部 ３６０９番トの一部 ３６０９番チの一部 ３６０９番ヌの一部

３６０９番ルの一部 ３６０９番ヲの一部 ３６０９番ワの一部 ３６０９番カの一部

３６０９番ヨの一部 ３６０９番タの一部 ３６１０番の一部 ３６１１番の一部

３６１２番の一部 ３６１３番の一部

大字矢野口字上網 ３６２８番の一部 ３６２９番の一部 ３６３０番の一部 ３６３２番の一部

３６３３番の一部 ３６３４番の一部 ３６３５番
３６３６番１から
３６３６番３まで

３６３７番１ ３６３７番２ ３６３８番１ ３６３８番２

３６３９番 ３６４０番の一部 ３６４１番の一部 ３６４２番１

３６４２番２ ３６４３番の一部 ３６４４番の一部
３６４６番から
３６５１番まで

３６５２番１から
３６５２番３まで

３６５３番１ ３６５３番２
３６５４番１から
３６５４番３まで

３６５５番１ ３６５５番２ ３６５８番 ３６５９番

３６６０番１ ３６６０番２ ３６６１番 ３６６２番１

３６６２番２ ３６６３番
３６６４番１から
３６６４番３まで

３６６５番

３６６６番 ３６６７番１ ３６６７番２ ３６６８番

３６６９番１ ３６６９番２
３６７０番１から
３６７０番３まで

３６７１番１から
３６７１番３まで

３６７２番１から
３６７２番３まで

３６７３番 ３６７４番の一部 ３６７５番１の一部

３６７５番２ ３６７６番１の一部 ３６７６番２ ３６７７番１の一部

３６７７番２の一部 ３６７８番の一部 ３６７９番１ ３６７９番２の一部
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３６７９番３の一部 ３６８５番の一部 ３６９１番の一部 ３６９２番の一部

３６９３番 ３６９４番１の一部 ３６９４番２の一部
３６９５番から
３７００番まで

３７０１番の一部 ３７０２番 ３７０３番 ３７０４番の一部

３７０６番の一部 ３７０７番の一部 ３７１０番の一部 ３７１５番の一部

町　　名

大字百村字十四号 １３９７番 １３９８番
１４０９番１から
１４０９番７まで

１４１０番イ

１４１０番ロ
１４１１番１から
１４１１番３まで

１４１２番１ １４１２番２

１４１３番から
１４１７番まで

大字百村字十五号 １４２０番
１４２９番から
１４３７番まで

１４３８番１ １４３８番２

１４３９番 １４４０番
１４４２番から
１４４８番まで

１４５４番

１４５５番１ １４５５番２ １４５６番 １４５７番１の一部

１４５７番２の一部 １４５８番の一部 １４５９番１の一部 １４５９番２

１４５９番３ １４６０番の一部 １４６１番１の一部 １４６１番２の一部

１４６１番３の一部 １４６３番１の一部 １４６４番２５の一部 １４６４番２８の一部

１４６４番３０の一部 １４６９番２ １４７０番１ １４７０番２の一部

１４７１番の一部

大字東長沼字九号 ２５０９番の一部 ２５１０番１ ２５１０番２ ２５１０番３の一部

２５１１番１の一部 ２５１１番２の一部
２５１１番３から
２５１１番５まで

２５３０番の一部

２５３７番の一部 ２５３９番の一部 ２５４０番の一部 ２５４１番の一部

２５４４番３の一部 ２５５１番の一部 ２５５２番の一部 ２５５４番１の一部

２５５４番２ ２５５５番１の一部 ２５５５番２ ２５５５番３

２５５６番１から
２５５６番３まで

２５５７番１ ２５５７番２
２５５８番１から
２５５８番３まで

地　　　番

上記の区域に隣接介在する道路等である公有地の全部

次の区域をもって、新たに南山四丁目
みなみやまよんちょうめ

を画する。
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２５５９番１の一部 ２５５９番２ ２５６０番の一部 ２５６１番の一部

２５６２番の一部 ２５６３番１ ２５６３番２ ２５６４番１

２５６４番２ ２５６５番１ ２５６５番２
２５６６番１から
２５６６番４まで

２５６７番１から
２５６７番３まで

２５６８番１ ２５６８番２ ２５６９番

２５６９番２
２５７０番１から
２５７０番７まで

２５７１番
２５７２番１から
２５７２番１２まで

２５７３番
２５７４番１から
２５７４番９まで

２５７５番１ ２５７５番２の一部

２５７６番１から
２５７６番３まで

２５７７番１の一部 ２５７７番２ ２５７９番の一部

２５８０番１から
２５８０番４まで

２５８１番１から
２５８１番３まで

２５８２番から
２６０３番まで

２６０４番１から
２６０４番５まで

２６０５番 ２６０６番 ２６０７番１ ２６０７番２

２６０８番
２６０９番１から
２６０９番３まで

２６１０番から
２６２０番まで

２６２１番１

２６２１番２ ２６２２番
２６２３番１から
２６２３番４まで

２６２４番

２６２５番１から
２６２５番４まで

大字東長沼字十号 ２６２６番 ２６２７番１ ２６２７番２ ２６２８番１

２６２８番２
２６２９番から
２６３１番まで

２６３２番１から
２６３２番１０まで

２６３３番１から
２６３３番１７まで

２６３４番１から
２６３４番３まで

２６３５番 ２６３６番 ２６３７番１

２６３８番 ２６４０番１
２６４１番１から
２６４１番３まで

大字矢野口字上網 ３６７４番の一部 ３６７５番１の一部 ３６７６番１の一部 ３６７７番１の一部

３６７７番２の一部 ３６７７番３ ３６７９番２の一部 ３６７９番３の一部

３６８０番１ ３６８０番２ ３６８１番
３６８２番１から
３６８２番３まで

３６８３番 ３６８４番 ３６８５番の一部
３６８６番から
３６８８番まで

３６８９番イ ３６８９番ロ ３６９０番 ３６９１番の一部

３６９２番の一部 ３６９４番１の一部 ３６９４番２の一部 ３６９４番３

３６９４番４ ３７０１番の一部 ３７０４番の一部 ３７０５番１

３７０５番２ ３７０６番の一部 ３７０７番の一部 ３７１０番の一部

３７１４番 ３７１５番の一部 ３７１６番
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大字矢野口字奥畑
３７１７番から
３７２５番まで

３７２６番１から
３７２６番４まで

３７２７番から
３７３２番まで

３７３３番１

３７３３番２ ３７３４番１ ３７３４番２
３７３５番から
３７３７番まで

３７３８番１ ３７３８番２
３７３９番から
３７４６番まで

３７４７番１から
３７４７番３まで

上記の区域に隣接介在する道路である公有地の全部
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議案概要説明書 

議 案 番 号  第97号 担 当 課 都市建設部まちづくり再生課 

件 名 
矢野口・東長沼・百村地区の一部における町の区域の新設及び字の区域

の変更について  

【概  要】 

本案は、矢野口・東長沼・百村地区の一部において町の区域を新設し、及び字の区

域を変更するため、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 260条第１項の規定によ

り、議会の議決を求めるものです。  

 

【対象区域】  

旧町（字）名 新町名  備考 

大字百村字十五号の一部、大字百村字十七号の一

部、大字東長沼字七号の一部、大字東長沼字八号の

一部、大字東長沼字九号の一部、大字東長沼字十八

号の一部、大字矢野口字根方の一部及び大字矢野口

字西山の一部  

南山一丁目  

稲城南山東部土地

区画整理事業区域

を含む。 

大字東長沼字八号の一部、大字東長沼字九号の一

部、大字矢野口字根方の一部、大字矢野口字西山の

一部、大字矢野口字谷戸の一部、大字矢野口字大久

保の一部及び大字矢野口字上網の一部  

南山二丁目  

大字東長沼字九号の一部、大字矢野口字西山の一

部、大字矢野口字谷戸の一部、大字矢野口字坂上の

一部、大字矢野口字大久保の一部及び大字矢野口字

上網の一部  

南山三丁目  

大字百村字十四号の一部、大字百村字十五号の一

部、大字東長沼字九号の一部、大字東長沼字十号の

一部、大字矢野口字上網の一部及び大字矢野口字奥

畑 

南山四丁目  
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